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「
七
墓
」

の
語
り
か
ら
見
る
死
生
へ
の
聞
い

~ 
I可

オ需

日
目

之

lま

じ

め

わ
れ
わ
れ
人
間
は
日
々
の
生
活
を
営
む
中
で
困
難
な
問
題
に
出
合
い
続
け
な
が
ら
、
そ
こ
に
道
が
付
く
こ
と
を
願
い
、
こ
れ
ま
で
も
、

そ
し
て
今
も
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
き
て
い
る
。
心
身
の
仕
組
み
が
徐
々
に
解
明
さ
れ
る
に
従
い
、
不
治
と
さ
れ
た
病
へ
の
対
処
が
可

能
と
な
る
等
、
人
聞
を
取
り
巻
く
環
境
の
劇
的
な
変
化
や
そ
れ
を
可
能
に
す
る
技
術
の
進
歩
に
は
そ
の
一
端
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
よ

う
。
だ
が
そ
う
し
た
変
化
の
一
方
で
死
生
に
関
わ
る
重
大
な
局
面
等
、

い
ざ
事
に
当
た
っ
た
際
に
人
聞
が
抱
か
さ
れ
る
感
情
、
思
い
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
自
分
の
大
切
な
人
を
突
然
亡
く
し
た
と
き
、
そ
の
事
実
を
俄
に
は
受
け
止
め
ら
れ
ず
戸
惑
い
、
降
り
か
か
っ

た
出
来
事
の
意
味
を
求
め
て
佑
復
す
る
姿
は
、
こ
の
後
に
検
討
す
る
「
金
光
教
教
典
」
に
見
ら
れ
る
幕
末
、
明
治
期
の
人
々
も
、
現
代

の
わ
れ
わ
れ
も
大
き
く
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
病
院
で
の
近
代
科
学
に
基
づ
く
人
間
へ
の
ケ
ア
が
進
む
に
伴
つ

①
 

て
誰
し
も
避
け
て
通
れ
な
い
死
生
を
め
ぐ
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
そ
こ
に
向
け
た
議
論
が
強
く
要
請
さ
れ
も
す
る
今
、
わ
れ
わ

1 

れ
は
よ
り
困
難
な
状
況
に
面
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
つ
て
宗
教
学
者
の
島
菌
進
は
信
仰
の
根
本
を
問
う
金
光
教

②
 

学
の
研
究
に
触
れ
つ
つ
、
厳
し
い
現
実
の
中
で
実
際
に
信
仰
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
へ
の
間
い
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
が
、
本
稿
で
は
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こ
の
指
摘
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
今
日
に
お
け
る
死
生
の
問
題
に
向
け
た
考
察
を
試
み
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
死
生
に
関
す
る
本
教
の
見
解
を
大
別
し
て
示
す
と
、
こ
れ
ま
で
金
光
大
神
の
「
理
解
」
に
基
づ
き

I
l
N
の
よ
う
に
表

(10305) 

明
さ
れ
て
き
て
い
る
。

I
人
の
死
も
生
と
同
じ
く
天
地
の
中
で
起
き
神
の
働
き
の
中
で
の
こ
と
と
し
て
あ
る
、

E
死
ぬ
こ
と
も
神
の
お

か
げ
か
ら
は
ず
れ
た
こ
と
で
は
な
い
、

E
現
世
で
の
充
実
し
た
生
が
死
後
の
安
心
に
つ
な
が
る
、
百
死
ん
で
の
ち
人
助
け
の
働
き
が
い

③
 

よ
い
よ
適
切
に
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
死
と
は
い
か
な
る
事
態
か
」
「
人
は
死
ぬ
と
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
か
け
に
基
づ
い
て
、

死
生
の
安
心
に
導
く
よ
う
示
さ
れ
て
お
り
、
死
へ
の
不
安
を
和
ら
げ
死
と
連
続
し
た
こ
と
と
し
て
の
生
を
充
実
さ
せ
る
願
い
と
意
義
を

④
 

持
つ
と
言
え
る
。
そ
の
上
で
こ
れ
ら
の
提
示
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
や
が
て
死
を
迎
え
る
当
事
者
（
人
間
一
般
）
に
向
け
て
死
の
意
味

や
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

⑤
 

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
元
に
な
っ
た
「
理
解
」
が
い
ず
れ
も
参
拝
者
本
人
や
そ
の
家
族
、
あ
る
い
は
金
光
大
神
自
身
な
ど
ま
だ
生
き

て
い
る
人
間
の
死
を
想
定
し
て
語
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

い
わ
ば
必
然
的
な
帰
結
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
見
解
を

手
が
か
り
と
し
て
自
身
の
死
の
み
な
ら
ず
、
家
族
な
ど
を
亡
く
し
た
場
面
で
そ
の
死
の
意
味
を
た
ず
ね
る
こ
と
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う

し
、
実
際
に
亡
き
人
に
思
い
を
寄
せ
る
営
み
も
本
教
に
お
い
て
続
け
ら
れ
て
き
て
い
よ
う
。
人
知
の
及
ば
な
い
力
を
感
じ
な
が
ら
故
人

の
生
き
方
を
振
り
返
り
つ
つ
、
有
り
難
い
思
い
を
も
っ
て
そ
の
死
を
受
け
止
め
る
人
の
例
は
、
そ
れ
こ
そ
本
教
の
歴
史
に
お
い
て
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
と
も
言
え
る
。
と
は
い
え
一
方
で
は
、
家
族
の
死
に
直
面
し
て
遺
族
が
抱
く
悲
嘆
や
事
態
に
対
す
る
理
解
の
な
し
難
さ
、

そ
の
感
覚
を
抱
き
な
が
ら
の
生
き
方
を
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
っ
た
聞
い
に
、
生
と
死
を
連
続
的
に
捉
え
る
見
解
を
も
っ
て
ど
う

⑥
 

向
き
合
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
同
時
に
浮
上
し
得
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
殊
に
東
日
本
大
震
災
以
降
の
社
会
に
あ
っ
て
多
く
の
人
の

⑦
 

死
の
受
け
止
め
や
、
死
者
と
の
関
わ
り
へ
の
間
い
が
切
実
さ
を
増
し
て
い
る
現
在
、
金
光
大
神
に
よ
り
語
ら
れ
た
言
葉
と
今
日
の
人
間



状
況
を
照
応
し
つ
つ
、
死
生
に
関
し
て
理
屈
で
の
割
り
切
り
を
も
っ
て
は
答
え
ら
れ
な
い
問
題
へ
と
迫
る
手
掛
か
り
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
向
け
て
の
取
り
組
み
は
、
従
来
の
学
問
で
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
自
分
の
死
が
、
本
来
経
験
不
可
能
で
あ

る
こ
と
に
加
え
、
死
の
経
験
の
原
型
は
誰
か
に
死
な
れ
る
経
験
の
内
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現

⑧
 

状
へ
の
応
答
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
金
光
大
神
と
参
拝
者
と
の
応
答
に
よ
り
生
ま
れ
現
在
に
伝
わ
る
「
理
解
」
に
は
、
天
地
、
神
、
人
間
等
に
つ
い
て
の
道
理

を
説
く
も
の
の
他
、
参
拝
者
が
持
ち
込
む
具
体
的
な
問
題
に
応
じ
た
教
示
な
ど
多
様
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
金
光
大

⑨
 

神
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
事
柄
と
し
て
度
重
な
る
家
族
ら
の
死
が
あ
げ
ら
れ
る
。
養
父
親
子
（
天
保
七
年
〈
一
八
三
六
〉
）
、

長
男
（
天
保
一
三
年
〈
一
八
四
二
〉
）
、
長
女
（
嘉
永
元
年
〈
一
八
四
八
〉
）
、
二
男
（
嘉
永
三
年
〈
一
八
五
O
〉
）
、
そ
し
て
飼
午
二
頭
（
嘉
永
三
、
四
年

〈
一
八
五
O
、
一
八
五
一
〉
）
を
亡
く
し
た
事
実
を
背
景
に
語
ら
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
に
神
か
ら
「
七
墓
」
築
か
せ
た
と
知
ら
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
死
は
、
教
学
に
お
い
て
も
た
び
た
び
論
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
先
行
成
果
で
は
金
光
大
神
が
人
生
上
に
出
合

⑩
 

う
困
難
を
克
服
し
て
い
く
過
程
に
、
家
族
の
死
も
回
収
さ
れ
か
ね
な
い
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
こ
の
傾
向
に
は
、

論
理
水
準
と
は
別
に
、
金
光
大
神
に
お
け
る
家
族
の
死
と
い
う
出
来
事
の
、
研
究
者
に
よ
る
位
置
付
け
難
さ
が
表
出
し
て
お
り
、
そ
の

岬
吟
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
う
と
し
て
今
、
金
光
大
神
が
繰
り
返
し
自
身
の
経
験
を
参
拝
者
に
語
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
改
め
て
着
目
す
る
と
、
そ
の
よ
う

に
促
す
神
の
願
い
の
深
さ
と
と
も
に
、
参
拝
者
を
前
に
し
て
語
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
思
い
に
迫
ら
れ
て
い
た
金
光
大
神
の
姿
が
想
像
さ

3 

れ
る
。
金
光
大
神
は
ど
う
家
族
の
死
に
出
合
い
、
神
、
参
拝
者
ら
と
の
い
か
な
る
関
係
に
お
い
て
そ
れ
を
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

⑪
 

聞
い
を
問
、
つ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
金
光
大
神
が
家
族
の
死
を
神
か
ら
「
七
墓
」
と
し
て
知
ら
さ
れ
た
意
味
に
着
目
し
た
い
。
金
光
大

(10306) 
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神
を
見
舞
っ
た
家
族
の
死
と
い
う
出
来
事
が
、
神
と
の
関
係
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
に

お
け
る
死
生
を
め
ぐ
る
状
況
を
金
光
大
神
の
経
験
を
介
し
て
神
と
の
関
係
か
ら
見
つ
め
直
し
、
本
教
信
仰
か
ら
の
展
望
を
示
す
一
歩
に

(10307) 

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
問
題
関
心
か
ら
本
稿
で
は
、
金
光
大
神
が
家
族
の
死
に
遭
遇
し
た
実
際
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
意
味
を
、
「
金
光
大
神
御
覚
書
」

「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」
（
以
下
、
「
覚
書
」
「
覚
帳
」
と
略
記
）
、
そ
し
て
「
理
解
」
が
生
ま
れ
た
場
面
に
尋
ね
て
い
く
。
第
一
章
で
は
、
家
族
の

死
に
関
す
る
「
覚
書
」
の
記
述
に
浮
か
ぶ
金
光
大
神
の
様
相
を
窺
い
論
点
を
導
く
。
続
く
第
二
章
で
は
、
家
族
の
死
に
つ
い
て
神
か
ら

明
か
さ
れ
る
安
政
五
年
二
一
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
か
ら
金
光
大
神
の
振
り
返
り
の
様
相
を
窺
い
、
家
族
の
死
が
「
七
墓
」
と
し
て
知

ら
さ
れ
た
意
味
を
探
る
。
第
三
章
で
は
、
二
女
く
ら
の
大
患
に
関
す
る
「
覚
書
」
の
記
述
及
び
、
家
族
の
死
に
ま
つ
わ
る
「
理
解
」
が

な
さ
れ
た
場
面
に
注
目
し
、
家
族
の
死
が
金
光
大
神
の
中
で
ど
う
捉
え
ら
れ
、
参
拝
者
と
の
間
で
い
か
な
る
意
味
を
放
つ
こ
と
に
な
っ

た
の
か
を
検
討
す
る
。

な
お
、
『
金
光
教
教
典
」
か
ら
の
引
用
は
、
「
覚
書
」
「
覚
帳
」
の
章
・
節
・
項
番
号
、
「
金
光
大
神
御
理
解
集
」
の
類
・
伝
承
者
名
・

節
番
号
を
記
し
た
。
ま
た
年
齢
の
表
記
は
、
金
光
大
神
在
世
当
時
の
慣
習
に
従
い
原
則
と
し
て
数
え
年
を
用
い
た
。

第
一
章

家
族
の
死
と
い
う
出
来
事

ー
「
覚
書
」

の
記
述
か
ら
｜

文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
占
見
村
で
香
取
十
平
、
し
も
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た
金
光
大
神
は
、
一
二
歳
の
時
（
文
政
八
年
〈
一
八
二
五
〉
）

に
子
供
の
な
か
っ
た
大
谷
村
の
川
手
粂
治
郎
の
家
に
養
子
入
り
し
た
。
川
手
家
は
も
と
も
と
村
内
で
最
も
由
緒
あ
る
家
と
伝
え
ら
れ
る



が
、
曾
祖
父
文
治
郎
の
代
（
宝
暦
・
明
和
頃
）
か
ら
先
祖
伝
来
の
田
畑
を
手
放
し
始
め
、
屋
敷
地
ま
で
入
手
に
渡
る
零
細
農
民
へ
の
転
落

⑫
 

を
経
験
し
て
い
る
。
金
光
大
神
が
養
子
入
り
し
た
当
時
は
、
養
父
が
二
度
の
江
戸
奉
公
に
出
る
な
ど
し
た
結
果
、
村
の
最
下
層
か
ら
次

第
に
家
還
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
途
上
に
あ
り
、
彼
に
は
養
家
再
興
へ
の
願
い
が
托
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
金
光
大
神
が
一
八
歳
に
な
っ

た
年
（
天
保
二
年

〈一

八
一三〉）
、
そ
れ
ま
で
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
養
父
母
の
間
に
義
弟
が
誕
生
し
た
。
こ
の
養
父
母
に
と
っ
て
の
実

子
誕
生
は
、
跡
継
ぎ
と
目
さ
れ
て
い
た
金
光
大
神
に
と
っ
て
自
身
の
存
在
意
義
に
影
を
落
と
す
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
天
保
七
年

⑬
 

（
一
八
三
六
）
、
金
光
大
神
二
三
歳
の
時
に
義
弟
（
六
歳
〉
と
養
父
（
六
六
歳
／
天
保
三
年
に
多
郎
左
衛
門
と
改
名
）
が
相
次
い
で
病
に
倒

れ
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
う
。

⑬
 

金
光
大
神
が
後
年
認
め
た
「
覚
書
」
に
窺
う
と
、
先
に
病
を
発
症
し
た
義
弟
が
や
が
て
病
状
を
悪
化
さ
せ
命
を
落
と
し
た
こ
と
、
そ

⑬
 

の
後
養
父
も
痢
病
と
な
り
姓
を
「
川
手
」
か
ら
元
の
「
赤
沢
」
へ
戻
す
よ
う
遺
言
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
遺
言
に
従
い
金
光
大

⑮

⑫

 

神
が
「
川
手
文
治
郎
」
か
ら
「
赤
沢
国
太
郎
」
に
改
名
し
た
こ
と
等
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
当
時
の
世
間
で
二
人
の
死
が
持
つ

た
で
あ
ろ
う
意
味
を
両
者
の
年
齢
に
注
目
し
つ
つ
述
べ
て
お
き
た
い
。

宗
門
御
改
寺

⑬
 

請
名
歳
帳
」

（「
宗
門
改
帳
」
）
に
よ
れ
ば
、
五
一
一二
名
の
村
民
の
内
、
六
五
歳
以
上
の
村
民
は
三
七
名
で
全
体
の
七
%
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、

養
父
が
死
去
し
た
時
の
年
齢
は
六
六
歳
だ
っ
た
。
少
し
後
の
記
録
と
な
る
が
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
「
大
谷
村

幕
末
期
の
出
生
時
平
均
余
命
は
地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
四

O
年
を
超
え
る
地
域
が
あ
る
も
の
の
、
男
女
と
も
に
三

o
i
三
九
年
の
範

⑬
 

囲
に
あ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
当
時
の
事
情
か
ら
す
る
と
養
父
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
長
命
の
部
類
に
入
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
一
方
の
義
弟
は
六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
あ
る
村
を
対
象
に
し
た
研
究
を
参

(10308) 

5 

照
す
る
と
、
平
時
に
お
け
る
全
死
亡
者
数
に
占
め
る
一

O
歳
以
下
の
死
亡
者
数
は
男
女
と
も
に
三
六
%
で
、
飢
鐘
な
ど
が
あ
る
と
そ
の



6 

⑮

⑫

 

割
合
は
半
数
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
飢
鐘
の
際
に
は
発
疹
チ
フ
ス
な
ど
伝
染
病
が
蔓
延
し
た
こ
と
が
死
者
増
加
の
一
因
と
さ
れ
て
い
る
。

(10309) 

義
弟
が
死
去
し
た
年
は
江
戸
三
大
飢
鎮
の
一
つ
天
保
飢
鐘
（
一
八
三
三
j

一
八
三
人
）
に
当
た
っ
て
い
て
大
谷
村
で
も
死
亡
率
が
同
時
期
の

⑫
 

数
年
前
か
ら
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
り
、
子
供
の
死
亡
も
平
時
に
比
べ
て
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
養
父
親
子
の
死
が
飢
鐘
に
関
連
づ

け
て
受
け
止
め
ら
れ
た
か
否
か
と
い
っ
た
事
実
関
係
は
知
る
由
も
な
い
が
、
世
間
的
に
は
「
ど
こ
の
家
に
も
起
き
得
る
こ
と
」
と
捉
え

ら
れ
か
ね
な
い
出
来
事
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
直
面
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
の
意
味
は
ま
た
別
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す

る
と
こ
の
経
験
は
金
光
大
神
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

二
人
の
死
に
関
わ
っ
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
養
父
が
そ
の
死
に
際
し
て
金
光
大
神
に
改
姓
を
求
め
た
と
い
う
件
で
あ
る
。
養
家

の
姓
に
関
し
て
は
、
他
村
か
ら
来
た
者
が
由
緒
あ
る
「
川
手
」
姓
を
用
い
る
の
を
快
く
思
わ
な
い
村
人
か
ら
度
々
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て

⑫
 

い
た
と
の
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
養
父
が
金
光
大
神
の
将
来
を
気
遣
い
、
自
ら
の
死
に
際
し
て
金
光
大
神
の
生
き
る
環

境
を
少
し
で
も
村
内
の
人
心
と
調
和
さ
せ
る
べ
く
改
姓
を
指
示
し
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
こ
れ
を
金
光
大
神
の
側
か
ら
捉
え
直
す
な

ら
ば
、

そ
れ
ま
で
お
ぼ
ろ
げ
に
は
感
じ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
養
家
の
家
格
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き
き
ゃ
、
そ
の
こ
と
が
も
た

ら
す
村
民
と
の
関
係
の
ズ
レ
を
、
改
姓
と
い
う
形
で
顕
在
化
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
そ
れ
に
加
え
て
、
養
家
に
つ
い
て
の
伝
承
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
金
光
大
神
は
後
年
（
安
政
五
年
〈
一
人
五
人
〉
一
一
一

月
二
四
日
）
、
養
家
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
神
か
ら
受
け
て
い
る
。
そ
の
お
知
ら
せ
の
前
段
で
は
大
要
、
か
つ
て
こ
の
家
の
南
前
に
あ
っ

た
川
手
多
郎
左
衛
門
家
が
絶
え
、
同
家
の
位
牌
を
引
き
継
い
だ
家
も
絶
え
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
地
が
海
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
「
四
つ
足
」

が
埋
ま
り
金
神
へ
の
無
礼
と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
の
内
容
が
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
多
郎
左
衛
門
と
は
養
家
の
始
祖
と
さ

れ
る
人
物
で
、
養
父
が
死
去
し
た
時
点
で
名
乗
っ
て
い
た
名
前
で
も
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
金
光
大
神
が
こ
の
お
知
ら
せ
の
内
容
を
、



養
父
親
子
が
死
去
す
る
以
前
、
具
体
的
に
は
養
子
入
り
し
て
間
も
な
く
養
父
母
か
ら
聞
か
さ
れ
知
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

⑫
 

で
あ
る
。
但
し
そ
の
内
容
全
て
を
金
光
大
神
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
保
留
が
必
要
で
、
と
り
わ
け
「
四
つ
足
」
が
埋
ま
り
無
礼
と
な
っ

⑮
 

た
、
と
の
く
だ
り
は
知
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
う
し
た
保
留
を
伴
う
も
の
の
、
金
光
大
神
は
養
家
を
再
興
す
る
に

つ
い
て
養
父
母
か
ら
最
低
限
、
同
家
が
か
つ
て
断
絶
し
た
過
去
を
持
つ
家
で
あ
っ
た
事
実
を
何
ら
か
の
形
で
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
養
父
親
子
の
死
は
二
家
の
主
と
そ
の
後
継
者
候
補
に
な
り
得
る
者
が
立
て
続
け
に
喪
わ
れ
た
点
に
加
え
、

養
父
が
始
祖
の
名
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
、
先
の
伝
承
を
一
層
強
く
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
金
光
大
神
に
再
度
の
養
家
断
絶
を

予
感
さ
せ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
す
る
と
金
光
大
神
に
と
っ
て
養
父
親
子
の
死
と
は
、
自
身
が
周
囲
と
の
関
係
で
少
な
か
ら
ず
不
安
定
な
立
場
に
あ
る
事
実

を
突
き
つ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
が
自
ら
の
与
り
知
ら
な
い
力
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
予
感
さ
せ
る
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え

ょ
う
。
二
人
の
死
は
養
家
断
絶
の
伝
承
を
、
金
光
大
神
自
身
に
深
く
結
ぼ
れ
る
問
題
と
し
て
想
起
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は

い
え
養
家
が
断
絶
す
る
運
命
に
あ
る
な
ら
、
養
父
親
子
と
共
に
自
身
も
死
去
し
て
い
た
可
龍
性
も
あ
っ
た
ろ
う
が
実
際
に
は
そ
う
は
な
っ

て
い
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
金
光
大
神
に
と
っ
て
は
生
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
不
安
を
抱
く
以
前
に
、
二
人
が
死
去
し
た
時
点
で
な
お
自

分
が
生
き
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
で
意
識
を
喚
起
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
養
父
の
死
に
伴
い
家
督
を
相
続
し
た
金
光
大
神
は
同
年
（
天
保
七
年
）
暮
れ
、
養
母
の
願
い
で
大
橋
新
右
衛
門
が
仲
介
し
た

古
川
八
百
蔵
の
娘
と
せ
と
結
婚
し
た
。
そ
の
翌
年
に
は
、
日
柄
を
改
め
た
上
で
風
呂
場
と
手
水
場
を
増
築
し
、
更
に
二
年
後
（
天
保
一

O
年）

お
こ
り
や
み
⑮

に
は
長
男
亀
太
郎
を
授
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
か
つ
て
義
弟
が
出
生
し
た
時
に
は
金
光
大
神
自
身
が
嬉
病
を
患
っ
て
い
た
と
い
う
が
、

(10310) 

7 

長
男
の
出
生
時
に
は
義
母
が
嬉
病
を
発
症
し
約
三
ヶ
月
に
一
旦
っ
て
苦
し
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
の
新
し
い
命
の
誕
生
は
、
養



8 

父
親
子
を
亡
く
し
た
家
に
明
る
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
長
男
は
三
年
後
の
八
月
に
痢
病
に
握
り
四
歳
で

(10311) 

死
去
し
て
し
ま
う
。
こ
の
時
は
長
男
に
続
い
て
金
光
大
神
も
痢
病
に
擢
っ
た
が
後
に
回
復
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
金
光
大
神
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
経
験
だ
っ
た
の
か
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
養
父
親
子
の
時
に
も
、
先
に
子
供
が
病
気
に
握
り
そ
の
後
に
父
親
が
続
い
て
い
た
。
た
だ
し
養
父
親
子
の
場
合

は
義
弟
の
病
死
後
に
養
父
も
死
去
し
た
の
に
対
し
て
、
金
光
大
神
親
子
の
場
合
は
二
人
と
も
擢
患
し
な
が
ら
長
男
だ
け
が
死
去
し
た
。

先
に
養
父
親
子
が
死
去
し
た
場
面
で
、
金
光
大
神
は
自
身
が
生
き
て
い
る
こ
と
へ
の
意
識
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
た
と
推
察
し
た
が
、
今
回

も
ま
た
長
男
の
死
の
一
方
で
自
分
だ
け
が
生
き
残
る
と
い
う
苦
し
さ
に
直
面
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
先
に
触
れ
た
義
弟
の

出
生
時
と
、
長
男
の
出
生
か
ら
死
に
至
る
「
覚
書
」
の
記
述
に
確
認
し
て
お
く
。

〔
義
弟
の
出
生
〕

私
十
八
歳
、
七
月
十
八
日
よ
り
病
気
お
こ
り
に
な
り
、
ふ
る
い
、
ま
た
返
し
、
六
十
日
も
難
渋
。
養
父
六
十
一
歳
、
同
母
四
十
一

歳
で
初
産
、
男
の
生
ま
れ
、
八
月
十
七
日
。
卯
生
ま
れ
、
名
は
鶴
太
郎
。
産
後
、
血
の
道
、
総
身
は
れ
、
百
日
余
難
儀
。
四
十
二
歳
、

養
母
乳
痛
み
、
百
日
余
難
渋
い
た
さ
れ
候
。

「
覚
書
」

1
1
6
1
4
1
6

（
長
男
の
出
生
と
死
〕

私
二
十
六
歳
、
妻
二
十
一
歳
、
六
月
十
五
日
夜
安
産
、
男
子
生
ま
れ
。
名
は
赤
沢
亀
太
郎
、
亥
年
。
六
月
十
五
日
よ
り
、
母
お
こ
り
、

ふ
る
い
、
九
月
は
じ
め
ま
で
。
私
せ
が
れ
亀
太
郎
、
八
月
朔
日
よ
り
病
気
、
ま
た
私
当
病
、
父
子
と
も
痢
病
に
相
成
り
。
せ
が
れ

は
十
六
日
朝
病
死
仕
り
候
、
四
歳
に
て
。
私
は
全
快
仕
り
候
。
二
十
九
歳
の
年
。
天
保
十
三
壬
寅
八
月
。

（
「
覚
書
」

2
1
4
1
5）



既
述
の
通
り
、
二
人
と
も
家
族
の
癒
病
と
共
に
出
生
の
時
が
振
り
返
ら
れ
、
義
弟
の
場
合
は
出
生
後
に
母
親
が
百
日
余
り
体
調
を
崩

し
て
難
渋
し
た
と
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
長
男
の
場
合
を
見
る
と
出
生
と
義
母
の
発
症
は
共
に
六
月
一
五
目
だ
っ
た
と
さ
れ
、

事
柄
と
し
て
は
無
関
係
な
両
者
の
関
連
が
灰
め
か
さ
れ
る
。
金
光
大
神
が
義
弟
と
長
男
の
出
生
を
、
家
族
の
苦
難
と
い
う
共
通
項
を
伴
つ

て
振
り
返
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
誕
生
の
時
か
ら
彼
ら
の
生
に
影
が
差
し
て
い
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
さ

ら
に
長
男
の
死
の
記
述
で
は
「
せ
が
れ
は
十
六
日
朝
病
死
仕
り
候
、
四
歳
に
て
。
私
は
全
快
仕
り
候
」
と
記
さ
れ
、
「
せ
が
れ
」
の
病
死

と
「
私
（
金
光
大
神
）
」
の
全
快
と
が
対
句
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
養
父
親
子
と
は
異
な
り
、
出
生
の
経
緯
か
ら
似
た
状

況
に
置
か
れ
た
金
光
大
神
親
子
の
場
合
は
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
と
い
う
、
結
果
の
対
照
性
が
際
だ
つ
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
養
父
親
子
の
死
の
残
響
が
金
光
大
神
を
捉
え
、
二
人
の
状
況
に
重
ね
な
が
ら
自
身
の
経
験
を
振
り
返
ら

せ
た
様
が
浮
か
ぶ
。
金
光
大
神
は
、
養
父
と
同
様
に
、
自
身
も
長
男
と
二
人
で
死
去
し
た
可
能
性
を
思
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
養
父
親
子
や

長
男
で
は
な
く
自
分
が
生
き
残
っ
た
こ
と
で
、
人
間
の
死
生
に
関
わ
る
不
可
解
さ
に
襲
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
殊
に
、
実
際
に
は
抵

抗
力
の
弱
い
子
供
が
死
去
す
る
確
率
は
高
か
っ
た
と
し
て
も
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
、
共
に
病
床
に
あ
っ
た
長
男
と
自
身
の
立
場
は
入

れ
替
わ
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
念
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
と
す
れ
ば
自
身
が
生
き
残
っ
て
い
る
明
確
な
理
由
は
ど

こ
ま
で
も
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
に
、
養
父
親
子
が
死
去
し
た
際
金
光
大
神
は
自
身
の
生
へ
の
意
識
を
喚
起
さ
れ
た
と
推
測
し
た
。

た
だ
し
こ
の
時
に
は
ま
だ
養
父
親
子
の
死
と
自
身
の
生
と
の
関
係
は
、
養
家
の
伝
承
を
介
し
た
家
の
断
絶
を
前
提
と
す
る
点
で
幾
分
か

9 

漠
然
と
し
て
い
た
。
し
か
し
今
回
の
場
合
は
、
実
際
に
長
男
と
二
人
で
死
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
な
お
自
分
は
死
な
な
か
っ
た
点
に
お

い
て
、
以
前
よ
り
事
態
の
重
み
が
増
し
て
お
り
、
自
身
が
生
き
て
い
る
事
実
を
人
為
の
及
ば
ぬ
事
柄
と
し
て
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

(10312) 
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と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
問
題
が
家
族
の
死
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
で
現
出
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
へ
の
向
か
わ
せ
ら
れ

(10313) 

方
に
、
死
を
介
し
て
自
身
の
所
在
を
求
め
る
よ
う
促
さ
れ
る
金
光
大
神
の
有
り
様
を
見
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
の
後
、
長
男
が
死
去
し
た
年
に
二
男
槙
右
衛
門
が
誕
生
し
、
翌
年
（
天
保
一
四
年
〈
一
八
四
三
〉
）
金
光
大
神
は
門
納
屋
の
増
築
を
計
画

し
実
行
し
て
い
る
（
「
覚
書
」
2
1
7
）
。
こ
の
時
は
先
の
風
呂
場
と
手
水
場
の
建
築
で
日
柄
の
み
を
改
め
た
の
と
異
な
り
、
方
角
も
改
め

た
と
い
う
。
ま
た
こ
の
時
金
光
大
神
は
材
木
を
紀
州
に
注
文
し
て
い
た
が
、
方
位
家
の
指
定
す
る
日
取
り
に
材
木
が
間
に
合
わ
な
い
た

め
玉
島
で
買
い
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
先
の
建
築
後
に
長
男
が
死
去
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
金
神
に
触
れ
な
い
よ
う

万
全
を
期
し
た
と
ひ
と
ま
ず
は
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
門
納
屋
建
築
に
際
し
て
日
柄
方
角
を
改
め
る
こ
と
は
、
金
光
大
神
自
身

が
企
図
し
た
営
み
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
亡
き
長
男
を
意
識
し
つ
つ
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
と
し
て
こ
こ
で
は
、
金
神
へ
の

恐
れ
が
そ
れ
を
避
け
る
行
動
と
し
て
表
出
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
た
い
。

⑫
 

と
こ
ろ
で
門
納
屋
建
築
の
三
年
後
（
弘
化
三
年
〈
一
八
四
六
〉
）
、
金
光
大
神
は
四
国
遍
路
に
出
向
い
た
と
い
う
。
金
光
大
神
を
遍
路
に
駆

り
立
て
た
要
因
に
つ
い
て
真
鍋
司
郎
は
、
①
三
三
歳
の
厄
晴
れ
祈
願
、
②
家
運
上
昇
を
願
う
中
で
起
き
て
い
る
家
族
の
病
気
や
死
と
い
っ

⑮
 

た
問
題
の
打
開
、
③
か
つ
て
養
父
が
行
っ
た
四
国
遍
路
の
踏
襲
、
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
恐
ら
く
金
光
大
神
は
こ
れ
ら
諸
要
因
に
よ
り

遍
路
に
赴
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
と
し
て
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
家
族
の
死
の
経
稗
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
四
国
遍
路
の
特
質

の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
死
者
供
養
、
先
祖
供
養
の
意
味
も
ま
た
見
逃
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑮
 

こ
の
点
に
関
し
て
、
八
八
あ
る
札
所
の
中
に
は
死
霊
、
祖
霊
が
集
ま
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
一

O
ヶ
寺
は
存
在
し
、
中
で
も
特
に
死

⑩
 

者
供
養
の
盛
ん
な
札
所
の
供
養
形
式
が
確
立
し
た
の
は
江
戸
中
期
か
ら
末
期
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
面
を
考
慮
す
る
と
金
光
大
神

も
各
地
よ
り
訪
れ
た
遍
路
達
と
行
き
交
う
中
で
死
者
供
養
の
実
際
を
見
聞
き
し
、
亡
き
家
族
を
思
う
場
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う



＠
 

か
。
加
え
て
真
鍋
が
述
べ
る
よ
う
に
「
覚
書
」
に
は
こ
れ
以
前
に
、
神
仏
に
関
わ
る
記
事
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
こ

の
時
の
四
国
遍
路
が
家
族
の
死
を
神
仏
を
介
し
て
捉
え
返
す
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
と
は
言
え
そ
れ
は
わ
ず
か
に
灰

め
か
さ
れ
る
だ
け
で
想
像
の
域
を
出
な
い
。

だ
が
こ
の
推
測
が
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
二
年
後
に
長
女
ち
せ
が
生
後
九
ヶ
月
で
急
死
し
た
際
に
、

＠
 

こ
れ
ま
で
に
な
い
金
光
大
神
の
様
相
が
表
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。
長
女
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
六
月
二
ニ
日
の
未
明
に
発
病
し
同
日

の
夜
に
亡
く
な
っ
た
が
、
こ
の
時
金
光
大
神
は
医
師
二
人
を
呼
ん
で
治
療
に
努
め
た
と
い
う
。
養
父
親
子
や
長
男
が
病
気
に
な
っ
た
際

に
こ
う
し
た
事
が
な
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
病
床
の
長
女
を
前
に
精
一
杯
の
行
動
に
出
て
お
り
、
「
医
師
両
人
も
薬
り
（
治
療
し
）
」

（「覚書」

2
｜
口
、
傍
点
筆
者
）
と
の
記
述
に
は
、
力
を
尽
く
し
な
が
ら
も
結
果
的
に
喪
わ
れ
た
生
へ
の
無
念
さ
が
渉
ん
で
い
る
。
こ
う
し

た
金
光
大
神
の
行
動
に
加
え
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
講
中
、
親
類
が
集
っ
て
行
わ
れ
た
病
気
平
癒
の
祈
念
の
様
が
「
覚
書
」
に
記
さ
れ

て
い
く
こ
と
だ
。
四
国
遍
路
の
個
所
で
は
灰
め
か
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
神
仏
と
死
の
関
わ
り
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
仏
と
の
関
わ
り
が
強
く
出
て
く
る
問
題
を
更
に
考
え
る
た
め
、
二
年
後
（
嘉
永
三
年
〈
一
八
五
O
〉
）
に
起
き
た

二
男
の
死
も
併
せ
て
検
討
す
る
。

周
知
の
通
り
金
光
大
神
は
二
男
死
去
の
前
年
末
よ
り
、
須
恵
村
の
青
木
竹
治
郎
か
ら
家
屋
を
買
い
自
宅
と
し
て
移
築
す
る
準
備
を
し

て
い
た
。
普
請
に
際
し
て
は
当
初
小
野
四
右
衛
門
に
方
角
を
見
て
も
ら
い
段
取
り
を
進
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
改
め
て
方
角
を
見
て
も

ら
っ
た
小
野
光
右
衛
門
に
よ
り
年
回
り
の
悪
い
こ
と
が
判
明
し
普
請
の
中
止
を
勧
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
押
し
て
願
っ
た
結
果
、
新
た
に

光
右
衛
門
が
指
定
し
た
通
り
三
月
一
四
日
か
ら
二
男
と
二
人
で
小
屋
へ
わ
た
ま
し
（
家
移
り
）
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
無
理

(10314) 

11 

を
承
知
で
講
じ
ら
れ
た
策
で
あ
り
、
金
光
大
神
は
そ
れ
を
厳
密
に
守
っ
た
と
い
う
、
そ
の
中
で
起
き
た
二
男
の
死
だ
っ
た
。



12 

前
述
し
た
よ
う
に
金
光
大
神
は
長
男
と
二
人
で
痢
病
に
擢
っ
た
と
き
に
も
息
子
だ
け
を
亡
く
し
、
そ
の
こ
と
を
養
父
親
子
の
死
と
共

(10315) 

に
想
起
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
今
回
も
ま
た
自
分
の
み
が
生
き
残
っ
た
事
実
に
照
ら
さ
れ
て
、
養
父
親
子
や
長
男
の
死
を
想
起

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
類
似
性
の
一
方
で
大
き
く
異
な
る
の
は
、
前
者
三
人
が
い
わ
ば
不
可
避
的

に
襲
わ
れ
た
病
で
死
去
し
た
の
に
対
し
、
二
男
の
場
合
は
金
神
の
障
り
を
逃
れ
る
べ
く
わ
ざ
わ
ざ
催
し
た
行
為
の
中
で
死
な
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
音
ω
味
で
金
光
大
神
に
と
っ
て
痛
恨
の
事
態
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
苦
し
む
二
男
の
様
相
や
医

師
が
告
げ
る
容
体
の
悪
化
、
そ
れ
ら
に
当
面
し
た
金
光
大
神
の
感
情
、
人
々
に
よ
り
行
わ
れ
た
裸
参
り
の
様
子
等
の
描
写
に
漂
う
切
迫

感
と
な
っ
て
、
「
覚
書
」
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
月
十
四
日
に
わ
た
ま
し
、
家
移
り
が
ゆ
を
炊
き
、

せ
が
れ
槙
右
衛
門
九
歳
の
年
連
れ
て
、
父
子
寝
泊
ま
り
い
た
し
。
五
月
十
日

ご
ろ
よ
り
槙
右
衛
門
当
病
に
て
、
病
気
増
し
。
医
師
服
薬
。
医
師
に
、

い
か
が
と
伺
い
、
心
配
な
し
と
申
さ
れ
。
そ
の
夜
、
夜
中

熱
に
た
て
ら
れ
、
も
ん
ら
ん
い
た
し
。
夜
の
明
け
待
ち
か
ね
て
医
師
へ
ま
い
り
、
願
い
あ
げ
。
早
々
お
い
で
く
だ
さ
れ
候
。
病
人

診
ら
れ
、
こ
れ
は
案
外
む
つ
か
し
い
と
申
し
て
婦
ら
れ
。
そ
れ
か
ら
お
ど
ろ
き
、
祈
念
、
裸
ま
い
り
、
総
方
神
々
願
い
あ
げ
。
祈

念
成
就
せ
ず
、
死
に
申
し
候
。
嘉
永
三
庚
成
五
月
十
三
日
。

「
覚
書
」

2
l
M

振
り
返
れ
ば
こ
の
わ
た
ま
し
は
、
本
来
な
ら
見
合
わ
せ
る
べ
き
普
請
を
敢
え
て
行
う
よ
う
企
図
さ
れ
た
事
実
に
お
い
て
、
金
光
大
神

に
金
神
へ
の
障
り
を
十
分
過
ぎ
る
程
に
意
識
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
な
れ
ば
二
男
を
死
な
せ
た
苦
悶
が
金
光
大
神
に
金

神
へ
の
障
り
を
想
起
さ
せ
、
そ
こ
に
直
結
す
る
こ
と
と
し
て
二
男
の
死
生
に
向
き
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
時
人
々
の
間
で
は
金



神
に
関
し
て
、
「
普
請
す
る
に
、
知
ら
ず
に
す
れ
ば
午
馬
七
匹
、
知
っ
て
す
れ
ば
亭
主
よ
り
七
墓
築
か
す
［
・
：
ピ
（
理
解
I
荻
原
須
喜
3
｜

叩
）
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
亭
主
で
あ
る
自
分
で
な
く
二
男
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
自
分
の
知
り
得
な
い
金
神
の
世
界
を

思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
こ
の
時
催
さ
れ
た
と
い
う
裸
参
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

裸
ま
い
り
と
は
戸
、
王
な
ど
一
家
に
と
っ
て
大
切
な
人
が
重
症
に
陥
っ
た
時
、
真
新
し
い
揮
を
締
め
た
組
内
の
者
が
集
ま
っ
て
水
垢
離

⑮
 

を
取
り
、
諸
社
を
巡
っ
て
病
気
平
癒
を
祈
願
す
る
行
為
だ
が
、
大
谷
で
は
「
死
に
み
や
げ
」
と
し
て
行
っ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。
こ

の
時
に
は
「
祈
念
成
就
せ
ず
、
死
に
申
し
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
く
ま
で
二
男
の
回
復
を
願
つ
て
の
営
為
だ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、

ど
ち
ら
に
し
て
も
死
の
影
が
色
濃
く
迫
る
中
で
の
神
参
り
で
あ
り
、
二
男
の
生
死
が
村
人
の
意
識
に
ま
で
上
る
事
態
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
わ
た
ま
し
で
金
神
の
怒
り
に
触
れ
て
い
る
意
識
の
延
長
上
で
の
裸
ま
い
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
金
光
大

神
は
、
総
領
息
子
で
も
あ
る
二
男
が
も
は
や
手
の
届
か
な
い
世
界
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
言
葉
に
な
ら
な
い
無
念
さ
も
裸
参
り
の
記
述
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
普
請
を
敢
行
し
た
自
分
で
は
な
く
二
男
が
死
去
し
た
事
実
に
照
ら
し
つ
つ
、
金
光
大
神
は
自
分
（
人
間
）

の

生
そ
の
も
の
を
位
置
づ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
自
身
を
含
む
人
間
の
生
と
そ
の
背
後
世
界
が
神
の
領
域

か
ら
予
感
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
そ
の
世
界
の
理
を
知
る
術
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
長

女
死
去
の
場
面
で
は
こ
う
し
た
思
い
の
萌
芽
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
は
い
え
人
間
の
死
生
に
関
す
る
こ
の
不
分
明
さ
は
、
死
の
場
面
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
二
男
が
死
去
し
た
そ
の
日
、

＠

⑮

 

見
舞
客
の
指
摘
で
三
男
延
治
郎
が
癌
痛
に
擢
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
同
じ
く
四
男
茂
平
も
擢
患
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
後

13 

に
二
人
は
無
事
全
快
し
（
「
覚
書
」

2
1口
）
、
こ
こ
ま
で
続
い
て
い
た
子
供
の
死
が
こ
の
時
に
は
回
避
さ
れ
た
。
金
光
大
神
は
癌
癒
治
癒

(10316) 



14 

⑮
 

の
祈
願
を
依
頼
し
て
い
た
神
職
神
田
筑
前
を
呼
ん
で
注
連
あ
げ
を
行
い
、
同
行
し
た
神
職
等
に
も
手
厚
く
札
を
し
た
為
、
彼
ら
の
間
か

⑪
 

ら
驚
き
の
声
が
上
が
っ
た
と
い
う
。
金
光
大
神
の
こ
の
行
動
に
は
二
人
の
子
供
が
助
か
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
、
神
職
の
営
為
を
介
し

(10317) 

た
神
の
顕
現
に
よ
り
一
時
的
に
せ
よ
死
の
連
鎖
が
断
た
れ
た
と
の
喜
び
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
裏
を
返
せ
ば
金
光
大
神
の
振
る
舞
い
は
、

こ
こ
ま
で
抱
え
て
き
た
不
安
の
大
き
さ
の
表
れ
で
も
あ
り
、
周
囲
の
者
は
金
光
大
神
の
こ
う
し
た
内
面
を
見
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
二
人
は
助
か
っ
た
が
、
こ
の
時
は
癌
痛
の
治
癒
と
い
う
限
定
的
な
場
面
で
の
神
の
現
わ
れ
に
過
ぎ
な
い
と
も
言

え
、
こ
の
一
件
を
も
っ
て
死
の
連
鎖
へ
の
危
倶
が
拭
わ
れ
た
か
と
丑
一
守
え
ば
な
お
留
保
が
必
要
だ
ろ
う
。
実
際
に
右
の
出
来
事
か
ら
こ
か

月
ほ
ど
後
、
今
度
は
飼
い
牛
が
病
気
に
権
り
医
者
に
よ
る
治
療
の
甲
斐
無
く
死
ん
だ
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
一
旦
回
復

し
た
午
が
急
死
し
、
金
光
大
神
は
普
請
用
材
の
買
い
出
し
の
帰
宅
中
に
親
類
か
ら
そ
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
（
「
覚
書
」

2
l
g
。

こ
の
出
来
事
と
三
男
、
四
男
が
助
か
っ
た
こ
と
と
の
聞
に
関
連
が
あ
っ
た
か
否
か
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
金
光
大
神
は
二
人
の

⑮
 

こ
と
を
以
て
飼
い
牛
の
死
を
納
得
し
よ
う
と
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

金
光
大
神
に
よ
れ
ば
そ
の
後
も
普
請
は
続
行
し
八
月
三
日
に
母
屋
を
解
体
し
た
。
興
味
深
い
の
は
金
光
大
神
が
、
普
請
で
無
礼
を
犯

す
か
も
知
れ
な
い
と
金
神
に
断
り
、
普
請
が
成
就
し
た
暁
に
は
神
棚
を
調
え
て
紀
る
と
申
し
出
て
そ
れ
を
実
行
し
た
こ
と
だ
。

金
神
様
へ
私
お
断
り
申
し
あ
げ
。
方
角
は
見
て
も
ら
い
、
何
月
何
日
で
仕
り
候
。
小
家
、
大
家
に
い
た
し
、
三
方
へ
広
め
仕
り
、

ど
の
方
へ
ご
無
礼
仕
る
と
も
、
凡
夫
相
わ
か
ら
ず
。
普
請
成
就
仕
り
、
早
々
お
神
棚
仕
り
、
お
板
、
心
経
五
十
巻
ず
つ
お
あ
げ
ま

す
る
と
申
し
て
、
普
請
へ
と
り
っ
き
か
か
り
、
す
ぐ
に
地
形
い
た
し
。
［
：
・
］
金
神
様
お
神
棚
調
え
。
こ
し
き
の
物
は
供
え
あ
げ
よ

し
と
大
工
申
し
候
。
金
神
様
ご
ち
そ
う
、
械
、
心
経
あ
げ
、
普
請
成
就
御
礼
申
し
上
げ
。

「覚書」

2
1
m
l
2
1
6



既
述
の
通
り
金
光
大
神
は
養
子
入
り
以
来
不
安
定
な
立
場
に
生
き
ざ
る
を
得
、
ず
、
養
父
親
子
が
死
去
し
て
か
ら
は
家
族
を
続
け
て
亡

く
す
中
で
自
ら
が
生
き
て
い
る
事
実
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
家
族
の
死
へ
の
謎
が
神
と
の
関
係
上
に
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う

し
た
経
過
に
お
い
て
金
光
大
神
は
亡
き
家
族
が
意
識
さ
れ
る
中
で
金
神
を
避
け
、
そ
の
営
み
の
極
点
で

一
男
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
祭
紀
の
場
面
で
金
神
の
位
相
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
金
光
大
神
に
と
っ
て
金
神
は
、
恐
怖
の
対
象
か
ら
自
身
を

か
く
在
ら
し
め
て
い
る
畏
怖
の
対
象
と
し
て
現
出
し
て
い
よ
う
。
但
し
、
金
光
大
神
が
自
分
自
身
と
家
族
に
起
き
て
き
た
出
来
事
へ
の

思
い
定
め
を
十
分
に
な
し
た
上
で
祭
杷
し
た
と
は
考
え
難
く
、
従
っ
て
金
神
を
明
確
に
把
握
し
た
上
で
の
営
為
で
は
な
い
と
推
察
さ
れ

る
。
し
か
し
そ
う
と
し
て
も
「
こ
し
き
の
物
は
供
え
あ
げ
よ
し
と
大
工
申
し
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
工
に
相
談
し
つ
つ
彼
ら
を
巻
き

込
み
な
が
ら
金
光
大
神
に
よ
り
行
わ
れ
た
こ
と
は
興
味
深
く
、
畏
怖
の
対
象
で
あ
る
金
神
を
介
し
た
新
た
な
関
係
の
生
成
が
確
か
め
ら

⑮
 

れ
る
。
死
者
へ
の
意
識
に
促
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
周
囲
の
人
な
ど
自
身
を
取
り
巻
く
世
界
へ
働
き
か
け
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
て
金
神
を
祭
記
し
て
い
た
金
光
大
神
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
に
も
再
び
飼
い
牛
を
病
死
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
前

年
の
一
頭
目
と
同
じ
日
に
病
気
に
擢
り
死
ぬ
と
い
う
経
過
を
辿
っ
た
。
元
来
農
民
の
間
で
牛
は
丈
夫
な
動
物
な
の
で
滅
多
な
こ
と
で
は

死
な
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
二
年
続
け
て
同
じ
日
に
病
死
し
た
こ
と
は
極
め
て
異
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
も
し
こ

う
し
た
出
来
事
が
起
き
た
場
合
、
そ
の
家
が
神
仏
か
ら
何
ら
か
の
罰
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
憶
測
を
呼
ぴ
、
周
囲
の
村
人

⑩
 

か
ら
非
難
さ
れ
る
対
象
に
さ
え
な
り
得
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
既
述
の
通
り
、
金
神
に
崇
ら
れ
た
家
で
は
、
無
く
て
は

15 

な
ら
な
い
者
か
ら
死
に
、
そ
れ
で
も
足
り
な
け
れ
ば
牛
馬
、
あ
る
い
は
隣
人
ま
で
巻
き
添
え
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
な
れ
ば

(10318) 
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周
囲
の
村
人
に
と
っ
て
も
、
異
様
な
事
態
が
金
光
犬
神
の
家
に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
さ
せ
ら
れ
、
他
人
事
で
は
済
ま
さ

れ
な
い
事
態
に
立
ち
至
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
金
神
を
組
っ
た
後
も
な
お
死
の
連
鎖
が
断
た
れ
た
と
は
…
一
一
一
口
え
ず
、
そ
れ
ま
で

(10319) 

家
族
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
問
題
に
さ
れ
て
い
た
事
柄
が
周
囲
に
ま
で
及
ぶ
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
金
光
大
神
は
さ
ら
に
深
い

閣
の
中
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
七
年
後
の
安
政
五
年
二
一
月
二
四
日
に
至
っ
て
、
こ
れ
ら
家
族
の
死
に
ま
つ
わ
る
お
知
ら
せ
が
神
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
金
光
大
神
が
こ
の
お
知
ら
せ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
体
験
を
掴
み
直
す
過
程
を
辿
り
つ
つ
、

一
連
の
死

が
「
七
墓
」
と
し
て
知
ら
さ
れ
る
に
つ
い
て
の
神
、
金
光
大
神
、
周
囲
の
人
々
の
関
係
構
造
も
併
せ
て
考
察
す
る
。

第
二
章

「
七
墓
」

に
喚
起
さ
れ
る
意
味

ー
安
政
五
年
一
二
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
か
ら
l

先
祖
の
こ
と
お
知
ら
せ
。
こ
れ
よ
り
南
前
、
多
郎
左
衛
門
屋
敷
つ
ぶ
れ
に
相
成
り
。
元
は
海
の
へ
り
、
柴
の
い
お
り
か
け
い
た
し
、

こ
れ
ま
で
に
四
百
三
十
一
両
二
年
に
な
り
。
こ
の
屋
敷
も
不
繁
盛
。
二
屋
敷
と
も
金
神
無
礼
。
私
養
父
親
子
、
月
な
ら
び
に
病
死
、

私
子
三
人
、
牛
二
匹
、
年
な
ら
び
に
病
死
。
年
忌
年
、
月
日
も
変
わ
ら
ず
相
果
て
候
。
私
も
不
思
議
に
始
終
息
い
。
医
師
に
か
け

治
療
い
た
し
、
祈
念
祈
祷
に
お
ろ
か
（
お
ろ
そ
か
）
も
な
し
。
法
人
願
い
、
心
願
も
い
た
し
。
神
仏
願
い
て
も
か
な
わ
ず
、

、
‘
『
声
”

し
ふ
人

し
か
た
な
し
。
残
念
至
極
と
始
終
思
い
暮
ら
し
。
こ
の
度
、
天
地
神
様
に
お
助
け
に
あ
ず
か
り
。

（
「
覚
帳
」

2
i
m－
－

j

6）

右
は
「
覚
帳
」
に
記
さ
れ
た
安
政
五
年
一
二
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
と
そ
れ
に
続
く
金
光
大
神
の
述
懐
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、



養
家
の
始
祖
多
郎
左
衛
門
家
、
及
び
も
う
一
つ
の
家
が
断
絶
し
た
歴
史
と
、
そ
れ
ら
が
共
に
金
神
へ
の
無
礼
に
由
来
す
る
こ
と
が
告
げ

ら
れ
て
い
る
。
前
章
で
述
べ
た
通
り
金
光
大
神
は
、
か
つ
て
養
家
が
断
絶
し
た
過
去
を
持
つ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
先
祖
以
来
の
無
礼
と
は
、
「
四
百
三
十
一
両
二
年
」
と
い
う
当
の
金
光
大
神
に
と
っ
て
法
外
な
時
間
経
過
を
伴
い
、
知
ら

さ
れ
た
者
と
し
て
何
を
負
い
持
つ
べ
き
か
も
不
明
確
な
ま
ま
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
養
父
親
子
と
子
女
お
よ
び
二
頭
の
牛
の
死
と
、

金
光
大
神
が
「
残
念
至
極
」
と
思
い
暮
ら
し
た
歳
月
が
振
り
返
ら
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の
時
、
た
と
え
家
族
の
死
が
遠
い
先
祖
以
来
の

金
神
へ
の
無
礼
に
由
来
す
る
と
知
ら
さ
れ
て
も
、
金
光
大
神
に
は
無
礼
の
意
味
が
俄
に
理
解
も
承
服
も
出
来
難
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑪
 

だ
が
「
覚
帳
」
の
執
筆
開
始
後
に
書
き
始
め
た
「
覚
書
」
に
は
、
同
日
の
お
知
ら
せ
が
異
な
る
様
相
で
記
さ
れ
る
。

先
祖
の
こ
と
お
知
ら
せ
。
前
、
多
郎
左
衛
門
屋
敷
つ
ぶ
れ
に
相
成
り
。
元
は
海
の
へ
り
に
柴
の
い
お
り
か
け
い
た
し
、
お
い
お
い

出
世
、
こ
れ
ま
で
に
四
百
三
十
一
一
向
二
年
に
な
り
。
こ
の
家
位
牌
ひ
き
う
け
、
こ
の
屋
敷
も
不
繁
盛
、
子
孫
続
か
ず
。
二
屋
敷
と

も
金
神
ふ
れ
。
海
々
の
時
、
屋
敷
内
四
つ
足
埋
も
り
、
無
礼
に
な
り
、
お
知
ら
せ
。
私
養
父
親
子
、
月
な
ら
び
に
病
死
い
た
し
、

私
子
三
人
、
年
忌
年
に
は
死
に
。
牛
が
七
月
十
六
日
よ
り
虫
気
、
医
師
、
銀
、
服
薬
い
た
し
、
十
八
日
死
に
。
月
日
変
わ
ら
ず
二

年
に
牛
死
に
。
医
師
に
か
け
治
療
い
た
し
、
神
々
願
い
、
祈
念
祈
念
に
お
ろ
か
（
お
ろ
そ
か
）
も
な
し
。
神
仏
願
い
て
も
か
な
わ
ず
、

い
た
し
か
た
な
し
。
残
念
至
極
と
始
終
思
い
暮
ら
し
。
天
地
金
乃
神
様
へ
の
ご
無
礼
を
知
ら
ず
、
難
渋
い
た
し
。
こ
の
度
、
天
地

金
乃
神
様
知
ら
せ
く
だ
さ
れ
、
あ
り
が
た
し
。

「
覚
書
」

6
1
9
1
1
1
6
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雨
量
日
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
「
覚
帳
」
で
は
二
屋
敷
が
断
絶
し
た
理
由
と
し
て
「
金
神
無
礼
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
た
の
が
、
「
覚

(10320) 
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書
」
で
は
屋
敷
内
に
「
四
つ
足
」
が
埋
ま
っ
て
金
神
へ
の
無
礼
に
な
っ
て
い
た
と
明
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
四
つ
足
」
に
つ

(10321) 

い
て
は
、
「
海
々
の
時
」
と
い
う
「
時
間
的
隔
た
り
」
、
地
中
と
い
う
「
空
間
的
隔
た
り
」
、
確
か
め
よ
う
の
な
い
「
不
可
知
性
」
等
が
指

⑫
 

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
一
層
理
解
し
が
た
い
こ
と
と
し
て
迫
っ
て
い
よ
う
。

加
え
て
「
四
つ
足
」
に
関
し
て
舌
守
え
ば
、
日
に
見
え
な
い
地
中
に
あ
る
点
で
金
光
大
神
が
現
に
生
き
る
世
界
と
は
異
質
の
領
域
が
示

唆
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
が
埋
ま
っ
た
「
海
々
の
時
」
は
、
具
体
的
に
い
っ
頃
か
を
特
定
す
る
類
の
時
間
表
現
で
は
な
く
、
因
果
律
の
法

⑬
 

則
や
先
後
の
関
係
に
根
差
す
直
線
的
時
間
か
ら
外
れ
る
不
定
形
な
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
「
四
つ
足
」
を
通
じ
て
自
身
の
ル

l
ツ
（
家
）

に
深
く
関
っ
て
開
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
金
光
大
神
は
日
常
の
世
界
を
空
間
的
・
時
間
的
に
超
え
出
る
よ
う
な
迫
り
を
受
け
る
と
共
に
、

無
礼
に
対
す
る
報
罰
と
い
っ
た
単
純
な
因
果
律
に
囚
わ
れ
え
な
い
人
間
の
死
生
の
有
り
様
を
直
視
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
引
用
の
後
段
に
「
天
地
金
乃
神
様
へ
の
ご
無
礼
を
知
ら
ず
、
難
渋
い
た
し
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
目
を
向
け
た
い
。
こ

こ
か
ら
は
先
行
成
果
で
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
「
先
祖
の
こ
と
」
と
し
て
知
ら
さ
れ
た
の
は
金
神
へ
の
無
礼
な
の
に
述
懐
で
は
「
天
地
金

乃
神
」

へ
の
無
礼
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
単
に
先
祖
の
無
礼
で
子
孫
が
難
を
蒙
る
と
い
う
関
係
と
は
別
に
、
金
光
大
神
が
自
身
と
し
て

⑭
 

の
無
礼
を
承
服
し
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
既
述
の
よ
う
に
金
光
大
神
は
普
請
を
行
う
た
び
に
子
女
を
亡
く
し
た
た
め
、
金
神
へ
の
障

り
を
避
け
る
べ
く
一
層
厳
重
な
手
立
て
を
講
じ
て
き
た
。
従
っ
て
こ
の
一
連
の
振
る
舞
い
が
、
実
は
す
で
に
金
神
へ
の
無
礼
と
な
っ
て

い
る
土
地
（
「
四
つ
足
埋
も
り
」
）
で
為
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
無
礼
の
上
に
更
な
る
無
礼
を
重
ね
る
意
味
で
、

そ
れ
が
自
身
の
振
る
舞
い
に
由
来
す
る
と
告
げ
ら
れ
た
と
一
応
は
捉
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
金
光
大
神
は
二
男
の
死
後
、
母
屋
の
普
請
を
進
め
る
上
で
犯
す
か
も
知
れ
な
い
金
神
へ
の
無
礼
を
予
め
断
り
、
さ
ら
に
普
請



成
就
の
後
に
は
金
神
を
杷
る
旨
を
約
束
し
実
行
し
て
い
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
二
頭
目
の
牛
が
病
死
し
た
の
で
、
こ
の
行
為
さ
え
も
無
礼

と
し
て
神
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
金
光
大
神
の
行
為
で
は
あ
る
が
、
金
神
と
の
関
わ
り
を
模
索
す
る
な
か
で

辛
う
じ
て
行
い
得
た
点
を
考
慮
し
た
と
き
、
尚
も
自
身
に
由
来
す
る
無
礼
を
感
じ
て
い
る
な
ら
ば
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
言
及
す
る

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
お
知
ら
せ
の
続
き
を
「
覚
帳
」
と
「
覚
書
」
に
お
い
て
対
照
・
検
討
す
る
。

内
（
こ
れ
ま
で
）

の
難
を
考
え
て
み
い
。
十
七
か
年
の
聞
に
七
墓
築
か
し
た
、
と
お
知
ら
せ
候
。
恐
れ
入
り
て
ご
信
心
仕
り
候
。

家
内
一
同
安
心
御
礼
申
し
あ
げ
。

「
覚
帳
」

2
1
m
l
7
1
8

う
ち
う
ち
の
こ
と
考
え
て
み
い
。
十
七
年
の
開
に
七
墓
築
か
し
た
。
年
忌
年
忌
に
知
ら
せ
い
た
し
。
実
意
丁
寧
神
信
心
の
ゆ
え
夫

婦
は
取
ら
ん
。
知
っ
て
す
れ
ば
主
か
ら
取
り
、
知
ら
ず
に
す
れ
ば
、
牛
馬
七
匹
、
七
墓
築
か
す
る
、
と
い
う
が
此
方
の
こ
と
、
と

お
知
ら
せ
な
さ
れ
。
恐
れ
入
り
て
ご
信
心
仕
り
、
家
内
一
同
安
心
の
御
礼
・
申
し
あ
げ
。

「
覚
書
」

6
1
9
1
7
1
m

「
覚
帳
」
と
比
較
す
る
と
「
覚
書
」
で
金
光
大
神
は
ま
ず
、
夫
婦
が
生
き
得
た
理
由
を
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
ゆ
え
と
指
摘
さ
れ
た
旨

を
書
き
増
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
養
父
親
子
の
死
（
天
保
七
年
〈
一
八
三
六
〉
）
か
ら
二
頭
自
の
牛
の
死
（
嘉
永
四
年
〈
一
八
五
一
〉
）
ま
で

は
数
え
で
一
六
年
な
の
で
、
「
十
七
年
の
開
」
と
い
う
記
述
と
一
年
の
組
離
が
生
じ
る
が
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

さ
て
「
覚
書
」
に
あ
る
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
と
は
、
金
光
大
神
の
生
涯
全
般
に
つ
い
て
の
表
現
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で

(10322) 
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は
「
知
っ
て
す
れ
ば
1
」
と
普
請
と
の
関
わ
り
で
言
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
普
請
で
の
金
神
へ
の
対
処
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
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⑮
 

あ
る
。
そ
う
す
る
と
普
請
毎
に
日
柄
方
角
な
ど
を
改
め
、
そ
れ
を
遵
守
し
て
き
た
あ
り
方
に
対
し
て
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
と
い
う
意

(10323) 

味
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
り
、
普
請
の
度
に
死
去
し
た
子
女
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
事
実
が
浮
上
す
る
。
し
か
も
続
く

「
知
っ
て
す
れ
ば
主
か
ら
取
り
、
知
ら
ず
に
す
れ
ば

1
」
か
ら
は
、
金
神
へ
の
無
礼
に
気
付
か
ず
行
っ
て
き
た
営
為
を
背
景
に
し
て
、
子

女
の
死
と
自
分
た
ち
夫
婦
の
生
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
結
果
と
し
て
夫
婦
が
救
わ
れ
た
こ
と
と
、
神
か
ら
「
実

意
丁
寧
神
信
心
」
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
が
何
ら
か
関
連
す
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
こ
こ
で
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
と
指
摘
さ
れ

た
こ
と
が
、
当
の
金
光
大
神
に
お
い
て
ど
う
響
い
た
の
か
は
追
っ
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
お
知
ら
せ
で
述
べ
ら
れ
た
事
実
は
、

か
つ
て
金
光
大
神
が
知
ら
な
い
時
代
に
生
き
そ
し
て
断
絶
さ
せ
ら
れ
て
き
た
先
祖
達
の
死
、
と
い
う
経
験
が
既
に
堆
積
し
た
場
所
の
上

で
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
金
光
大
神
は
、
遠
い
先
祖
や
養
父
親
子
、
そ
し
て
と
り
わ
け
普
請
を
重
ね

る
過
程
で
死
去
し
た
子
女
ら
の
現
れ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
中
で
、
夫
婦
の
生
を
支
え
る
働
き
を
看
取
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

一
連
の
死
が
「
七
墓
」
と
し
て
知
ら
さ
れ
た
意
味
と
併
せ
て
さ
ら
に
考
え
た
い
。

先
に
触
れ
た
通
り
、
「
覚
書
」
の
「
十
七
年
の
聞
に
七
墓
築
か
し
た
」
と
の
記
述
と
、
養
父
親
子
か
ら
二
頭
目
の
飼
い
午
ま
で
の
死
の

期
間
（
一
六
年
間
）
に
は
一
年
間
の
聞
き
が
あ
る
。
こ
の
点
を
家
族
の
年
忌
年
に
着
目
し
て
考
察
し
た
竹
部
教
雄
は
、
二
頭
目
の
牛
が

死
ん
だ
翌
年
（
嘉
永
五
年
）
が
養
父
親
子
の
一
七
回
忌
に
該
当
す
る
た
め
、
「
十
七
年
の
聞
に
」
を
「
十
七
回
忌
ま
で
の
聞
に
」
の
意
に

⑮
 

解
釈
出
来
る
と
指
摘
し
た
。
ち
な
み
に
年
忌
法
要
は
一
般
的
に
、
一
回
忌
（
翌
年
）
、
三
回
忌
（
翌
々
年
）
、
以
後
、
七
、
一
三
、
一
七
回

⑪
 

忌
・
：
と
行
う
の
で
嘉
永
五
年
は
二
男
の
三
回
忌
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
金
光
大
神
は
、
養
父
親
子
の
一
七
回
忌
法
要
を
迎
え⑬

 

る
に
つ
い
て
亡
き
家
族
を
思
い
つ
つ
、
飼
い
牛
ま
で
含
め
れ
ば
「
七
墓
」
築
い
た
こ
と
に
な
る
と
改
め
て
捉
え
返
し
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
年
忌
法
要
と
い
っ
た
弔
い
の
場
と
は
弔
問
者
、
死
者
、
喪
主
・
遺
族
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
そ
の



⑬
 

中
で
死
者
へ
の
思
い
や
記
憶
が
絶
え
ず
再
編
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
弔
い
に
集
ま
っ
た
人
々

が
語
り
合
う
中
、
打
ち
続
く
家
族
の
死
が
、
共
同
体
内
で
「
金
神
七
殺
（
七
墓
）
」
と
言
い
慣
わ
し
て
き
た
金
神
と
の
関
係
に
お
い
て
位

⑮
 

置
付
け
直
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
か
ぶ
。
当
時
「
七
墓
」
と
は
大
凶
神
金
神
の
象
徴
的
な
現
れ
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
が
、
裏
を
返
せ
ば
金

光
大
神
家
の
死
の
連
鎖
が
、
敢
え
て
牛
ま
で
含
め
れ
ば
一
応
は
「
七
墓
」
と
い
う
形
で
金
神
の
も
と
に
収
め
ら
れ
た
、
と
理
解
す
る
人
々

の
心
意
が
表
出
し
て
い
る
と
解
せ
る
の
で
あ
る
。

⑪
 

し
か
し
金
光
大
神
の
不
安
は
必
ず
し
も
そ
れ
で
解
消
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
の
三
年
後
（
安
政
二
年
）
に
は
自
身
が
「
九

死
一
生
」
と
な
っ
た
の
は
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
母
屋
普
請
時
の
わ
た
ま
し
が
豹
尾
、
金
神
へ
の
無
礼
に
な
っ
た

⑫
 

こ
と
と
二
男
の
死
と
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
た
が
、
無
礼
を
詫
び
た
金
光
大
神
は
命
を
救
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
金
光
大
神
は
義
弟
を
介
し

て
で
は
あ
る
が
初
め
て
具
体
的
な
神
の
知
ら
せ
を
聞
き
、
神
か
ら
見
た
人
間
の
死
生
の
有
り
様
に
触
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
養

父
親
子
の
一
七
回
忌
法
要
の
次
に
営
ま
れ
る
の
が
二
三
回
忌
法
要
で
、
当
該
の
お
知
ら
せ
を
受
け
た
安
政
五
年
に
あ
た
る
。
こ
こ
か
ら

は
年
忌
法
要
と
い
う
節
目
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
家
族
の
死
や
自
身
の
大
患
体
験
と
そ
の
時
の
神
の
知
ら
せ
な
ど
を
関
連
づ
け
つ
つ

振
り
返
る
中
で
、
そ
れ
ま
で
は
人
間
同
士
で
の
了
解
事
項
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
家
族
の
死
が
、
ま
さ
に
神
の
領
域
に
あ
る
こ

と
と
し
て
改
め
て
安
政
五
年
に
「
七
慕
」
と
知
ら
さ
れ
た
実
際
が
窺
わ
れ
よ
う
。
以
上
か
ら
す
る
と
金
光
大
神
は
こ
の
お
知
ら
せ
を
通

じ
て
、
養
家
に
ま
つ
わ
る
無
礼
が
遠
い
先
祖
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
、
ま
た
そ
の
死
に
よ
っ
て
蹟
わ
れ
つ
つ
も
最
終
的
に
は
子
女
等
の
死

に
密
着
し
て
、
自
分
た
ち
夫
婦
の
生
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
に
関
わ
ら
せ
ら
れ
、
そ
の
意

21 

味
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
彼
ら
の
死
の
意
味
は
、
こ
の
気
づ
き
と
併
せ
て
よ
り
重
み
を
増
し
て
金
光
大
神
に
感
取
さ
れ
た
と
考
え
ら

⑮
 

れ
る
。

(10324) 
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と
こ
ろ
で
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
ゆ
え
に
夫
婦
が
助
け
ら
れ
た
と
す
る
記
述
は
「
覚
書
」
の
み
に
見
ら
れ
、
「
覚
帳
」
に
は
一
七
年
間

(10325) 

に
「
七
墓
」
築
か
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
「
覚
帳
」
の
当
該
個
所
を
執
筆
し
た
後
、
亡
き
家
族

や
自
身
の
大
患
経
験
を
振
り
返
る
営
み
と
、
「
覚
書
」
執
筆
に
際
し
て
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
と
の
意
味
が
神
と
の
関
わ
り
に
表
出
し
た

こ
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
先
に
示
し
た
疑
問
、
即
ち
金
光
大
神
が
「
天
地
金
乃
神
様
へ
の
ご
無
礼
」
と
把
握

し
た
意
味
を
考
え
る
な
ら
、
自
身
の
生
が
死
者
の
存
在
抜
き
に
は
無
い
こ
と
に
気
づ
か
ず
過
ご
し
て
き
た
事
実
を
介
し
、
そ
ん
な
自
身

を
生
か
そ
う
と
す
る
事
実
に
お
い
て
天
地
金
乃
神
と
死
生
の
問
題
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
、
恐
曜
と
感
謝
の
念
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
こ
の
事
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
神
が
「
年
忌
年
忌
に
知
ら
せ
い
た
し
」
た
と
明
か
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
十
七

年
の
聞
に
七
墓
築
か
し
た
」
と
家
族
を
死
に
至
ら
せ
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
れ
ら
年
忌
毎
の
死
に
よ
っ
て
無
礼
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る⑭

 

神
で
も
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
人
の
死
生
に
関
し
て
、
神
で
あ
っ
て
も
如
何
と
も
な
し
難
い
局
面
の
あ
る
こ
と
が
露
見
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
金
光
大
神
は
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
振
り
返
る
中
で
、
養
家
に
ま
つ
わ
る
無
礼
と
そ
れ
に
対
す
る
神
の
赦
し
へ
の
意

思
、
そ
し
て
そ
の
両
者
に
照
ら
さ
れ
る
家
族
の
死
と
い
っ
た
複
数
の
要
因
が
絡
み
合
い
つ
つ
辛
う
じ
て
成
り
立
つ
土
台
に
、
自
分
自
身

が
い
ま
在
る
事
実
を
知
ら
さ
れ
た
事
に
な
る
。
も
は
や
人
聞
に
よ
る
善
悪
、
禍
福
と
い
っ
た
判
断
を
逢
か
に
超
え
た
地
平
に
生
か
さ
れ

て
い
る
、
圧
倒
的
事
実
の
方
か
ら
金
光
大
神
は
自
身
を
見
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
生
に
浮
か
ぶ
言
葉
を
語
る
よ
う
神
か
ら
促
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
加
え
て
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
死
者
を
想
起
し
て
生
き
る
営
み
が
周
囲
と
の
新
た
な
関
係
を
生
ん
で
い
た
こ
と
も
併
せ

て
考
え
る
と
、
金
光
大
神
が
「
七
墓
」
と
し
て
家
族
の
死
を
知
ら
さ
れ
、
自
身
へ
の
促
し
と
な
っ
た
経
験
を
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
生
き
、

周
囲
に
如
何
な
る
意
味
を
放
っ
た
の
か
が
次
な
る
疑
問
と
な
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
こ
の
間
題
を
、
安
政
五
年
以
降
の
「
覚
書
」
の
記



述
及
び
、
参
拝
者
が
伝
え
る
「
理
解
」
の
場
面
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
三
章

「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ
た
経
験
に
導
か
れ
る
金
光
大
神
の
様
相

ー
二
女
の
大
患
と
「
理
解
」
の
場
面
か
ら
｜

安
政
五
年
一

女
く
ら
の
病
は
、
出
合
っ
た
意
味
の
重
大
さ
を
窺
わ
せ
る
よ
う
に
神
の
お
知
ら
せ
や
家
族
の
言
動
、
そ
れ
ら
を
受
け
た
金
光
大
神
の
心

⑮
 

情
が
詳
細
に
「
覚
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
ま
ず
こ
の
出
来
事
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

⑮
 

一
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
以
降
も
金
光
大
神
は
、
度
々
家
族
の
病
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
翌
年
五
月
末
の
二

ー
、
二
女
の
大
患

金
光
大
神
は
二
女
の
発
病
当
初
か
ら
、
「
死
ん
だ
ら
ま
ま
よ
と
思
う
て
、
心
配
せ
ず
と
、
農
業
、
家
業
出
精
い
た
し
。
病
人
の
そ
ば
に

お
る
な
」
（
「
覚
書
」

7
1
5
1
5
）
と
の
お
知
ら
せ
に
従
い
、

い
つ
も
通
り
夫
婦
で
農
作
業
に
従
事
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
神
は
、
従

前
の
家
族
の
病
気
に
お
け
る
金
光
大
神
の
対
応
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
（
「
覚
書
」

7
1
5
1
4
）
、
不
安
を
払
拭
し
て
家
業
に
精
励
す
る

⑪
 

ょ
う
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
後
日
、
夫
妻
が
野
良
か
ら
中
食
に
帰
宅
し
て
み
る
と
既
に
二
女
の
体
は
冷
え
、
呼
び
か
け
に
も
応
じ
な
い
状

態
に
陥
っ
て
い
た
。
妻
は
そ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
二
女
が
死
ん
だ
と
思
っ
た
が
、
改
め
て
確
認
す
る
と
ま
だ
息
が
あ
っ
た
た
め
、

23 

る
と
二
女
は
神
酒
を
喉
に
通
し
た
。

(10326) 

金
光
大
神
に
祈
念
を
頼
ん
で
い
る
。
す
る
と
神
か
ら
二
女
に
神
酒
を
飲
ま
せ
て
加
持
を
す
る
よ
う
お
知
ら
せ
が
あ
り
、
そ
の
通
り
に
す
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続
い
て
金
光
大
神
は
、
病
人
は
心
配
な
い
の
で
再
び
加
持
を
す
る
よ
う
神
か
ら
指
示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
暮
れ
六
つ
ま
で
に
験
や
る
。

(10327) 

生
き
祝
い
と
思
う
て
、
ば
ん
役
、
此
方
の
広
前
に
て
休
め
い
」
（
「
覚
書
」

7
1
6
l
m
）
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

点
で
神
か
ら
二
女
の
全
快
を
約
束
さ
れ
た
と
一
育
っ
て
よ
い
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
金
光
大
神
は
神
の
指
示
を
受
け
て
対
処
で
き
た
こ

と
に
感
謝
し
つ
つ
「
こ
れ
で
死
ん
で
も
お
か
げ
」
と
思
い
、
死
へ
の
思
い
が
拭
え
な
か
っ
た
事
を
明
か
し
て
い
る
。

先
前
は
教
え
て
く
だ
さ
る
神
様
も
な
し
、
こ
ん
ど
は
結
構
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
れ
候
。
あ
り
が
た
し
。
こ
れ
で
死
ん
で
も
お
か
げ
。

今
ま
で
は
大
入
用
入
れ
て
死
な
せ
。
隣
家
、
一
家
、
親
類
、
谷
中
の
ご
や
っ
か
い
に
相
成
り
。
こ
の
度
は
入
用
さ
し
な
さ
ら
ん
の
う
、

思
ょ
う
る
と
こ
ろ
へ
、
妻
が
、
も
う
い
け
ま
せ
ん
、
今
の
う
ち
み
や
げ
に
、
ま
一
度
（
も
う
一
度
）
祈
念
お
願
い
な
さ
れ
と
申
し
。

（「覚書」

7
1
7
1
2
1
4
）

二
女
が
死
ん
で
も
そ
れ
を
「
お
か
げ
」
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
死
生
が
神
の
領
域
に
あ
る
と
し
て
そ
の
計
ら
い
に
任
せ
、
起
き
て

く
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
た
い
と
す
る
願
い
の
発
露
と
も
取
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
願
い
の
ま
ま
に
金
光
大
神
の
心
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
、
ま
た
自
ず
と
別
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
今
回
は
大
金
を
使
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
家
庭
内
の
こ
と
と
し
て
済
ん

だ
と
喜
ぼ
う
と
す
る
意
識
の
奥
に
、
周
聞
へ
の
視
線
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
死
へ
の
不
安
と

呼
応
す
る
よ
う
に
、
二
女
の
容
体
悪
化
を
告
げ
る
妻
が
金
光
大
神
に
「
死
に
土
産
」
の
祈
念
を
依
頼
す
る
が
、
そ
こ
で
金
光
大
神
は
再

⑮
 

び
神
か
ら
「
験
を
や
る
」
と
告
げ
ら
れ
、
そ
の
時
を
信
じ
て
待
つ
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
度
重
な
る
神
の
言
葉
に
も
拘
わ
ら
ず
、

⑮
 

金
光
大
神
は
二
女
の
死
を
見
越
し
て
葬
式
の
段
取
り
に
ま
で
思
い
及
ん
で
い
た
と
い
う
。
再
三
「
心
配
な
し
」
と
神
か
ら
告
げ
ら
れ
た



に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
を
す
ん
な
り
と
受
け
き
れ
な
い
苦
し
い
状
態
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
私
横
に
な
り
休
み
、
も
の
案
じ
い
た
し
。
信
心
い
た
し
て
も
ど
う
な
ら
ん
も
の
じ
ゃ
の
う
、
ま
た
あ
そ
こ
に
は
子
が
死
ん
だ
と
、

人
に
言
わ
れ
る
が
残
念
と
思
い
、

い
た
し
か
た
な
し
、
世
に
も
あ
る
こ
と
と
。
神
様
お
知
ら
せ
ど
お
り
に
い
た
し
、
病
中
入
費
入

れ
ず
、
あ
り
が
た
し
。
夜
じ
ま
い
に
葬
式
い
た
す
と
、
考
え
申
し
お
る
と
こ
ろ
へ
、
お
母
さ
ん
、
小
用
出
る
と
申
す
声
に
、
私
起

き
あ
が
り
出
て
み
。

（
「
覚
書
」

7
1
7
1
7
1
9）

こ
の
よ
う
に
自
ら
の
不
安
が
直
接
に
は
表
出
せ
ず
、
「
信
心
い
た
し
て
も
ど
う
な
ら
ん
も
の
じ
ゃ
の
う
［
・
：
］
」
と
い
う
噂
話
の
形
式

を
借
り
て
吐
露
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
神
の
言
葉
と
自
身
の
感
情
と
の
板
挟
み
に
あ
っ
た
金
光
大
神
が
表
れ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
心
の

動
き
は
、
自
ら
の
内
に
認
め
よ
う
と
し
な
い
欲
望
や
傾
向
を
他
の
人
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
破
綻
を
未
然
に
防
ぐ
心
理

⑩
 

機
制
（
投
射
）
の
一
種
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
で
言
え
ば
、
度
重
な
る
神
の
言
葉
を
疑
っ
て
し
ま
う
自
己
へ
の
疾
し

さ
が
無
意
識
に
周
圏
の
人
々
を
想
起
さ
せ
、
自
ら
の
思
い
を
代
弁
さ
せ
て
い
る
面
が
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
長
女
や
二
男
の
死
の
場
面
で
親
類
や
講
中
ら
の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。

と
り
わ
け
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
養
父
親
子
の
年
忌
法
要
を
機
に
人
々
と
「
七
墓
」
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず

今
固
ま
た
二
女
が
病
死
す
る
と
、
未
だ
に
死
の
連
鎖
が
絶
た
れ
て
い
な
い
と
の
不
安
を
周
囲
に
も
与
え
か
ね
な
い
。
既
述
の
通
り
金
光

大
神
家
に
お
け
る
死
は
周
囲
に
と
っ
て
も
他
人
事
で
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
金
光
大
神
は
こ
の
時
、
神
の
指
示
に
従
い
つ
つ

(10328) 
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も
そ
の
神
を
信
じ
ら
れ
な
い
自
身
へ
の
疾
し
さ
と
共
に
、
二
女
の
死
に
よ
っ
て
周
固
ま
で
を
巻
き
込
み
な
が
ら
再
び
不
安
な
日
々
を
送
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ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
二
重
の
苦
悩
に
直
面
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
神
様
お
知
ら
せ
ど
お
り
に
い
た
し
、
病
中
入
費
入
れ
ず
、

(10329) 

あ
り
が
た
し
」
と
は
、
二
女
の
死
を
思
い
分
け
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
金
光
大
神
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
娘
の
死
を
神
と
の
関
係

上
に
見
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
辛
う
じ
て
生
ま
れ
た
一
言
葉
だ
っ
た
の
か
。

と
こ
ろ
が
そ
の
時
二
女
に
小
用
が
通
じ
る
と
い
う
験
が
現
れ
、
病
は
快
方
へ
向
か
う
。
二
女
の
も
と
に
駆
け
付
け
た
金
光
大
神
は
、

遅
れ
て
来
た
妻
に
「
そ
れ
み
い
、
験
く
だ
さ
っ
た
の
う
、
ひ
き
か
か
え
て
も
ど
れ
い
」
（
「
覚
書
」

7
1
7
l
m）
と
申
し
つ
け
、
自
分
は
神

に
礼
を
申
し
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
言
葉
に
は
二
女
を
案
じ
て
い
た
妻
に
、
「
験
を
や
る
」
と
告
げ
た
神
の
確
か
さ
を
言
い
聞
か
せ
る
よ

う
な
響
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
光
大
神
自
身
が
そ
の
神
を
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
言
葉
は
神

の
験
を
目
の
当
た
り
に
し
て
思
わ
ず
口
か
ら
飛
び
出
し
、
真
っ
先
に
自
身
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
安
政
五
年
一
二
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
を
受
け
た
後
も
、
な
お
家
族
の
死
に
対
す
る
金
光
大
神
の

不
安
が
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
し
以
前
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
神
の
指
示
を

受
け
つ
つ
事
態
に
処
す
る
中
で
神
の
音

ら
金
光
大
神
に
試
さ
れ
て
い
た
様
相
が
浮
か
ぶ
。
そ
の
中
で
、
二
女
の
死
を
日
前
に
し
て
神
と
の
関
係
で
言
葉
が
生
ま
れ
る
様
も
見
ら

れ
た
が
、
こ
う
い
っ
た
様
相
は
参
拝
者
と
の
応
答
に
お
い
て
ど
う
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
そ
の
様
相
を
「
理
解
」
が
生
ま

れ
る
場
面
に
窺
い
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
意
味
を
考
え
た
い
。

耳
、
「
理
解
」
の
場
面
か
ら

「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
通
り
、
金
光
大
神
が
家
族
を
亡
く
し
た
経
験
を
人
々
に
語
っ
て
い
た
こ
と
は
幾
人
か
の
伝
承
に
窺
え
る
。
そ



の
内
、
ま
ず
子
供
の
死
を
契
機
に
初
参
拝
し
た
と
い
う
片
岡
次
郎
四
郎
の
伝
承
を
窺
い
、
金
光
大
神
の
語
り
に
見
る
経
験
の
抱
え
ら
れ

方
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
者
に
与
え
る
意
味
を
探
究
す
る
手
掛
か
り
を
得
た
い
。

上
道
郡
才
崎
村
（
現
岡
山
市
東
区
才
崎
）
の
片
岡
は
か
つ
て
、
相
次
ぐ
子
供
の
死
に
金
神
崇
り
へ
の
疑
念
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
う

し
た
折
り
村
内
の
一
石
村
と
い
う
人
物
が
同
郡
中
井
村
の
大
森
、
つ
め
の
広
前
に
片
岡
を
誘
い
、
後
に
彼
女
が
片
岡
を
大
谷
へ
導
い
た
。
伝

え
に
よ
る
と
片
岡
は
金
光
大
神
に
会
っ
た
最
初
の
印
象
と
し
て
物
足
り
な
き
を
感
じ
た
と
い
う
。
以
前
か
ら
金
神
忌
避
へ
の
手
を
尽
く

し
て
き
た
過
程
で
接
し
た
祈
祷
者
ら
と
比
較
し
て
の
思
い
だ
っ
た
か
。

一
連
の
経
緯
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

私
（
片
岡
次
郎
四
郎
）
夫
婦
に
子
供
が
生
ま
れ
て
は
死
に
、
生
ま
れ
て
は
死
に
、

番
大
き
く
な
っ
た
の
が
四
歳
で
、
ど
う
し
て

も
育
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
金
神
の
崇
り
で
あ
る
と
思
い
、
家
相
地
相
を
見
て
も
ら
い
、
家
を
何
度
と
な
く
作
り
か
え
、
家
の
後

ろ
に
あ
る
溝
ま
で
変
え
た
。
片
岡
の
家
は
代
々
か
な
り
知
恵
も
あ
り
、
金
に
も
困
ら
ず
、
地
方
で
の
家
柄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
金
神
を
よ
け
、
ま
た
封
じ
て
も
も
ら
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
験
が
見
え
な
い
。
こ
の
う
え
は
、
ど
こ

か
に
金
神
の
守
り
を
す
る
人
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
人
に
会
っ
て
談
判
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
慶
応

二
年
の
あ
る
日
の
夕
方
、
村
内
の
石
村
と
い
う
者
が
来
て
、
「
今
日
、
中
井
村
の
大
森
金
子
大
明
神
（
大
森
、
つ
め
）

の
広
前
に
参
つ

た
と
こ
ろ
、
才
崎
に
信
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
家
が
あ
る
か
ら
、
参
る
よ
う
に
一
言
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
、
考
え
て
み
る
と
、

ど
う
も
お
宅
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
」
と
言
う
。
当
時
、
村
内
の
者
は
み
な
、
「
片
岡
家
は
絶
え
る
で
あ
ろ
う
。
気
の
毒

な
こ
と
で
あ
る
な
あ
」
と
評
判
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
石
村
の
言
葉
を
聞
い
て
大
い
に
喜
び
、
さ
っ
そ
く
大
森
金
子
大
明
神
の

(10330) 
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所
に
参
っ
た
。
し
か
し
、
無
学
の
一
老
婆
な
の
で
、
心
中
少
し
物
足
ら
な
い
よ
う
に
思
っ
て
い
た
ら
、
「
そ
う
い
う
こ
と
は
金
光
様



28 

の
お
広
前
へ
参
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
慶
応
四
年
二
月
に
、
大
森
金
子
大
明
神
に
伴
わ
れ
て
、
は
じ

(10331) 

め
て
大
谷
に
参
拝
し
た
。
大
谷
で
も
、
な
お
少
し
物
足
ら
な
い
よ
う
に
感
じ
た
が
、
金
光
様
は
、
「
そ
れ
は
困
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
此
方
も
そ
れ
で
難
儀
を
し
、
七
墓
も
築
か
さ
れ
た
。
信
心
す
れ
ば
お
か
げ
が
受
け
ら
れ
る
。

一
緒
に
信
心
し
て
い
こ
う
で

は
な
い
か
」
と
、
あ
た
か
も
親
が
子
を
抱
く
よ
う
な
慈
愛
に
満
ち
た
お
心
持
ち
で
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
す
っ
か
り
恐
れ
入
り
、

此
方
こ
そ
と
思
い
こ
ん
で
信
心
さ
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

理
解
E
片
岡
次
郎
四
郎
1

右
に
よ
れ
ば
片
岡
は
金
光
大
神
の
言
葉
に
接
し
て
信
心
を
進
め
る
決
意
を
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
金
神
を
避
け
る
手
立
て
な

ど
、
片
岡
が
期
待
し
た
だ
ろ
う
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
語
ら
れ
た
の
は
自
身
が
「
七
墓
」
築
か
さ
れ
た
事
実
と
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
信
心
へ
の
誘
い
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
金
光
大
神
の
言
葉
の
出
方
に
注
目
す
る
と
、
片
岡
が
直
面
す
る
状
況
に

導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
自
身
の
経
験
が
語
ら
れ
て
お
り
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
家
族
を
亡
く
し
た
事
自
体
は
過
去
の
こ
と
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
最
後
に
述
べ
ら
れ
た
の
は
コ
緒
に
信
心
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
」
と
の
言
葉
だ
っ
た
。
こ
の
言
葉
が
仮

に
片
岡
の
信
心
を
一
方
的
に
促
す
言
葉
（
「
し
っ
か
り
信
心
な
さ
い
」
等
）

で
あ
れ
ば
、
「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ
た
事
は
金
光
大
神
に
と
っ

て
既
に
解
決
済
み
の
出
来
事
と
受
け
止
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
一
緒
に
信
心
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
」
と
の
呼
び
か

け
は
、
た
と
え
出
来
事
は
過
去
の
こ
と
で
も
「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ
た
意
味
は
未
だ
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
金
光
大
神
を
信
心
に
向
か

わ
せ
る
べ
く
追
っ
て
い
た
様
子
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
片
岡
が
問
題
解
決
へ
の
具
体
的
手
立
て
を
示
さ
れ
な
い
ま
ま
信
心

へ
誘
わ
れ
た
背
景
に
は
、
一
言
葉
の
響
き
を
介
し
て
問
題
が
共
有
さ
れ
て
い
く
関
係
が
両
者
の
閣
に
生
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
関
係
の

始
ま
り
が
と
も
か
く
も
片
岡
を
金
光
大
神
の
広
前
へ
向
か
わ
せ
続
け
る
事
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
、

W



し
か
し
そ
う
し
た
と
き
、
片
岡
の
場
合
は
金
光
大
神
広
前
へ
の
初
参
拝
時
に
右
の
応
答
が
な
さ
れ
た
と
い
う
が
、
以
前
か
ら
信
心
し

な
が
ら
な
お
苦
境
に
立
っ
た
者
に
は
如
何
な
る
事
態
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
関
心
か
ら
次
に
、
吉
原
良
一
一
一
が
伝
え
る
金

光
大
神
の
様
子
を
検
討
し
た
い
。

⑫
 

呉
服
商
を
営
む
吉
原
家
の
入
り
婿
だ
っ
た
吉
原
良
三
は
か
ね
て
か
ら
大
谷
へ
の
参
拝
を
続
け
、
義
母
お
も
と
も
岡
山
か
ら
の
月
参
り

⑬
 

を
欠
か
さ
な
い
「
厚
き
信
者
」
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
吉
原
の
妻
か
ね
が
明
治
一

O
年
頃
か
ら
病
気
と
な
り
同
二
一
年
一

O
月

に
重
態
と
な
っ
た
た
め
、
彼
が
病
気
全
快
を
願
っ
て
参
拝
し
た
と
こ
ろ
、
金
光
大
神
か
ら
一
週
間
後
に
は
全
快
す
る
と
告
げ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
参
拝
の
帰
途
、
彼
は
使
い
の
者
か
ら
妻
の
死
を
知
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
妻
の
四
九
日
の
後
に
は
義
母
が
病
に
倒
れ
て
程
な
く
死

去
す
る
目
に
遭
う
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
に
怒
り
を
抱
え
る
古
原
か
ら
不
信
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
金
光
大
神
の
様
子
が
、
以
下
の
様
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

金
光
様
は
赤
い
顔
に
筋
を
浮
か
べ
て
、
「
そ
れ
は
お
気
の
毒
な
こ
と
で
、
さ
だ
め
し
残
念
で
あ
ろ
う
。
い
っ
こ
う
に
当
て
に
な
ら
な

い
か
ら
、
以
後
は
信
心
し
な
い
と
の
決
心
な
ら
、
か
れ
こ
れ
私
は
一
一
百
わ
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
一
口
申
し
て
お
こ
う
。
人
の
命
ば

か
り
は
、
ど
の
よ
う
に
医
者
に
か
か
っ
て
も
、
信
心
し
て
も
、
命
を
い
く
ら
か
延
ば
し
て
も
ら
う
だ
け
で
、
命
数
の
な
い
者
は
い

た
し
か
た
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
［
・
：
〕
」

（
理
解
E
吉
原
良
一
二

3
1
5）

吉
原
に
よ
る
と
「
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
の
、
ど
こ
を
信
じ
て
よ
い
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
訴
え
る
彼
に
、
金
光
大
神
は
そ

(10332) 
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の
思
い
を
汲
み
な
が
ら
も
「
命
数
の
な
い
者
は
い
た
し
か
た
の
な
い
も
の
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
妻
が
「
全
快
す
る
」
と
告
げ
ら
れ
て
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い
た
彼
に
は
到
底
承
服
し
が
た
い
言
葉
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
家
族
を
亡
く
し
た
無
念
に
突
き
動
か
さ
れ
る

⑪
 

吉
原
に
触
れ
、
「
赤
い
顔
に
筋
を
浮
か
べ
て
」
と
描
写
さ
れ
る
金
光
大
神
の
様
で
あ
る
。
吉
原
が
抱
い
て
い
た
普
段
の
穏
や
か
な
印
象
と

(10333) 

異
な
る
様
相
は
、
吉
原
が
信
心
を
や
め
る
の
は
覚
悟
の
上
で
、
な
お
止
め
得
な
い
思
い
に
駆
ら
れ
た
姿
を
伝
え
て
い
よ
う
。
金
光
大
神

は
吉
原
へ
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。

「
ワ
：
］
当
て
に
な
ら
な
い
か
ら
信
心
し
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
あ
、
物
の
道
理
か
ら
考
え
て
み

る
が
よ
い
。
あ
な
た
の
家
に
と
っ
て
、
あ
な
た
の
代
わ
り
に
な
る
人
と
い
え
ば
む
ず
か
し
い
が
、
あ
な
た
の
家
内
に
な
る
人
は
、

だ
れ
で
も
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
あ
、
不
幸
中
の
幸
い
と
思
い
、
あ
な
た
の
身
代
わ
り
に
家
内
が
立
た
れ
た
と
思
っ
て
は
ど

う
か
。
そ
の
看
護
を
し
た
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
は
気
の
毒
で
あ
る
が
、
も
し
男
二
人
が
死
ん
で
女
二
人
が
残
っ
た
と
し
た
ら
、

子
供
の
養
育
も
む
ず
か
し
く
、
商
売
も
そ
の
日
限
り
と
な
る
。
ま
あ
、
そ
の
辺
を
よ
く
考
え
、
こ
れ
も
お
か
げ
で
あ
る
と
思
わ
れ

て
は
ど
う
か
。
こ
の
う
え
は
、
あ
な
た
の
思
い
し
だ
い
で
あ
る
」

（
理
解
E
吉
原
良
一
二

3
1
7
1
8）

金
光
大
神
は
こ
の
時
「
物
の
道
理
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
妻
の
死
を
吉
原
の
「
身
代
わ
り
」
と
捉
え
る
よ
う
説
い
た
と
い
う
。
そ
の

内
容
は
吉
原
家
に
と
っ
て
妻
よ
り
も
吉
原
の
方
が
代
わ
り
の
効
か
な
い
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
入
り
婿
の
吉
原

＠
 

に
比
べ
る
と
、
継
嗣
だ
っ
た
妻
の
方
が
そ
も
そ
も
は
吉
原
家
に
と
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
存
在
だ
っ
た
し
、
仮
に
彼
が
死
去
し
た
場
合
、

⑬
 

当
時
、
一
二
三
歳
で
二
人
の
子
を
持
つ
妻
が
婿
を
迎
え
る
の
は
困
難
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
妻
の
死
を
「
身
代
わ
り
」
と
す

る
「
物
の
道
理
」
と
は
言
い
難
い
。
加
え
て
「
も
し
男
二
人
が
死
ん
で
［
・
：
ご
と
の
言
葉
は
義
母
を
義
父
の
「
身
代
わ
り
」
と
解
さ
せ



る
が
、
熱
心
に
信
心
し
て
い
た
と
い
う
義
母
の
方
が
急
死
し
た
事
実
は
吉
原
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
理
解
」

に
見
ら
れ
る
見
解
に
は
家
の
存
続
を
前
提
と
し
て
人
の
命
の
軽
重
を
計
る
か
の
よ
う
な
響
き
が
あ
り
、
そ
う
し
た
価
値
を
内
在
化
す
る

時
代
に
生
き
た
金
光
大
神
の
直
面
し
て
い
た
矛
盾
が
、
吉
原
を
前
に
表
出
し
た
面
も
あ
っ
た
か
に
思
え
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
金
光
大
神
の
言
葉
が
必
ず
し
も
「
物
の
道
理
」
に
沿
う
と
は
見
え
な
い
こ
と
と
、
吉
原
が
そ
の
言
葉
に
承
服
し

⑪
 

て
以
前
よ
り
金
光
大
神
へ
の
信
を
増
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
は
、
整
合
性
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
吉
原
の
様
子
は
、

「
物
の
道
理
」
と
の
言
葉
に
現
れ
た
金
光
大
神
の
情
動
、
吉
原
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
赤
い
顔
に
筋
を
浮
か
べ
て
」
い
た
あ
り
方
を
併
せ

て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
先
述
の
通
り
金
光
大
神
は
安
政
五
年
二
一
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
で
、
自
分
た
ち
夫
婦
の
生
は
亡
き
家
族
の

存
在
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
ま
た
そ
こ
で
「
七
墓
」
の
な
ぞ
ら
え
に
よ
り
彼
ら
の
死
が
金
神
無
礼
を
臆
っ
て
い
る

可
能
性
を
示
唆
さ
れ
た
が
、
二
女
の
大
患
な
ど
家
族
の
病
を
通
じ
て
、
未
だ
死
の
連
鎖
が
完
全
に
断
た
れ
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
気

付
か
さ
れ
た
ろ
う
。
そ
の
金
光
大
神
の
眼
前
に
い
る
吉
原
も
ま
た
、
打
ち
続
く
家
族
の
死
の
一
方
に
生
き
て
い
る
事
実
に
お
い
て
同
じ

道
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。

前
章
で
窺
っ
た
通
り
金
光
大
神
は
「
実
意
丁
寧
神
信
心
」
な
振
る
舞
い
と
、
自
分
達
夫
婦
の
生
が
何
ら
か
関
連
す
る
と
神
か
ら
知
ら

さ
れ
た
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
人
の
死
生
は
神
に
も
如
何
と
も
し
難
い
面
が
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
金
光
大
神

に
は
自
ら
の
生
と
子
女
等
の
死
と
が
因
果
関
係
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
表
裏
一
体
の
こ
と
と
し
て
看
取
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は

⑩
 

な
か
っ
た
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
吉
原
が
い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
妻
や
義
母
の
死
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
可
能

性
を
金
光
大
神
は
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
た
ま
た
ま
一
方
が
死
ん
で
一
方
が
生
き
残
っ
た
、
と
い
う
関
係
に

(10334) 
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収
め
て
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
含
意
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
金
光
大
神
に
と
っ
て
自
分
自
身
と
、
目
の
前
の
吉
原
と
い
う
人
聞
が
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生
き
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
が
、

い
わ
ば
或
る
不
条
理
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
え
映
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
と
き
金

(10335) 

光
大
神
が
吉
原
に
説
い
た
事
柄
も
、
「
物
の
道
理
」
と
し
て
割
り
切
っ
た
地
点
か
ら
語
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
う
割
り
切
っ

て
語
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
に
閣
に
葬
ら
れ
る
何
か
を
と
も
か
く
言
葉
に
し
よ
う
と
し
た
姿
が
さ
ら
け
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

ほ
と
ば
し

そ
の
姿
を
現
し
た
人
間
の
口
か
ら
遊
り
出
た
言
葉
が
、
吉
原
の
存
在
を
丸
ご
と
包
む
こ
と
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
金
光
大
神
に
と
っ

て
吉
原
が
信
心
を
止
め
る
こ
と
は
心
情
的
に
十
分
理
解
で
き
て
も
、
彼
が
そ
の
言
葉
の
外
に
出
て
信
心
を
止
め
る
こ
と
は
、
結
果
と
し

⑩
 

て
妻
と
義
母
を
二
度
死
な
せ
る
こ
と
を
意
味
し
か
ね
な
か
っ
た
と
号
早
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
と
き
「
こ
の
う
え
は
、
あ
な
た
の
思
い
し
だ
い
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
吉
原
や
義
父
の
生
と
、
妻
と
義
母
の
死
と
は
「
身

代
わ
り
」
と
い
う
一
言
に
納
め
て
終
結
す
る
静
態
的
関
係
と
も
言
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
以
降
も
生
者
の
有
り
様
に
応
じ
て
し
か
死
者

は
そ
れ
と
し
て
の
相
貌
を
現
せ
な
い
こ
と
が
知
ら
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
通
常
想
定
さ
れ
る
「
物
の
道
理
」
を
超
え
た
事
態
と

し
て
金
光
大
神
の
目
前
に
「
在
る
」
死
者
が
、
金
光
大
神
を
し
て
吉
原
に
語
ら
せ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
金
光
大
神
も
ま
た
吉
原

に
触
れ
、
自
身
に
と
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
存
在
と
し
て
死
者
に
出
会
い
、
そ
こ
に
吉
原
を
揺
り
動
か
す
言
葉
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
改
め
て
浮
上
す
る
の
は
、
吉
原
へ
の
「
理
解
」
が
安
政
五
年
一
二
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
に

窺
わ
れ
る
よ
う
な
、
金
光
大
神
の
生
を
下
支
え
し
言
葉
を
導
く
神
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
家
族
の
死
に
関
す
る
同
お
知
ら
せ
は
、

境
遇
は
違
え
ど
同
じ
苦
し
み
に
あ
る
者
に
自
身
の
経
験
を
語
る
よ
う
金
光
大
神
を
促
す
と
共
に
、
語
る
行
為
が
こ
の
お
知
ら
せ
の
持
つ

意
味
を
深
め
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
の
神
を
も
新
た
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



お

わ

り

⑩
 

こ
こ
ま
で
、
金
光
大
神
が
家
族
の
死
と
ど
う
出
合
わ
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
て
き
た
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
神
か
ら
「
七
墓
」
と

知
ら
さ
れ
た
家
族
の
死
は
金
光
大
神
壮
年
期
ま
で
の
出
来
事
で
あ
り
な
が
ら
、
晩
年
ま
で
そ
れ
を
背
景
に
持
つ
語
り
が
な
さ
れ
て
い
た
。

見
て
き
た
と
お
り
金
光
大
神
は
、
家
族
の
死
に
よ
っ
て
自
身
の
所
在
を
探
知
さ
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
人
間
の
死
生
が
日
に
見
え
る
因
果

関
係
に
納
ま
り
得
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
ど
こ
ま
で
も
解
け
な
い
こ
と
と
し
で
あ
っ
た
故
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

こ
で
辛
う
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
生
者
と
共
に
あ
る
で
あ
ろ
う
死
者
へ
の
眼
差
し
が
持
つ
重
み
で
あ
る
。

と
り
わ
け
家
族
の
死
が
「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
金
光
大
神
に
と
っ
て
、
そ
の
う
え
で
自
分
が
生
き
続
け
る
意
味
を
考
え
さ

せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
ろ
う
。
「
七
墓
築
か
さ
れ
て
か
ら
の
信
心
は
遅
い
ぞ
」
（
理
解
直
尋
求
教
語
録
伺
｜
3
）
と
の
言
葉
の
よ
う
に
、
そ

れ
は
既
に
取
り
返
し
の
付
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
生
き
て
い
る
者
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ
た
こ
と

が
意
味
を
成
さ
な
い
ば
か
り
か
、
更
な
る
困
難
を
招
き
か
ね
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
死
者
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
つ
つ
参
拝
者
に
向
け
て
語
る
金
光
大
神
の
様
相
に
は
、
時
を
経
て
な
お
新
た
な
相
貌
を
見

せ
続
け
る
死
者
と
の
関
わ
り
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
営
み
が
持
つ
意
味
は
、
金
光
大
神
没
後
も
隠
れ
た
水
脈
の
よ
う
に
本
教
の

信
心
に
流
れ
て
い
よ
う
。
か
つ
て
甘
木
教
会
初
代
教
会
長
の
安
武
松
太
郎
は
、
四
男
登
（
満
六
歳
、
大
正
九
年
没
）
と
長
男
で
副
教
会
長
の

百
太
郎
（
満
三
O
歳
、
昭
和
三
年
没
）
を
亡
く
し
た
。
と
り
わ
け
長
男
の
死
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
安
武
は
非
常
に
図
っ
た
と
い
う
が
、
そ

33 

の
時
金
光
大
神
の
「
七
墓
」
に
思
い
至
り
、
金
光
大
神
が
感
得
し
た
神
意
と
以
後
の
道
聞
き
の
意
味
を
今
一
度
我
が
事
と
し
て
求
め
さ

⑪

⑫

 

せ
ら
れ
た
、
と
の
伝
承
に
は
そ
の
一
端
が
顕
れ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
が
終
わ
り
の
な
い
営
み
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
で
も
事

(10336) 
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柄
の
背
後
世
界
に
通
じ
た
い
と
願
い
続
け
る
営
み
が
持
つ
意
味
の
大
き
さ
を
思
わ
さ
れ
る
。

(10337) 

以
上
の
考
察
か
ら
は
、
信
仰
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
死
者
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
な
が
ら
成
り
立
つ
社
会
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、

神
か
ら
人
間
に
願
わ
れ
て
い
る
構
え
が
浮
か
び
上
が
る
。
本
教
死
生
観
の
元
に
さ
れ
て
い
る
「
理
解
」
も
ま
た
、
神
・
金
光
大
神
・
参

い
よ
、
っ
。

拝
者
に
お
け
る
問
題
の
表
れ
方
に
日
を
向
け
つ
つ
、
無
言
の
死
者
を
感
じ
よ
う
と
在
る
な
か
で
出
合
う
こ
と
を
待
た
れ
、
届
け
ら
れ
て

（
教
学
研
究
所
所
員
）

①

一

九

七

0
1
八
0
年
代
か
ら
、
医
療
の
発
展
に
よ
り
病
院
で
死
ぬ

機
会
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
、
死
に
ゆ
く
人
に
対
す
る
ケ
ア
の
術
が

な
い
こ
と
が
顕
わ
に
な
っ
た
こ
と
が
、
現
在
に
連
な
る
死
生
学
の
登

場
背
景
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
家
族
が
死
に
直

面
し
て
い
た
り
、
家
族
の
死
を
経
験
し
た
者
達
の
悲
嘆
に
応
じ
る
ケ

ア
（
グ
リ
1
フ
ワ
1
ク
）
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
と
さ
れ

る
（
島
菌
進
「
死
生
学
と
は
何
か
！
日
本
で
の
形
成
過
程
を
顧
み
て
！
」
島
薗
進
・

竹
内
整
一
編
『
死
生
学

1
1死
生
学
と
は
何
か
｜
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
O
O
八
年
、
九
1
一
O
頁
）
。
こ
う
し
た
動
向
は
戦
後
、
特
に
高
度
成

長
期
以
降
に
旧
来
の
死
生
観
が
忘
れ
ら
れ
、
現
代
の
日
本
が
「
死
と

い
う
こ
と
の
意
味
が
よ
く
見
え
な
い
と
同
時
に
生
そ
れ
自
体
の
意
味

も
よ
く
見
え
な
い
状
況
」
に
あ
る
と
す
る
議
論
（
「
死
生
観
の
空
洞
化
」
）

と
も
連
動
し
て
い
よ
う
（
広
井
良
典
「
生
と
死
の
時
間
1

〈
深
層
の
時
間
〉

へ
の
旅
！
」
同
一
一
二
八
1
一
三
九
頁
）
。
死
生
に
関
わ
る
問
題
は
人
間
存
在

の
救
済
を
考
え
て
い
く
上
で
最
も
大
き
な
関
心
の
一
つ
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
上
記
の
指
摘
は
本
教
信
仰
へ
向
け
ら
れ
た
問
い
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
死
生
に
関
す
る
本
教
の
見

解
を
今
日
の
人
間
状
況
に
照
ら
し
、
そ
こ
に
導
か
れ
る
問
題
を
考
え

て
い
く
。

②
島
菌
進
「
「
生
き
ら
れ
る
宗
教
世
界
」
を
問
う

i
な
ぜ
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
？

l
」
（
第
四
O
回
教
学
研
究
会
記
念
講
演
記
録
）
紀
要
『
金
光
教
学
』

第
四
二
号
、
二

O
O
二
年
、
一

O
八
1
一
O
九
頁
。

③
『
神
と
人
共
に
生
き
る
l
金
光
教
教
義
の
概
要
｜
』
金
光
教
本

部
教
庁
、
一
九
九
三
年
、
七
八

1
八
三
頁
。
な
お
「
理
解
」
を
も
と

に
し
た
見
解
は
佐
藤
範
雄
に
よ
る
『
天
地
乃
大
理
』
（
金
光
教
本
部
、

一九
O
五
年
）
で
既
に
見
ら
れ
、
「
生
き
て
も
死
て
も
天
と
地
と
は
吾
住

家
と
思
へ
よ
」
「
天
に
任
せ
よ
地
に
す
が
れ
よ
」
と
の
「
理
解
」
に
よ

り
死
生
の
安
心
が
説
か
れ
て
い
る
（
八
三
1
八
九
頁
）
。

④
こ
こ
で
教
学
研
究
で
の
議
論
を
窺
っ
て
お
く
。
福
嶋
義
次
は
金
光

大
神
に
見
ら
れ
る
死
生
の
基
本
的
確
認
に
つ
い
て
、
－
実
践
的
側
面
、



E
そ
れ
を
支
え
る
存
在
論
的
側
面
に
分
け
て
以
下
の
通
り
言
及
し
た
。

I
生
と
死
は
密
接
不
離
・
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
現
実
の
生
き
様
が

整
う
よ
う
願
う
こ
と
で
死
と
の
出
合
い
は
お
か
げ
の
相
貌
を
現
す
。

ゆ
え
に
死
を
悲
嘆
・
回
避
す
る
こ
と
な
く
神
に
心
を
向
け
て
生
き
る

姿
勢
が
重
要
で
あ
る
。

E
人
間
の
生
死
が
天
地
の
全
面
的
な
庇
護
の

元
に
あ
る
と
す
る
信
仰
的
立
場
か
ら
し
て
、
彼
岸
・
此
岸
と
い
っ
た

生
死
の
二
世
界
的
な
捉
え
方
は
意
味
を
持
た
ず
、
生
を
脅
か
す
も
の

と
し
て
死
を
恐
れ
る
理
由
は
な
い
。
こ
れ
ら
I
と
E
は
金
光
大
神
の

「
理
解
」
か
ら
導
か
れ
、
ー
に
つ
い
て
は
内
孫
桜
丸
の
死
に
関
す
る
「

覚
帳
」
の
記
述
に
も
確
認
す
る
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
（
「
死
を
前
に
し

た
金
光
大
神
！
「
身
代
わ
り
」
考
｜
」
紀
要
「
金
光
教
学
』
第
二
八
号
、

一
九
八
八
年
、
第
二
章
）
。
既
述
の
本
教
に
お
け
る
死
生
へ
の
見
解
に
お

い
て
は
生
と
死
を
連
続
的
な
関
係
で
捉
え
、
福
嶋
は
密
接
不
離
・
表

裏
の
関
係
で
捉
え
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
に
お
け
る

生
の
姿
勢
の
重
要
性
や
死
へ
の
恐
れ
を
無
用
と
す
る
指
摘
な
ど
は
共

通
す
る
と
言
え
る
。

⑤
先
に
示
し
た
見
解
I
l
N
の
元
に
な
っ
た
「
理
解
」
は
次
の
通
り
。

ー
「
生
き
て
も
死
に
で
も
天
と
地
は
わ
が
住
み
か
な
り
」
（
理
解
I
佐
藤

範
雄
幻
｜
号
、
「
生
き
て
も
死
に
で
も
天
地
の
ご
や
っ
か
い
に
な
る

こ
と
を
悟
る
べ
し
」
（
同
副

1
8。

E
「
お
天
道
様
の
お
照
ら
し
な
さ
る
の
も
お
か
げ
、
雨
の
降
ら
れ
る
の

も
お
か
げ
、
人
間
は
み
な
、
お
か
げ
の
中
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て

い
る
。
人
間
は
、
お
か
げ
の
中
に
生
ま
れ
、
お
か
げ
の
中
で
生
活

を
し
、
お
か
げ
の
中
に
死
ん
で
い
く
の
で
あ
る
」
（
理
解
E
利
守
志
野

1
）
、
「
神
様
の
お
か
げ
で
生
ま
れ
て
き
た
人
間
じ
ゃ
も
の
、
死
ぬ

る
の
も
神
様
の
お
か
げ
で
の
う
て
死
ね
る
も
の
か
」
（
理
解
E
尋
求
教

語
録
お
｜
1
）。

E
「
死
ぬ
る
用
意
を
す
な
。
生
き
る
用
意
を
せ
よ
。
死
ん
だ
ら
土
に
な

る
の
み
」
（
理
解
I
島
村
八
太
郎
必
）
、
「
死
な
ね
ば
く
つ
ろ
げ
ぬ
く
ら

い
の
人
な
ら
、
後
世
（
死
後
）
と
て
も
、
安
楽
の
ほ
ど
、
お
ぼ
つ

か
な
し
」
（
理
解
E
御
道
案
内

m
l
2）
、
「
此
方
も
ま
だ
修
行
中
で
、

死
ん
だ
後
の
こ
と
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
世
に
生
き
て
働

い
て
い
る
関
に
、
日
々
安
心
し
て
正
し
い
道
さ
え
渡
っ
て
お
れ
ば
、

死
ん
だ
後
の
こ
と
は
心
配
を
し
な
く
て
も
よ
い
」
（
理
解
H
伝
承
者
不

明
日
）
。
な
お
充
実
し
た
生
と
死
後
の
安
心
に
大
き
く
関
わ
る
本
教

の
「
み
た
ま
」
観
の
内
容
と
し
て
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
神
か
ら
分
け

与
え
ら
れ
て
い
る
「
み
た
ま
」
を
生
存
中
か
ら
磨
く
大
切
さ
と
、

肉
体
の
死
後
に
も
「
み
た
ま
」
が
生
き
続
け
る
こ
と
を
説
く
「
理
解
」

が
併
せ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

町
「
生
き
て
い
る
聞
は
神
様
の
お
世
話
に
な
れ
。
世
話
に
な
る
の
が
氏

子
で
あ
る
。
講
社
に
な
っ
て
も
神
様
の
世
話
に
な
ら
な
い
の
は
、

講
社
で
は
な
い
。
死
ん
で
御
霊
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
か
ら
神
様

に
お
仕
え
す
る
と
い
う
心
に
な
っ
て
お
れ
」
（
理
解
E
金
光
宅
吉
9
）、

「
「
金
光
様
、
あ
な
た
が
お
隠
れ
に
な
り
ま
し
た
ら
、
こ
の
道
は
ど

う
な
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
思
わ
ず
知
ら
ず
お
伺
い
申
し
た
。
す
る
と
、

「
氏
子
、
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
。
形
を
隠
す
だ
け
で
あ
る
。
肉
体

(10338) 
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が
あ
れ
ば
、
世
上
の
氏
子
が
難
儀
す
る
の
を
見
る
の
が
苦
し
い
。

体
が
な
く
な
れ
ば
、
願
う
所
に
行
っ
て
氏
子
を
助
け
て
や
る
」
と

仰
せ
ら
れ
た
」
（
理
解
E
唐
樋
常
蔵
4
1
2
）
、
「
金
光
様
、
神
去
り
の

前
に
、
「
生
神
金
光
大
神
と
い
い
し
も
、
今
ま
で
は
形
が
あ
っ
た
か

ら
暑
さ
寒
さ
も
感
じ
た
が
、
こ
れ
よ
り
は
形
を
去
り
て
真
の
神
に

な
る
か
ら
、
一
目
に
氏
子
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
わ
い
」
」
（
理
解
I

島
村
八
太
郎
日
）
、
他
。

⑥
「
第
二
八
回
教
学
に
関
す
る
懇
談
会
」
記
録
。
こ
の
こ
と
は
現
代
に

お
け
る
葬
儀
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
、
遺
族
の
悲
嘆
に
対
す

る
ケ
ア
の
困
難
さ
（
「
葬
儀
と
宗
教
意
識
の
変
化
に
向
き
合
う
」
『
金
光
新
聞
」

二
O
一
O
年
一
O
月
二
四
日
号
、
ニ
ー
一
二
頁
）
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ

、っか。

⑦
例
え
ば
死
者
の
姿
を
目
に
し
た
り
声
を
聞
い
た
り
す
る
例
は
洋
の

東
西
を
関
わ
ず
古
く
か
ら
存
在
す
る
が
、
津
城
寛
文
に
よ
れ
ば
大
規

模
な
天
変
地
異
な
ど
の
非
常
時
に
は
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
幅
す
る

と
さ
れ
、
実
際
に
東
日
本
大
震
災
以
降
、
被
災
地
で
は
亡
く
な
っ
た

人
の
目
撃
欝
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
「
死
者
の
幻
影
・
再
考
｜

非
常
時
が
増
幅
す
る
合
法
性
の
問
題
！
」
第
一
二
回
宗
教
倫
理
学
会
学
術
大
会
発

表
）
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
同
発
表
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た

N
H
K
の

特
集
番
組
（
「
亡
き
人
と
の
ク
再
会
。
ー
被
災
地
三
度
目
の
夏
に
1
」
二
O
一
一
一
一

年
八
月
放
送
）
で
は
、
津
波
で
亡
く
し
た
家
族
と
の
再
会
を
経
験
し
た

遺
族
の
語
り
が
映
像
で
再
現
さ
れ
、
賛
否
両
論
の
議
論
を
呼
ん
だ
と

い
う
。
こ
の
テ

1
マ
が
公
共
放
送
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
自
体
、

死
を
い
か
に
受
け
止
め
、
死
者
と
ど
う
関
わ
り
つ
つ
生
き
る
べ
き
か
、

と
の
問
い
が
社
会
的
に
切
実
さ
を
増
し
て
い
る
意
味
を
考
え
さ
せ
る
。

⑧
鷲
田
清
一
「
死
な
れ
る
と
い
う
こ
と
l
あ
る
い
は
、
〈
死
〉
と
テ
ク

ノ
ロ
ジ

l
l」
『
文
明
と
哲
学
」
第
五
号
、
日
独
文
化
研
究
所
、

二
O
二
ニ
年
、
一
一
一
一
人
頁
。
な
お
ウ
ラ
デ
ィ
ミ

l
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
イ
ツ
チ
は
死
を
論
じ
る
に
つ
い
て
、
－
自
分
、

E
近
親
者
、
国
そ

れ
以
外
の
人
の
死
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
人
称
、
第
二
人
称
、

第
三
人
称
の
死
と
呼
ん
だ
（
「
死
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
四
1

三
六
頁
）
。
彼
の
分
類
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
稿
や
鷲
田
が
問
題
に
す
る

の
は
第
二
人
称
の
死
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑨

理

解

I
斎
藤
宗
次
郎
7
、
岡
山
本
定
次
郎
弘
、
理
解
E
相
沢
新
造
1
、

同
石
原
銀
造
1
、
同
大
喜
田
喜
三
郎
1
、
同
片
岡
次
郎
四
郎
1
、
同

福
嶋
儀
兵
衛
目
、
理
解
班
尋
求
教
語
録
目
。

⑩
内
田
守
昌
「
信
心
の
基
本
的
構
造
1

安
政
五
年
1
六
年
の
教
祖
を

中
心
と
し
て

l
」
（
紀
要
『
金
光
教
学
』
第
一
号
、
一
九
五
八
年
）
、
宮
田
真

喜
男
「
金
光
教
に
お
け
る
死
の
意
味

l
教
祖
の
生
死
に
対
す
る
態
度

に
つ
い
て

i
」
（
向
第
五
号
、
一
九
六
二
年
）
、
瀬
戸
美
喜
雄
「
教
祖

四
十
二
歳
の
大
患
の
事
蹟
に
つ
い
て

l
金
神
・
神
々
と
教
祖
と
の
関

わ
り

l
」
（
同
第
一
O
号
、
一
九
七
O
年
）
、
そ
の
他
論
述
の
中
で
部
分
的

に
触
れ
た
論
考
は
幾
つ
か
あ
る
。

こ
の
う
ち
宮
田
論
文
で
は
金
光
大
神
の
生
死
に
対
す
る
態
度
を
主

題
化
す
る
な
か
で
、
金
光
大
神
に
お
け
る
死
の
問
題
契
機
と
し
て
家

族
の
死
に
注
目
し
、
そ
こ
で
の
金
光
大
神
の
態
度
を
論
じ
て
い
る
。
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そ
の
う
ち
で
も
一
連
の
家
族
の
死
を
経
て
な
お
回
避
し
得
な
か
っ
た

二
男
槙
右
衛
門
の
死
に
関
わ
る
受
け
止
め
に
つ
い
て
は
、
続
い
て
三

男
茂
平
と
四
男
延
治
郎
が
癌
療
に
擢
り
な
が
ら
命
拾
い
し
た
こ
と
へ

の
感
謝
が
前
景
化
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
相
次
ぐ
家
族
の

死
に
よ
っ
て
生
じ
る
疑
念
よ
り
も
む
し
ろ
、
よ
り
一
層
神
へ
と
信
順

す
る
金
光
大
神
の
態
度
が
導
か
れ
る
。
な
お
内
田
論
文
で
は
同
じ
場

面
で
金
神
へ
の
疑
念
で
は
な
く
自
己
の
不
行
き
届
き
を
強
く
批
判
す

る
金
光
大
神
が
描
か
れ
る
。

ま
た
瀬
戸
論
文
で
は
、
金
光
大
神
に
お
い
て
金
神
と
の
主
体
的
な

関
係
が
形
成
さ
れ
る
過
程
が
、
金
光
大
神
家
の
普
請
と
家
族
の
死
と

の
関
係
に
着
目
し
て
考
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
瀬
戸
は
、
普
請
と
死
と

が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
金
光
大
神
が
自
ら

の
行
為
（
普
請
）
を
、
そ
れ
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
（
家
族
の
死
）

か
ら
反
省
的
に
捉
え
つ
つ
、
行
為
と
反
省
を
重
ね
な
が
ら
、
段
階
的

に
金
神
と
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
様
を
描
き
出
し
た
。

こ
れ
ら
の
試
み
自
体
は
、
金
光
大
神
の
生
涯
に
読
み
取
ら
れ
る
意

味
を
捉
え
、
提
示
す
る
営
み
に
お
い
て
踏
む
べ
き
一
つ
の
段
階
と
し

て
の
意
義
を
有
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
一
方
で
、
安
政
五
年
一
二
月
二
四
日
の
お
知
ら
せ
を
考
察
し

た
竹
部
弘
は
直
接
的
に
家
族
の
死
を
対
象
と
は
し
な
い
が
、
金
光
大

神
に
と
っ
て
「
七
墓
」
が
生
涯
解
け
な
い
経
験
と
し
て
抱
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
「
神
と
人
と
の
間
」
へ
の
間
い
よ
女
政

五
年
十
二
月
二
十
四
日
の
お
知
ら
せ
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
紀
要
「
金
光
教
学
』
第

四
四
号
、
二
O
O
四
年
）
。
本
稿
で
は
金
光
大
神
に
よ
っ
て
家
族
の
死
が

経
験
さ
れ
た
具
体
相
を
、
そ
れ
が
「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ
る
に
至
っ

た
意
味
に
も
及
ん
で
考
察
し
た
い
。

⑪
従
来
の
研
究
で
は
、
「
覚
書
」
「
覚
帳
」
に
見
ら
れ
る
様
々
な
出
来

事
を
或
る
一
ま
と
ま
り
の
「
事
蹟
」
と
し
て
括
り
出
し
た
上
で
、
そ

れ
ら
「
事
蹟
」
の
詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
読
み
取
ら
れ
る
意
味
を
提

示
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
慣
習
的
、
信

仰
的
通
念
の
聞
い
直
し
が
図
ら
れ
、
金
光
大
神
の
生
涯
と
信
仰
が
含

み
持
つ
諸
側
面
に
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
る
研
究
上
の
画
期
と
な
っ

た
。
と
は
い
え
そ
の
一
方
で
は
今
日
、
前
も
っ
て
出
来
事
を
あ
る
「
事

蹟
」
と
し
て
研
究
上
の
括
り
と
す
る
こ
と
で
、
研
究
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
と
は
別
に
、
金
光
教
内
に
向
け
て
閉
じ
た
読
み
を
導
く
恐
れ
も

な
し
と
し
な
い
。
例
え
ば
本
研
究
で
取
り
上
げ
る
家
族
の
死
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
を
「
金
光
大
神
が
七
墓
築
か
さ
れ
た
事
蹟
」
と
し
て
扱

う
と
、
こ
れ
ま
で
教
内
で
流
通
し
て
き
た
文
脈
に
即
し
て
出
来
事
の

内
容
を
論
じ
る
こ
と
に
終
始
し
か
ね
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
資
料
中
に
「
七
墓
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る

に
せ
よ
そ
れ
を
前
提
と
せ
ず
、
家
族
の
死
が
「
七
墓
」
と
知
ら
さ
れ

る
に
至
っ
た
こ
と
に
は
何
が
読
み
取
ら
れ
る
の
か
、
と
の
聞
い
を
持
っ

て
向
か
う
時
、
金
光
大
神
を
見
舞
っ
た
出
来
事
の
中
に
、
広
く
今
日

の
人
間
に
向
け
ら
れ
た
意
味
を
汲
む
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
金
光
大
神
が
家
族
の
死
と
出
合
わ
さ
れ

る
様
相
を
捉
え
る
今
回
の
試
み
は
、
人
間
存
在
を
人
間
を
超
え
た
も
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の
（
超
越
）
と
の
関
係
上
に
眼
差
す
、
精
神
分
析
学
の
議
論
か
ら
も

示
唆
を
得
て
い
る
（
木
村
敏
「
差
異
と
し
て
の
自
己
」
〈
横
山
博
編
『
心
理
療

法
と
超
越
性
｜
神
話
的
時
間
と
宗
教
性
を
め
ぐ
っ
て
！
」
甲
南
大
学
人
間
科
学
研

究
所
叢
書
、
人
文
書
院
、
二
O
O
八
年
〉
、
河
合
俊
雄
「
心
理
療
法
と
超
越
性
の

弁
証
法
」
〈
同
〉
他
）

0

本
研
究
で
は
以
上
の
関
心
の
も
と
に
、
過
去
の
出
来
事
が
金
光
大

神
に
お
い
て
「
七
墓
」
と
の
語
り
に
反
映
さ
れ
て
い
く
動
態
的
な
様

相
を
捉
え
て
い
く
。
そ
の
際
に
、
語
ら
れ
た
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

家
族
の
死
を
背
景
に
持
つ
と
見
ら
れ
る
言
葉
が
参
拝
者
と
の
応
答
に

よ
り
引
き
出
さ
れ
、
「
理
解
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
窺
え
る
意

味
を
、
今
日
に
お
い
て
死
生
の
問
題
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
論

じ
た
い
。
な
お
金
光
大
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
言
葉
が
「
理
解
」
に

な
る
こ
と
に
関
す
る
議
論
は
、
大
林
浩
治
「
聞
き
受
け
ら
れ
る
言
葉

の
世
界

l
交
感
の
表
出
と
し
て
の
「
理
解
」

l
」
（
紀
要
『
金
光
教
学
』

第
五
一
号
、
ニ
O
二
年
）
、
高
橋
昌
之
「
金
光
大
神
と
参
拝
者
の
応
答

｜
取
次
と
い
う
場
の
生
成
｜
」
（
同
）
参
照
。

⑫
金
光
和
道
「
川
手
家
の
研
究

l
宝
暦
か
ら
文
政
に
か
け
て

l
」
（
紀

要
『
金
光
教
学
』
第
一
七
号
、
一
九
七
七
年
、
六
二
1
六
三
頁
）
。
同
論
文
で

は
養
家
没
落
の
要
因
と
し
て
、
同
時
期
の
大
谷
村
に
他
村
か
ら
の
高

利
貸
資
本
が
流
入
し
、
天
明
七
年
ご
七
八
七
）
に
は
村
高
の
三
割
に

相
当
す
る
土
地
が
笹
沖
村
の
地
主
の
手
に
渡
る
と
い
う
よ
う
に
、
大

谷
村
全
体
が
困
窮
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

が
養
家
没
落
の
直
接
の
原
因
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
事

実
と
し
て
曾
祖
父
は
次
第
に
田
畑
を
失
っ
て
い
き
、
村
仕
事
で
得
た

銀
や
米
さ
え
も
地
主
や
庄
屋
の
元
に
流
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
な
お

屋
敷
地
は
、
養
父
の
代
に
な
っ
て
買
い
戻
し
て
い
る
。

ひ
ろ
ゆ
き

⑬
前
年
に
大
谷
村
の
領
主
蒔
田
家
の
家
督
を
相
続
し
た
蒔
田
贋
運
の
通

称
が
「
荘
次
郎
」
で
あ
り
、
領
内
の
百
姓
が
「
じ
ろ
う
」
と
い
う
名

を
使
う
こ
と
を
差
し
止
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
養
父
は
粂
治
郎
か
ら
多

郎
左
衛
門
に
、
金
光
大
神
は
文
治
郎
か
ら
国
太
郎
に
そ
れ
ぞ
れ
改
名

し
た
（
「
覚
書
」

1
i
7
）。

⑭
「
覚
書
」
の
執
筆
開
始
時
期
は
、
同
書
の
明
治
七
年
旧
一

O
月
一
五

日
の
項
に
執
筆
を
促
す
お
知
ら
せ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
日
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑮
激
し
い
下
痢
や
血
便
を
伴
う
疫
病
。
飢
鐘
の
発
生
と
関
連
し
て
流

行
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
鈴
木
浦
『
江
戸
の
医
療
風
俗
事
典
』
東
京
堂
出
版
、

二
0
0
0
年
、
六
二
1
六
三
貰
）
。

⑮
前
述
の
通
り
天
保
三
年
に
名
前
を
「
文
治
郎
」
か
ら
「
国
太
郎
」

に
改
め
て
い
た
た
め
、
実
際
に
は
養
父
の
遺
言
に
従
っ
て
改
名
す
る

以
前
の
名
前
は
、
「
川
手
文
治
郎
」
で
は
な
く
「
川
手
国
太
郎
」
だ
っ

た。

⑪
「
一
つ
、
弟
鶴
太
郎
病
気
づ
き
、
末
で
は
虫
さ
し
こ
み
、
病
死
い
た

し
候
。
同
じ
く
申
（
天
保
七
）
七
月
十
三
日
七
つ
時
。
養
父
当
病
（
発

病
）
、
痢
病
に
な
り
。
病
中
、
聞
に
申
し
聞
か
せ
、
名
字
の
こ
と
、
川

手
を
や
め
て
元
の
赤
沢
氏
、
申
し
お
き
候
。
八
月
六
日
病
死
仕
り
候
。

六
十
六
歳
。
川
手
文
治
郎
こ
と
赤
沢
国
太
郎
に
改
名
仕
り
候
」
（
「
覚
書
」
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2
1
2
1
1
）。

⑮
大
谷
村
の
統
計
資
料
は
、
白
石
淳
平
「
宗
門
帳
か
ら
窺
う
近
世
末

期
大
谷
村
の
諸
相
｜
「
大
谷
村
宗
門
御
改
寺
請
名
歳
帳
」
デ

1
タ

化
作
業
を
通
じ
て
l
」
（
平
成
一
一
一
年
度
研
究
報
告
）
の
別
冊
資
料
を
参

照
し
た
。
な
お
六
五
歳
以
上
人
口
の
内
訳
は
、
六
五

1
六
九
歳
が

二
O
名
、
七

O
歳
代
が
一
五
名
、
八

O
歳
代
が
二
名
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
平
成
二
五
年
現
在
の
日
本
の
六
五
歳
以
上
人
口
の
比
率
は

二
五
．
一
%
で
あ
る
（
「
都
道
府
県
、
年
齢
一
一
一
区
分
別
人
口
の
割
合
」
総
務
省

統
計
局
H
P
）。

⑬
木
下
太
志
『
近
代
化
以
前
の
日
本
の
人
口
と
家
族
l
失
わ
れ
た
世

界
か
ら
の
手
紙
｜
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
ニ

O
O
二
年
、
一

O
一一一

Egg
－
－

一
O
四
頁
。

⑮
旧
山
家
村
（
現
山
形
県
天
童
市
内
）
の
「
宗
門
改
帳
」
（
一
七
六
0
1

一
八
七
O
年
分
）
を
用
い
た
研
究
に
よ
る
（
前
掲
木
下
『
近
代
化
以
前
の
日

本
の
人
口
と
家
族
」
一
一
一
一
一
頁
）
。

⑫
前
掲
木
下
『
近
代
化
以
前
の
日
本
の
人
口
と
家
族
』
一
二

O
頁。

⑫
大
谷
村
の
旦
那
寺
で
あ
る
寂
光
院
の
過
去
帳
に
よ
る
（
「
「
寂
光
院
過

去
帳
」
に
つ
い
て
」
奉
修
所
資
料
一
O
九
）
。

⑫
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
川
手
な
り
し
に
、
〈
他
処
よ
り
来
り
し
も
の
が
土
地
の
も
の
と
同
じ

苗
字
な
り
〉
と
て
、
川
手
又
五
郎
、
川
手
使
次
等
来
り
て
御
神
燈
の

名
前
を
記
し
た
る
を
破
り
た
り
し
た
り
し
た
る
よ
り
、
赤
沢
と
せ
ら

れ
た
る
な
り
（
大
橋
）
」
（
『
研
究
資
料
金
光
大
神
言
行
録
3
』
藤
井
く
ら
の

伝
え
一
六
二
四
）
（
以
下
、
ウ
一
百
行
録
』
と
略
記
）
。

「
教
祖
は
川
手
姓
を
用
ひ
で
お
い
で
に
な
っ
た
が
、
山
の
神
の
又
五
郎

が
来
て
、
御
神
灯
の
行
灯
を
引
却
し
た
。
其
後
、
赤
津
姓
を
御
用
ひ

に
な
っ
た
。
後
、
御
神
命
に
依
っ
て
、
金
光
と
改
め
ら
れ
た
。
教
祖

の
内
に
川
手
姓
を
用
ひ
ら
れ
た
の
は
、
伊
予
川
之
江
の
家
老
川
手
太

郎
左
衛
門
か
ら
出
た
も
の
の
由
（
当
地
方
の
河
手
、
又
、
川
手
で
は

な
い
）
」
（
「
言
行
録
5
」
藤
井
く
ら
の
伝
え
一
一
六
六
一
二
）
。

で
っ
ち
の
先
祖
は
伊
予
か
ら
来
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
で
川
手

を
名
乗
っ
た
の
で
す
が
、
村
の
も
の
が
大
変
に
し
ょ
の
ん
で
、
お
宮

の
提
灯
を
た
た
き
落
と
し
た
り
し
ま
し
た
。
後
に
金
光
に
替
え
、
ま

る
に
金
を
家
紋
に
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
は
金
比
羅
さ
ん
に
差
し
問

へ
る
と
い
ふ
の
で
、
や
つ
な
み
を
つ
け
ま
し
た
」
（
「
言
行
録
5
」
古
川
こ

の
の
伝
え
二
六
九
八
）

0

⑫
竹
部
教
雄
は
、
金
光
大
神
が
養
子
に
来
て
間
も
な
い
一
三
、
四
才
の

こ
ろ
に
こ
の
伝
承
を
養
父
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ー
金
光
大
神
が
家
督
相
続
後
に

行
っ
た
普
請
と
の
関
係
だ
け
で
は
、
そ
れ
以
前
の
養
父
親
子
の
死
ま

で
含
め
て
「
七
墓
」
と
さ
れ
る
理
由
が
説
明
出
来
な
い
こ
と
、

E
お

知
ら
せ
中
に
あ
る
「
四
百
三
十
一
両
二
年
」
の
「
三
十
一
両
二
年
」

と
い
う
端
数
の
示
し
方
が
、
伝
承
を
聞
い
て
か
ら
の
年
数
を
語
る
習

俗
と
考
え
ら
れ
、
逆
算
す
る
と
二
二
、
四
歳
に
相
当
す
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
（
「
安
政
五
年
十
二
月
二
十
四
日
の
お
知
ら
せ
の
一
解
釈
」
紀
要
「
金
光

教
学
』
第
九
号
、
一
九
六
九
年
、
三
四
頁
、
一
二
九
頁
、
四
七
頁
注
⑧
）
。
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⑮
前
掲
竹
部
「
「
神
と
人
と
の
間
」
へ
の
問
い
」
三
二
六
頁
注
⑬
。

⑮
悪
寒
と
発
熱
が
時
を
定
め
ず
襲
っ
て
く
る
マ
ラ
リ
ア
性
の
熱
病
（
前

掲
鈴
木
『
江
戸
の
医
療
風
俗
事
典
』
一
六
頁
）
。
死
霊
の
曲
折
り
に
よ
る
と
も

言
い
習
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
『
金
光
教
教
典
用
語
辞
典
』
金
光
教
本
部

教
庁
、
ニ
O
O
一
年
、
九
三
頁
）
。

⑫
「
同
じ
く
三
丙
午
二
月
二
十
二
日
立
ち
、
私
四
固
ま
い
り
、
三
十
三

歳
の
年
に
。
三
十
六
日
ぶ
り
に
下
向
」
（
「
覚
書
」

2
l
m）。

⑮
真
鍋
司
郎
「
三
十
三
才
の
教
祖

i
四
国
ま
い
り
の
意
味
を
た
ず
ね

て
ー
」
紀
要
『
金
光
教
学
』
第
一
一
号
、
一
九
七
一
年
。

⑫
讃
岐
在
住
の
民
俗
学
者
武
田
明
は
、
切
幡
寺
（
一

O
番
・
徳
島
）
、

焼
山
寺
（
一
三
番
・
同
）
、
鶴
林
寺
（
二

O
番
・
同
）
、
太
龍
寺
（
一
二

番
・
同
）
、
最
御
崎
寺
（
二
四
番
・
高
知
）
、
禅
師
峰
寺
（
一
一
三
番
・
同
）
、

岩
屋
寺
（
四
五
番
・
愛
媛
）
、
横
峰
寺
（
六
O
番
・
同
）
、
弥
谷
寺
（
七
一

番
・
香
川
）
、
大
窪
寺
（
八
八
番
・
同
）
を
挙
げ
て
い
る
（
星
野
英
紀
『
四

国
遍
路
の
宗
教
学
的
研
究
ー
そ
の
構
造
と
近
代
化
の
展
開
｜
」
法
蔵
館
、

二
O
O
一
年
、
一
一
一
一
一
頁
）
。

⑩
星
野
英
紀
が
代
表
的
な
事
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
弥
谷
寺
（
七
一

番
・
香
川
）
で
は
、
毎
年
旧
暦
二
月
一
九
日
1
一
一
一
日
ま
で
の
三
日

間
（
計
六
回
）
に
わ
た
っ
て
光
明
会
と
い
う
供
養
法
要
が
催
さ
れ
、

西
讃
地
方
を
中
心
に
供
養
を
希
望
す
る
参
詣
者
が
参
集
し
一
山
が
埋

ま
る
と
い
う
。
同
寺
で
は
古
く
か
ら
死
者
崇
拝
が
行
わ
れ
た
が
、
現

在
の
先
祖
供
養
方
式
に
定
ま
る
端
緒
は
鎌
倉
期
の
高
野
山
僧
侶
（
道

範
）
の
流
配
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
も
高
野
山
な
い
し
善
通
寺

と
関
連
の
深
い
僧
侶
が
住
職
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
供
養
形
式
が
確

立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
星
野
『
四
国
遍
路
の
宗
教
学
的
研
究
』

一
一
四
1
一
二
ハ
頁
）
。

⑪
そ
れ
以
前
に
も
一
七
才
の
伊
勢
参
宮
の
記
事
が
あ
る
が
、
「
覚
書
」

自
体
の
記
述
の
流
れ
か
ら
み
て
幼
い
頃
の
一
連
の
難
儀
、
難
渋
の
事

柄
に
中
心
が
置
か
れ
た
記
述
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
真
鍋
「
三
十
三

才
の
教
祖
」
八
八
頁
注
②
）
。

⑫
「
弘
化
四
丁
未
九
月
十
七
日
夜
五
つ
出
産
、
女
生
ま
れ
、
お
ち
せ
と

名
つ
け
。
右
の
女
お
ち
せ
未
明
よ
り
病
気
な
り
。
医
師
二
人
も
つ
け
、

祈
念
、
講
中
、
親
類
の
ご
や
っ
か
い
に
相
成
り
候
。
一
日
医
師
両
人

も
薬
り
（
治
療
し
て
晩
に
は
病
死
仕
り
候
。
年
号
変
わ
り
、
嘉
永
元

戊
申
六
月
十
三
日
こ
と
」
（
「
覚
書
」

2
1
1
）0

⑮
「
農
耕
者
と
の
懇
談

l
「
覚
」
資
料
収
集

l
I」
金
光
大
神
関
係
資

料
六
O
二
l
一
、
三
四
1
三
九
頁
。

＠
天
然
痘
。
急
激
な
発
熱
と
頭
痛
、
筋
肉
痛
、
眠
吐
を
と
も
な
い
発

疹
が
現
れ
る
疫
病
。
頻
繁
に
流
行
を
繰
り
返
し
た
江
戸
時
代
に
は
死

因
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
鈴
木
「
江
戸
の
医

療
風
俗
事
典
』
五
九
1
六
O
頁）。

⑮
「
覚
書
」
に
は
「
次
男
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
槙
右
衛
門

が
死
去
し
た
た
め
に
、
生
き
て
い
る
子
供
の
順
番
で
い
え
ば
茂
平
が

二
番
目
の
男
子
に
な
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
大
谷
村
の
隣
村
佐
方
村
の
神
職
神
田
大
和
の
下
社
家
と
し
て
、
大

谷
村
の
社
や
桐
な
ど
の
神
職
を
務
め
た
人
物
（
「
金
光
教
教
典
人
物
誌
』

(10343) 



41 

金
光
教
本
部
教
庁
、
一
九
九
四
年
、
一
四
七
頁
）
。

⑪
神
職
等
は
「
な
ん
と
思
い
わ
け
の
よ
い
人
じ
ゃ
の
う
。
う
ち
ら
に
は
、

み
な
そ
ろ
う
て
し
あ
げ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
礼
を
受
け
た
こ
と
な
し
」

（「覚書」

2
l
m｜
3
）
と
の
声
を
上
げ
た
と
い
う
。

⑮
午
の
死
を
子
供
の
死
の
ま
つ
り
か
え
と
思
お
う
と
す
る
金
光
大
神

の
気
持
ち
が
、
「
私
は
、
帰
り
て
も
、
牛
を
見
る
も
い
じ
ら
し
し
、

思
い
わ
け
い
た
し
」
（
「
覚
書
」

2

1
日
｜
7
、
傍
点
筆
者
）
と
の
記
述
に

表
れ
た
と
読
め
な
く
も
な
い
。

⑩

昭

和

五

0
1六
0
年
代
に
か
け
て
本
所
が
実
施
し
た
調
査
で
も
岡

山
県
内
で
屋
内
に
金
神
を
祭
相
す
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
「
金
神
崇
り
」
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
祈
祷
者
の
指
導

の
も
と
に
講
じ
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
開
成
敏
正
「
金
神
と
そ
の

信
仰
の
諸
相
に
つ
い
て
l
民
間
陰
陽
道
・
金
神
信
仰
調
査
か
ら
｜
」
紀
要
『
金
光

教
学
」
第
二
八
号
、
一
九
八
八
年
、
一
四
六
頁
）
。

⑩
前
掲
「
農
耕
者
と
の
懇
談
I
」
一
一
一
六

i
一一ニ
O
頁。

⑪
藤
井
潔
は
「
覚
帳
」
の
執
筆
開
始
時
期
を
、
慶
応
三
年
一
一
月

二
四
日
か
ら
明
治
元
年
の
頃
と
推
測
し
て
い
る
（
「
「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」

の
執
筆
開
始
時
点
に
関
す
る
考
察
」
紀
要
「
金
光
教
学
』
第
二
四
号
、
一
九
八
四
年
、

八
三
頁
）
。
同
論
考
で
は
「
覚
帳
」
の
記
述
は
明
治
元
年
を
境
と
し
て

回
顧
的
な
記
述
か
ら
同
時
進
行
的
な
記
述
へ
移
行
す
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
既
述
の
通
り
「
覚
書
」
の
執
筆
開
始
時
期
は
明
治
七
年
旧

一
O
月
一
五
日
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
安
政
五
年
二
一
月

二
四
日
の
記
述
は
「
覚
帳
」
に
書
か
れ
て
か
ら
約
七
年
以
上
後
に
「
覚

書
」
に
記
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

⑫
前
掲
竹
部
「
「
神
と
人
と
の
間
」
へ
の
間
い
」
二
九
七
頁
。

⑬
こ
う
し
た
議
論
は
、
鎌
田
東
二
「
神
話
的
時
間
と
超
越
体
験
」
（
前

掲
横
山
編
『
心
理
療
法
と
超
越
性
』
）
を
参
照
し
た
。

⑭
前
掲
竹
部
「
「
神
と
人
と
の
間
」
へ
の
問
い
」
二
九
九
頁
。

⑬
同
様
の
こ
と
が
「
こ
の
金
神
と
い
う
神
は
、
普
請
す
る
に
、
知
ら

ず
に
す
れ
ば
牛
馬
七
匹
、
知
っ
て
す
れ
ば
亭
主
よ
り
七
墓
築
か
す
と
、

昔
か
ら
言
い
伝
え
る
じ
ゃ
な
い
か
」
（
理
解
I
荻
原
須
喜

3
l
m）
の
「
理

解
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
世
間
で
は
普
請
と
「
七
墓
」
の

間
に
困
果
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
前
掲
竹
部
「
安
政
五
年
十
二
月
二
十
四
日
の
お
知
ら
せ
の
一
解
釈
」

四
五
頁
。
ち
な
み
に
教
祖
伝
記
『
金
光
大
神
』
〈
旧
版
〉
（
金
光
教
本
部

教
庁
）
の
注
記
を
確
認
す
る
と
一
九
五
三
年
の
刊
行
当
初
は
「
十
六
年

の
誤
か
」
と
あ
る
が
、
一
九
七
七
年
の
改
訂
版
で
「
養
父
の
死
か
ら
、

そ
の
十
七
回
忌
ま
で
の
意
か
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

⑪
「
大
谷
周
辺
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
i
寂
光
院
主
見
玉
氏
よ
り
の
開

き
書
き
！
」
金
光
大
神
関
係
資
料
九

O
一
、
一
二
頁
、
『
日
本
の
神
仏

の
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
二

O
O
一
年
、
九
八
四
頁
。

⑮
金
光
大
神
は
二
頭
目
の
牛
が
死
ん
だ
直
後
の
こ
と
と
し
て
「
考
え

て
み
、
ち
ょ
う
ど
む
か
わ
り
（
一
年
目
）
、
月
日
変
わ
ら
ず
死
に
」

（「覚書」

2
1
2
0
1
2
）
と
記
し
て
お
り
、
牛
た
ち
の
死
に
ま
つ
わ
る
奇

妙
な
符
合
を
思
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
思
い
も
翌
年
に
「
七
墓
」

と
捉
え
さ
せ
る
下
地
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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⑮
川
村
邦
光
『
弔
い
論
』
青
弓
社
、
二

O
二
二
年
、
二
三

1
二
回
頁
。

な
お
金
光
真
整
も
年
忌
法
要
の
場
は
人
々
が
故
人
に
つ
い
て
語
り
合

う
中
で
同
じ
気
づ
き
を
得
や
す
い
、
と
の
住
職
の
談
話
を
紹
介
し
て

い
る
（
「
講
座
金
光
大
神
覚
（
第
九
六
回
）
」
『
金
光
青
年
」
第
一
二
八
号
、
金

光
教
青
年
会
連
合
本
部
、
一
九
七
八
年
、
一
九
1
二
O
頁）。

⑮
「
民
間
陰
陽
道
・
金
神
信
仰
に
関
す
る
調
査
記
録
（
ご
」
金
光
大

神
関
係
資
料
九
五
O
、
二
一
頁
、
桜
井
徳
太
郎
編
『
民
間
信
仰
辞
典
』

東
京
堂
出
版
、
一
九
八
O
年
、
一
二
七
頁
。

⑪
島
薗
進
は
金
光
大
神
が
そ
の
前
半
生
に
抱
え
た
恐
れ
の
母
胎
は
精

霊
へ
の
も
の
だ
っ
た
と
し
、
金
神
や
厄
年
へ
の
恐
れ
の
大
部
分
は
こ

の
母
胎
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
精
霊
へ

の
恐
れ
は
対
象
化
し
に
く
い
た
め
、
金
光
大
神
を
さ
し
あ
た
り
恐
れ

の
対
象
と
は
無
縁
な
宗
教
的
行
為
へ
駆
り
立
て
た
（
「
実
意
丁
寧
神
信

心
」
）
と
し
て
い
る
（
「
金
神
・
厄
年
・
精
霊

i
亦
沢
文
治
の
宗
教
的
孤
独
の
生

成

i
」
『
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
論
集
』
第
五
号
、
一
九
八
O
年
）
。
精
霊

へ
の
恐
れ
に
収
紋
さ
せ
る
議
論
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
、

対
象
化
し
が
た
い
恐
れ
を
抱
え
て
い
た
と
の
指
摘
は
金
光
大
神
の
不

安
を
考
察
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

⑫
こ
の
時
、
家
族
や
親
類
が
集
っ
て
神
へ
の
祈
願
を
捧
げ
、
義
弟
古

川
治
郎
を
通
し
て
神
か
ら
告
げ
ら
れ
た
の
が
、
「
普
請
わ
た
ま
し
に
つ

き
、
豹
尾
、
金
神
に
無
礼
い
た
し
」
（
「
覚
書
」

3
1
4
1
5
）
と
の
言
葉

だ
っ
た
。

⑮
「
覚
書
」
に
至
っ
て
「
四
つ
足
」
と
記
述
さ
れ
る
の
は
、
午
二
頭
の

死
も
ま
た
時
を
経
て
金
神
無
礼
に
対
す
る
臆
い
と
し
て
の
意
味
を
増

し
て
い
る
一
つ
の
証
左
か
も
知
れ
な
い
。

⑪
竹
部
弘
は
「
十
七
年
の
間
に
七
墓
築
か
し
た
」
と
の
流
れ
の
中
で
、

神
が
こ
れ
を
押
し
止
め
よ
う
と
し
つ
つ
も
結
果
的
に
そ
こ
へ
至
っ
て

し
ま
う
様
相
を
神
の
「
苦
労
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
（
前
掲
「
「
神
と
人

と
の
閲
」
へ
の
問
い
」
三
O
四頁）。

⑮
二
女
（
安
政
六
年
）
、
五
男
（
同
）
、
三
女
（
同
）
、
三
男
（
文
久
二

年
）
、
四
男
（
慶
応
三
年
）
、
妻
（
明
治
五
年
）
。

⑮
現
存
す
る
「
覚
書
」
（
金
光
宅
古
筆
写
本
）
の
本
文
一
八
二
頁
の
う

ち
、
同
記
述
は
約
八
頁
を
占
め
る
。

⑪
昼
の
仕
事
が
終
わ
っ
て
午
後
二
時
頃
に
と
る
食
事
の
こ
と
（
前
掲
歪

光
教
教
典
用
語
辞
典
』
三
六
二
頁
）
。

⑮
「
私
、
天
地
金
乃
神
様
へ
お
願
い
。
祈
念
し
て
も
せ
い
で
も
一
つ
こ

と
、
し
よ
う
と
思
え
ば
せ
い
、
せ
ん
よ
り
よ
か
ろ
う
、
と
お
知
ら
せ
。

お
城
、
心
経
五
六
巻
あ
げ
。
も
う
よ
し
。
暮
れ
六
つ
ま
で
は
、
ま
だ

聞
が
あ
る
。
ほ
ど
の
う
験
を
や
る
。
一
口
泣
い
て
も
験
、
も
の
言
う

て
も
験
ぞ
、
と
お
知
ら
せ
」
（
「
覚
書
」

7
1
7
1
5
1
6
）。

⑮
当
時
の
金
光
大
神
の
心
境
は
、
参
拝
者
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に

も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
：
・
〕
困
っ
た
も
の
じ
ゃ
、
三
人
も
死
ん
で
、

世
間
へ
対
し
て
も
風
が
悪
い
、
今
夜
の
内
に
世
間
へ
は
沙
汰
せ
ず
、

そ
う
め
ん
箱
に
で
も
入
れ
て
、
薮
の
中
へ
で
も
、
い
け
や
う
と
思
ひ

［
：
山
」
（
『
言
行
録
3
』
吉
原
良
三
の
伝
え
一
八
八
七
）
。

⑩
吋
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
一
一
五
二
頁
。
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⑪
片
岡
と
同
様
に
、
度
重
な
る
子
供
の
死
を
契
機
と
し
て
大
谷
に
初

め
て
参
拝
し
た
石
原
銀
造
は
、
金
光
大
神
か
ら
「
此
方
も
子
供
に
難

儀
を
し
て
、
逆
さ
ま
の
葬
式
を
た
く
さ
ん
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
方
と
、
よ
く
話
が
合
う
な
あ
」
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
金
神
を
封
じ

て
い
る
こ
と
を
打
ち
明
け
る
と
、
「
扉
を
あ
け
放
し
て
」
神
へ
信
心
す

る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
（
理
解
E
石
原
銀
造
l
）
。
ち
な
み
に
こ
の

伝
え
は
、
藤
田
円
造
へ
の
聴
取
（
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
が
明
治
四
三
年

実
施
）
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
。
一
方
で
藤
田
に
よ
る
後
年
（
昭
和
二
六
年
）

の
記
録
で
は
、
石
原
の
初
参
拝
時
に
お
け
る
金
光
大
神
の
言
葉
は
以

下
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
「
銀
造
さ
ん
、
よ
く
御
参
り
な
さ
っ
た

の
1
。
ち
ょ
う
ど
此
方
と
同
じ
様
に
逆
様
の
葬
れ
ん
を
数
々
出
さ
れ

た
の
l
。
然
し
、
金
神
様
は
た
た
り
さ
わ
り
な
き
る
神
様
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
御
信
心
を
な
さ
い
、
御
蔭
頂
け
ま
す
」
（
「
石
原
銀
造
師
に
就
い

て
〈
藤
田
円
造
書
簡
〉
」
奉
修
所
資
料
一
五
）
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
石
原
は

そ
れ
か
ら
毎
月
、
二
一
里
（
約
四
八
回
）
余
り
の
道
を
参
拝
し
た
と
さ

れ
る
。
こ
ち
ら
の
伝
え
で
は
金
光
大
神
の
言
葉
は
「
御
信
心
し
な
さ
い
、

御
蔭
頂
け
ま
す
」
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
、
一
方
的
に
信
心
を
促
す

言
葉
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
石
原
を
迎
え
入
れ
た
上
で
、

自
身
の
経
験
と
金
神
と
い
う
神
の
性
質
に
も
触
れ
な
が
ら
信
心
に
い

ざ
な
う
言
葉
に
は
、
全
体
と
し
て
先
の
伝
え
同
様
に
石
原
の
問
題
を

共
有
し
よ
う
と
す
る
金
光
大
神
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

⑫
二
一
ニ
、
四
歳
（
明
治
二
、
三
年
）
か
ら
参
拝
し
て
い
た
と
い
う
（
「
言

行
録
3
』
吉
原
良
コ
一
の
伝
え
一
八
九
二
。

⑬
「
金
光
喜
惣
治
吉
原
良
三
両
氏
調
査
記
録
」
奉
修
所
資
料

八
八
。
な
お
「
広
前
歳
書
帳
」
（
金
光
大
神
の
祈
念
帳
）
に
お
け
る
明

治
三
年
二
月
二
日
の
以
下
の
記
述
か
ら
、
義
母
が
金
子
大
明
神
の
神

号
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
「
よ
し
ゃ
」
と
は
吉
原
家
が
営
ん
で
い

た
呉
服
屋
の
屋
号
〈
吉
屋
〉
で
あ
る
〈
「
金
光
教
教
典
お
知
ら
せ
事
覚
帳
注
釈
』

金
光
教
本
部
教
庁
、
一
九
八
九
年
、
二
八
一
頁
〉
）

0

一
丸
亀
丁
よ
し
ゃ
妻
参

礼
金
子
大
明
神

⑪
吉
原
は
普
段
の
金
光
大
神
の
印
象
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

「
殆
ど
日
の
暮
れ
迄
、
坐
り
居
ら
れ
て
、
話
を
下
さ
れ
、
よ
く
話
が
合

ひ
、
話
が
面
白
く
な
り
て
、
次
第
に
話
が
身
に
し
み
て
何
処
ら
に
値

打
ち
が
あ
る
か
知
ら
ぬ
が
、
だ
ん
だ
ん
深
く
な
り
て
、
へ
い
、
と
言

ふ
様
な
り
き
、
私
が
行
く
の
を
待
っ
て
居
っ
て
下
さ
れ
て
話
さ
れ
た

り
」
（
『
言
行
録
3
』
古
原
良
三
の
伝
え
一
八
九
二
）

0

⑮
そ
の
点
、
金
光
大
神
も
養
家
の
継
嗣
に
成
り
得
た
義
弟
が
死
去
し

養
子
の
自
分
が
生
き
残
っ
た
た
め
、
吉
原
が
か
つ
て
の
自
身
に
重
な
っ

て
見
え
も
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑮
夫
妻
に
は
長
男
（
七
歳
）
と
長
女
（
四
歳
）
が
い
た
（
前
掲
「
金
光
喜
惣

治
吉
原
良
三
両
氏
調
査
記
録
」
）

0

⑪
前
掲
「
金
光
喜
惣
治
吉
原
良
三
両
氏
調
査
記
録
」
。
な
お
「
広

前
歳
書
帳
」
に
は
そ
の
後
も
吉
原
が
家
族
で
参
拝
し
て
い
る
記
事
が

散
見
す
る
。
ま
た
「
覚
帳
」
に
は
明
治
一
四
年
旧
九
月
一
一
一
日
に
吉

原
が
参
拝
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
（
「
覚
帳
」
お
｜
却
）
。
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44 

⑮
こ
の
場
合
の
金
光
大
神
の
心
情
は
、
家
族
に
「
死
な
れ
た
」
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
家
族
を
「
死
な
せ
た
」
と
い
う
表
現
が
当
て
は
ま
る

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
「
死
な
せ
た
」
と
い
う
局
面
に
お
い
て
は
、

自
身
へ
の
責
め
、
自
己
処
罰
、
加
害
者
の
感
情
等
を
抱
き
、
こ
の
加

害
感
情
の
中
で
死
者
か
ら
「
な
ぜ
お
前
は
生
き
て
い
ら
れ
る
の
か
」

と
の
詰
問
に
晒
さ
れ
る
思
い
が
湧
き
起
こ
る
と
さ
れ
る
（
前
掲
鷲
田
「
死

な
れ
る
と
い
う
こ
と
」
一
四
三
頁
）
。

⑩
以
下
の
「
理
解
」
は
別
の
場
面
で
語
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
吉
原
の

妻
と
義
母
の
死
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。

「
ご
信
心
し
て
お
る
の
に
死
ん
だ
り
す
る
と
、
お
か
げ
が
な
か
っ
た
と

言
う
て
、
信
心
を
や
め
る
者
が
あ
る
が
、
信
心
し
て
も
死
ぬ
る
者
は
、

う
ち
の
者
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
お
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
後
々
の

者
が
ご
信
心
し
て
達
者
で
繁
盛
せ
ぬ
と
、
せ
っ
か
く
の
身
代
わ
り
に

な
っ
た
者
を
犬
死
に
を
き
し
た
こ
と
に
な
り
、
な
お
不
幸
せ
が
続
く

こ
と
が
あ
る
ぞ
。
う
ち
の
者
が
難
に
負
け
ぬ
ご
信
心
を
す
る
こ
と
が

第
一
ぞ
」
（
理
解
E
尋
求
教
語
録
部
）
。

ま
た
大
喜
田
喜
三
郎
も
信
心
を
始
め
て
後
に
二
人
の
子
供
を
亡
く

し
た
経
験
を
持
つ
が
、
金
光
大
神
は
大
喜
田
に
対
し
て
自
分
の
経
験

を
話
し
た
上
で
「
信
心
を
途
中
で
投
げ
て
は
な
ら
な
い
」
（
理
解
E
大
喜

田
喜
三
郎
1
）
と
諭
し
た
と
い
う
。

⑮
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
金
光
大
神
は
、
他
に
も
多
く
の
家
族

の
死
に
出
合
っ
て
い
る
（
叔
父
、
実
弟
、
養
母
、
孫
他
）
。
そ
の
う
ち

で
も
実
父
母
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
嘉
永
四
（
母
・
六
九
歳
）
、
六
年

（
父
・
七
七
歳
）
に
死
去
し
て
い
る
が
「
覚
書
」
「
覚
帳
」
に
そ
の
記

事
を
見
る
こ
と
は
出
来
ず
、
金
光
大
神
に
よ
る
受
け
止
め
の
様
相
は

窺
い
知
ら
れ
な
い
。
そ
う
と
し
て
本
論
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
自
身
の
生
に
直
結
し
願
い
を
か
け
ら
れ
て
き
た
父
母
へ
の

思
い
が
、
金
光
大
神
の
存
在
全
体
に
溶
け
込
む
よ
う
に
し
て
言
葉
に

に
し
ひ
ら

反
映
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
西
側
の
墓
地
（
金

光
教
本
部
総
合
庁
舎
の
西
に
位
置
す
る
墓
地
）
に
あ
る
平
板
の
墓
石

に
は
、
中
央
に
「
金
光
家
遠
祖
歴
世
親
族
家
族
之
奥
城
」
と
刻
ま
れ
、

そ
の
右
側
に
「
金
［
光
た
郎
左
衛
庁
初
代
」
（
養
家
の
始
祖
）
、

「
金
た
俳
朴
」
（
養
母
）
、
「
金
光
た
郎
全
衛
庁
」
（
養
父
）
、
左
側
に

「
金
光
亀
太
郎
」
（
長
男
）
、
「
金
光
槙
右
衛
門
」
（
二
男
）
、

「
金
光
知
勢
」
（
長
女
）
ら
家
族
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

本
稿
で
論
じ
て
き
た
家
族
の
名
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
土

地
の
人
は
こ
の
墓
を
俗
に
「
七
墓
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
金
光
真
整
は
七
行
の
文
字
が
刻
ん
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
推

測
し
て
い
る
（
『
聖
跡
を
め
ぐ
り
で
』
金
光
教
徒
社
、
一
九
五
九
年
、
六
六
1

六
七
頁
）
。

⑪
金
光
教
甘
木
教
会
親
厚
会
編
『
安
武
松
太
郎
師
』
金
光
教
甘
木
教
会
、

一
九
八
九
年
、
一
四
八

1
一
五
O
頁。

⑫
他
宗
で
は
真
如
苑
の
よ
う
に
開
祖
の
子
の
死
が
元
と
な
り
教
義
が

導
か
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
。
同
教
の
開
祖
伊
藤
真
乗
・
友
司
夫
妻
は

布
教
活
動
を
開
始
し
た
後
に
、
長
男
（
満
一
歳
一

0
ヶ
月
・
昭
和
二
年
没
）

と
二
男
（
満
一
五
歳
・
同
二
七
年
没
）
を
病
気
で
亡
く
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
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自
分
の
積
ん
だ
功
徳
を
他
者
の
た
め
に
差
し
出
し
、
他
者
の
苦
し
み

を
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
抜
苦
代
受
」
と
の
考
え
方
が
生

ま
れ
た
と
い
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
生
前
の
長
男
は
信
徒
ら
の
病

気
と
同
じ
症
状
を
示
し
た
た
め
彼
が
皆
の
病
気
災
難
を
引
き
受
け
て

い
る
と
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
二
男
の
闘
病
生
活
は
教

団
が
法
難
を
乗
り
越
え
る
時
期
と
重
な
る
為
そ
の
死
と
引
き
替
え
に

教
団
が
存
続
し
た
、
と
の
受
け
止
め
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
あ
る
（
「
摂

受
心
院
」
刊
行
会
編
『
摂
受
心
院
｜
ほ
と
け
の
心
を
生
き
る
｜
』
中
央
公
論
新
社
、

二
O
一
二
年
）
。
同
教
で
は
開
祖
の
布
教
開
始
後
に
二
人
が
天
折
し
た

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
開
祖
の
信
仰
と
の
関
わ
り
で
よ
り
厳
し

く
求
め
ら
れ
た
結
果
、
教
義
化
に
至
っ
た
と
も
解
さ
れ
る
。
と
は
言

え
金
光
大
神
も
参
拝
者
に
度
々
自
身
の
経
験
を
語
っ
て
い
た
事
実
か

ら
は
、
晩
年
ま
で
家
族
の
死
か
ら
信
仰
を
問
題
に
し
た
実
際
が
窺
わ

れ
、
そ
う
し
た
動
き
全
体
か
ら
導
か
れ
る
意
味
を
求
め
続
け
る
意
義

は
大
き
い
だ
ろ
う
。
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資
料
解
題管

長
家
資
料
に
見
る
神
道
金
光
教
会
設
立
初
期
の
諸
相

(10349) 

女子

光

lま

じ

め

平
成
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
約
二
万
点
に
の
ぼ
る
明
治
年
代
の
資
料
が
、
本
所
に
収
集
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
資
料
管
理
上
の

①
 

理
由
か
ら
、
既
存
の
資
料
群
と
同
一
に
扱
う
こ
と
と
せ
ず
、
「
管
長
家
資
料
」
と
名
付
け
て
一
括
管
理
さ
れ
、
現
在
、
教
学
研
究
に
供
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
資
料
群
は
、
金
光
萩
雄
、
金
光
宅
吉
の
筆
に
な
る
も
の
や
、
「
金
光
家
」
と
記
さ
れ
た
大
正
期
の
帳
面
類
も
散
見
す
る
が
、
そ
の

大
半
は
神
道
金
光
教
会
期
（
明
治
一
八
1
三
三
年
）
の
教
務
資
料
で
あ
る
。
そ
の
中
の
教
制
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
本
所
編
纂
の

『
教
団
史
基
本
資
料
集
成
〈
上
下
巻
〉
』
（
二
O
O
一
年
）
に
掲
載
し
、

一
般
の
閲
覧
、
利
用
に
も
供
し
て
い
る
。

②
 

こ
の
資
料
群
の
収
集
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
当
時
の
実
態
を
う
か
が
う
に
は
、
主
と
し
て
佐
藤
範
雄
「
信
仰
回
顧
六
十
五
年
』
（
以
下
、

『
信
仰
回
顧
』
と
略
記
）
に
頼
る
他
な
か
っ
た
研
究
状
況
が
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
取
り
組
ま
れ
た
研
究
で
は
、

講
社
の
帳
簿
と
も
い
う
べ
き
「
神
道
金
光
教
会
講
社
結
収
人
員
録
」
（
以
下
、
「
人
員
録
」
と
略
記
）
を
基
に
神
道
金
光
教
会
設
立
後
の
講
社

③
 

結
収
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
り
、
教
団
と
し
て
の
組
織
整
備
の
過
程
が
研
究
成
果
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か



④
 

に
も
、
「
復
祭
届
」
を
用
い
て
地
域
に
お
け
る
信
仰
実
態
の
究
明
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
成
果
を
得
て
き
て
い
る
中
で
、
改
め
て
管
長
家
資
料
が
収
集
さ
れ
る
以
前
の
研
究
を
読
み
返
す
と
き
、
資
料
的
制
約
が

踏
み
込
ん
だ
言
及
の
可
否
に
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
、
管
長
家
資
料

を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
こ
の
論
文
は
ど
の
よ
う
な
論
述
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
恩
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
資

料
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
留
保
せ
ず
に
済
ん
だ
の
に
と
い
う
、
か
つ
て
の
研
究
者
の
声
が
直
に
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
の
管
長
家
資
料
収
集
か
ら
二

O
年
と
い
う
歳
月
を
経
、
ま
た
そ
の
後
の
本
所
の
調
査
に
よ
っ
て
関
連
す
る
資
料
も
い
く
つ

か
収
集
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
研
究
の
動
き
に
応
じ
て
資
料
が
収
集
さ
れ
、
収
集
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
研
究
が
動
く
と
い
う
、

極
め
て
当
た
り
前
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
資
料
の
存
在
意
義
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
管
長
家
資
料
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
史
実
を
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
と
の
関
わ
り
で
検
討
し
な
が
ら
、
同
資
料
が
神
道
金
光
教
会
設
立
期
の
歴

史
的
様
相
解
明
に
寄
与
し
う
る
一
端
を
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
収
集
資
料
の
紹
介
、
延
い
て
は
、
本
所
に
お
け

る
資
料
管
理
、
編
纂
業
務
の
確
認
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

以
下
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
管
長
家
資
料
の
概
要
並
び
に
神
道
金
光
教
会
本
部
の
教
務
組
織
機
構
に
つ
い
て
摘
記
し
て
お
く
。
第
二

章
で
は
教
勢
実
態
把
握
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
人
員
録
」
に
注
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
調
製
さ
れ

た
の
か
を
、
諸
資
料
と
の
対
照
を
通
じ
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
で
は
、
山
口
県
東
部
の
講
社
結
収
を
事
例
に
、
先
行
研
究
を

参
照
し
つ
つ
、
管
長
家
資
料
と
の
関
わ
り
で
浮
上
す
る
歴
史
的
様
相
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
引
用
資
料
の
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
（
た
だ
し
、
稿
末
別
表
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）
。
ま
た
、
資

(10350) 
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料
中
の
人
名
に
つ
い
て
は
誤
記
と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
そ
の
ま
ま
記
し
、
適
宜
、
〔
＊
〕
を
用
い
て
正
字
を
示
し
た
。
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第
一
章

管
長
家
資
料
の
概
要
並
び
に
神
道
金
光
教
会
本
部
の
教
務
組
織
機
構

(10351) 

ー
、
管
長
家
資
料
の
概
要

管
長
家
資
料
の
大
半
を
占
め
る
教
務
資
料
は
、
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

神
道
金
光
教
会
設
立
、
神
道
金
光
教
会
講
社
結
収
・
役
員
撰
挙
、
八
刀
・
支
教
会
所
設
立
、

教
導
職
・
教
師
任
免
、
伝
習
、
復
祭
、
そ
の
他

こ
の
中
で
も
神
道
金
光
教
会
講
社
結
収
に
関
す
る
資
料
が
多
く
を
占
め
、
「
講
社
加
入
願
」
を
綴
っ
た
「
講
社
署
名
簿
」
は
少
な
い
も
の
の
、

講
社
役
員
の
撰
挙
状
及
び
受
書
と
い
っ
た
書
類
や
、
そ
れ
ら
を
取
り
纏
め
た
帳
簿
類
か
ら
、
講
社
の
結
収
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
神
道
本
局
や
分
支
教
会
所
等
に
宛
て
た
書
類
の
諸
達
書
控
も
あ
り
、
本
部
の
事
務
内
容
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

⑤
 

こ
の
他
、
金
光
萩
雄
の
明
治
一
二

O
年
前
半
の
日
記
、
金
銭
支
払
帳
、
金
光
宅
吉
の
「
惣
氏
子
乃
お
か
け
お
請
る
心
得
方
乃
人
名
覚
帳
」

⑥
 

（
左
写
真
）
、
古
川
古
埜
の
「
休
所
御
願
」
、
「
早
馬
神
社
当
番
費
用
控
」
、
「
金
光
家
」
と
記
さ
れ
た
「
諸
出
人
使
記
載
帳
」
・
「

O
O御
通
」

⑦
 

と
い
っ
た
帳
面
が
あ
り
、
教
祖
の
子
息
の
足
跡
や
、
地
域
と
の
関
わ
り
、

明
撃
柏
戸
レ
年
寄
長
A
7
2
7

生
活
環
境
の
側
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま

ゆ
伊
良
イ

Z
Z
Z
M倉
え
ゑ
漁

で
本
所
で
は
収
集
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
部
類
の
多
数
の
資
料
を
収
め
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
神
道
金
光
教
会
の
教
務
全
般
に
対
し
て
収
集

分
が
ど
れ
ほ
ど
の
量
に
あ
た
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
可



能
な
限
り
神
道
金
光
教
会
設
立
後
に
実
施
さ
れ
た
、
講
社
結
収
の
具
体
的
様
相
を
次
に
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

2
、
神
道
金
光
教
会
本
部
の
教
務
組
織
機
構
に
つ
い
て

ま
ず
、
講
社
結
収
の
取
り
運
び
に
関
わ
っ
た
事
務
進
達
の
一
連
の
流
れ
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

明
治
一
八
年
四
月
一
五
日
、
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
が
定
め
ら
れ
「
金
光
教
会
講
社
結
収
之
件
御
願
」
が
神
道
管
長
宛
に
提
出
さ
れ

⑧
 

る
。
こ
の
願
書
は
、
賀
茂
神
社
嗣
掌
金
光
萩
雄
、
信
徒
総
代
藤
井
恒
次
郎
、
川
手
与
次
郎
、
教
会
創
設
係
佐
藤
範
雄
、
白
神
新
一
郎
、

⑨
 

近
藤
輿
三
郎
を
願
出
入
と
し
、
備
中
神
道
事
務
分
局
を
経
由
し
て
五
月
一

O
日
に
進
達
さ
れ
、
六
月
二
日
付
で
神
道
管
長
稲
葉
正
邦
よ

り
認
可
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
教
場
設
置
を
地
方
庁
へ
出
願
す
る
旨
の
指
示
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
六
月
一

O
日
付
で
金
光
教
会
所
設
置

⑩
 

願
を
岡
山
県
令
に
提
出
、
二
二
日
付
で
認
可
、
翌
六
月
一
四
日
に
は
金
光
萩
雄
の
教
長
推
戴
を
願
い
出
、
同
月
二
三
日
付
で
認
可
さ
れ

⑫
 

い
そ
し
て
い
よ
い
よ
講
社
結
収
に
取
り
か
か
る
べ
く
、
そ
の
手
続
き
方
途
を
明
文
化
し
た
「
金
光
教
会
講
社
結
収
手
続
大
意
」
（
以
下
、

⑬
 

「
手
続
大
意
」
と
略
記
）
を
取
り
纏
め
七
月
五
日
付
で
神
道
管
長
宛
に
届
け
出
た
。
こ
の
「
手
続
大
意
」
で
は
、
「
講
社
署
名
簿
」
の
書
式
や

⑭
 

各
種
届
出
書
類
の
雛
形
を
記
載
し
、
講
社
結
収
の
取
り
運
び
方
を
具
体
的
に
示
す
と
共
に
、
分
支
教
会
所
等
の
規
定
も
条
文
化
し
て
講

⑮
 

社
と
の
関
係
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
手
続
大
音
色
と
同
日
に
「
金
光
教
会
講
社
役
員
所
持
ノ
提
灯
及
ヒ
旗
印
ノ
義
ニ
付

⑮

⑪

 

御
願
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
分
支
教
会
所
が
設
立
さ
れ
て
い
な
い
府
県
下
で
の
講
社
結
収
方
途
、
「
金
光
教
会
職
制
」

⑬

⑮

⑮

 

制
定
、
金
光
教
教
師
の
撰
挙
、
金
光
教
会
教
級
制
定
等
、
そ
れ
ぞ
れ
照
会
や
伺
を
た
て
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
で
制
定
し
て
い
な
か
っ

49 

次
に
、
講
社
結
収
の
実
態
を
見
て
い
く
前
に
、
神
道
金
光
教
会
本
部
の
機
構
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
「
金
光
教
会
職
制
表
」
で
は
、

(10352) 

た
事
項
が
徐
々
に
制
度
的
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
講
社
結
収
の
具
体
的
態
勢
も
調
い
実
施
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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神
事
謀
、
教
務
課
、
講
務
課
、
会
計
課
、
庶
務
課
の
五
課
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
「
該
課
の
事
務
を
負
担
す
る
」
と
だ
け
－
記
さ
れ
、
そ

⑫
 

の
業
務
内
容
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
本
部
の
送
達
控
で
あ
る
「
諸
達
書
控
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
が
発
信
し
た
主
な
内
容
を
抜
き

(10353) 

出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

神
事
課
・
教
祖
大
祭
、
講
社
結
収
祭
執
行
通
知

教
務
課
・
分
支
教
会
所
認
可
関
係
通
知
、
伝
習
、
教
導
職
・
教
師
辞
令
、
教
師
昇
級
通
知

講
務
課
・
辞
令
授
与
通
知
、
職
制
表
送
付
通
知
、
鑑
札
記
入
名
確
認
通
知

会
計
課
・
神
道
本
局
宛
幣
吊
料
上
納
書
、
拠
金
納
付
通
知
、
講
社
加
入
初
穂
金
献
納
簿
、
講
社
加
入
仇
惣
金
受
納
証

庶
務
課
・
支
教
会
所
出
願
写
送
付
指
示
、
教
師
辞
令
送
付
通
知
、
撰
挙
状
不
備
照
会
、
役
員
撰
挙
状
中
役
員
名
称
改
称
通
告

そ
れ
ぞ
れ
の
課
で
取
り
扱
っ
て
い
る
事
柄
は
、
明
治
二
三
年
に
な
っ
て
初
め
て
事
務
内
容
が
明
文
化
さ
れ
た
「
神
道
金
光
教
会
事
務

⑫
 

条
例
」
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
神
道
金
光
教
会
設
立
当
初
か
ら
同
じ
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
実
務

は
誰
が
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
当
時
の
職
員
録
の
類
は
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
、
撰
挙
状
、
受
書
等
の

資
料
か
ら
確
認
す
る
し
か
な
い
。

以
下
、
時
系
列
で
示
す
と
、
明
治
一
八
年
八
月
二
八
日
付
で
藤
井
恒
次
郎
が
本
部
会
計
係
、
明
治
一
九
年
二
月
二
六
日
付
で
古
川
才

士
口
が
講
務
係
、
藤
井
鶴
次
郎
が
庶
務
係
に
そ
れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
明
治
一
九
年
三
月
九
日
付
で
近
藤
輿
三
郎
が
教
務
課
長
に
就

い
て
い
る
。
以
上
は
資
料
か
ら
把
握
で
き
る
も
の
だ
が
、
神
事
課
の
人
名
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
他
、
「
金
光
教
会
職
制
表
」
で

は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
務
取
次
係
と
い
う
役
職
が
あ
り
、
佐
藤
範
雄
の
推
挙
を
も
っ
て
明
治
一
八
年
八
月
一
日
付
で
藤
井
恒
次
郎
、

古
川
才
吉
、
藤
井
鶴
次
郎
の
三
名
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
本
部
に
提
出
さ
れ
た
「
講
社
署
名
簿
」
の
表
紙
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
名
が
入
つ



た
事
務
取
次
係
の
角
印
が
押
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
で
き
、
他
の
人
名
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
他
資
料
か
ら
、
事
務
取
次
係
が
講
務

⑫
 

課
宛
に
進
達
書
を
も
っ
て
「
講
社
署
名
簿
」
を
受
け
渡
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
書
類
等
の
受
信
及
び
該
当
課
へ
の
案
件
の
回
付

が
事
務
取
次
係
の
主
た
る
業
務
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
人
名
が
確
認
で
き
た
の
は
四
人
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
一
年
一

O
月
頃
、
各
課
に
は
主
務
員
、
係
員
が
配
さ
れ
態
勢
が
整

い
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
人
名
と
し
て
は
、
神
事
課
主
務
員
｜
金
光
宅
吉
、
係
員
｜
佐
藤
範
雄
、
教
務
課
主
務
員
｜
佐
藤

範
雄
、
講
務
課
主
務
員
｜
金
光
金
吉
、
係
員
｜
古
川
才
吉
、
会
計
課
主
務
員
i
藤
井
恒
次
郎
、
係
員
！
安
部
喜
三
郎
、
庶
務
課
主
務
員

⑫
 

ー
藤
井
鶴
次
郎
、
係
員
｜
藤
井
恒
次
郎
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
点
で
、
教
務
課
長
で
あ
っ
た
近
藤
血
八
三
郎
の
名
が
見
当
た

ら
な
く
な
り
、

一
方
で
こ
こ
で
初
め
て
確
認
で
き
る
名
も
あ
る
が
、
藤
井
恒
次
郎
、
藤
井
鶴
次
郎
、
古
川
才
吉
は
神
道
金
光
教
会
設
立

当
初
か
ら
本
部
の
事
務
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
相
互
に
補
い
あ
う
な
ど
、
少
人
数
で
用
務
を
進
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

で
は
、
講
社
結
収
に
必
要
な
事
務
手
続
き
は
ど
の
よ
う
に
周
知
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
道
金
光
教
会
設
立
認
可
の
こ
と
は
、
創
設

係
で
あ
っ
た
白
神
新
一
郎
、
近
藤
輿
三
郎
、
佐
藤
範
雄
を
中
心
に
信
仰
的
手
続
関
係
で
伝
達
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
手
続
関
係
に
な
い
者
は
、

金
光
宅
吉
の
奉
仕
す
る
広
前
や
金
乃
神
社
へ
の
参
詣
の
際
に
知
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
講
社
結
収
の
こ
と
は
、
そ
の
と
き
に
「
手

⑮
 

続
大
意
」
に
基
づ
い
て
進
め
る
よ
う
説
明
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
公
認
教
団
の
設
立
は
布
教
者
に
と
っ
て
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
で

あ
り
、
教
導
職
の
取
得
、
教
師
の
出
願
と
と
も
に
、
講
社
結
収
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
応
じ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
講
社
署
名
簿
」

が
初
め
て
本
部
に
提
出
さ
れ
る
の
は
明
治
一
八
年
九
月
上
旬
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
時
間
で
講
社
結
収
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
「
宗

⑮
 

教
上
も
し
く
は
経
済
上
そ
の
他
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
間
で
組
織
さ
れ
た
社
会
集
団
」
で
あ
る
講
が

⑫
 

土
台
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
要
因
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
講
社
結
収
の
実
態
に
つ
い
て
次
章
で
う
か
が
う
こ
と
と
す
る
。

(10354) 
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第
二
章

講
社
結
収
事
務
の
様
相

ー
「
人
員
、
録
」

の
調
製
過
程
に
注
目
し
て

l

(10355) 

講
社
結
収
の
全
体
像
を
把
握
す
る
に
は
、
全
講
社
の
「
講
社
署
名
簿
」
の
集
計
作
業
が
必
要
と
な
る
。

「
手
続
大
意
」
に
は
、
講
社
結

収
の
届
出
は
、
「
講
社
署
名
簿
」
三
部
（
本
部
用
、
分
支
教
会
所
用
、
講
社
用
）
と
講
社
役
員
の
撰
挙
状
を
合
わ
せ
て
提
出
す
る
こ
と
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
そ
ろ
っ
て
現
存
す
る
講
社
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
講
社
署
名
簿
」
は
各

講
社
の
戸
数
・
人
員
数
を
取
り
纏
め
収
録
し
た
「
人
員
録
」
に
転
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
一

0
0
0
冊
を
数
え
る
が
、
現
在
資
料
単

体
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
約
二

O
O
冊
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
収
集
資
料
状
況
か
ら
し
て
、
神
道
金
光
教
会
設
立
か
ら
教
団
独
立
ま

で
に
進
め
ら
れ
た
講
社
結
収
の
全
体
像
を
資
料
に
基
づ
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
状
況
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ

う
な
中
で
、
本
章
で
は
、
管
長
家
資
料
に
基
づ
い
て
、
講
社
結
収
事
務
の
実
態
的
様
相
を
浮
か
ば
せ
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
ま
ず
、
該

当
資
料
を
確
認
し
て
い
く
。

ー
、
資
料
状
況

ア
、
「
講
社
結
収
人
名
簿
順
序
控
帳
」

手詳報
ニヰムこ
ヨ 官 官 >"--

りうそ平

⑫
 

「
講
社
結
収
入
名
簿
順
序
控
帳
」
（
上
部
写
真
。
以
下
、
「
順
序
控
帳
」
と
略
記
）
は
、

九
葉
か
ら
な
る
横
帳
で
、
表
紙
に
は
「
第
十
一
月
ヨ
リ
」
と
あ
る
が
、
明
治
一
八

年
九
月
二
七
日
か
ら
明
治
一
九
年
五
月
一

O
日
の
も
の
ま
で
、
「
講
社
署
名
簿
」

の
届
出
入
七
件
の
記
述
が
あ
る
。
概
ね
日
付
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、



「
順
序
控
帳
」
と
い
う
表
題
の
と
お
り
、
初
期
段
階
に
お
け
る
受
け

入
れ
台
帳
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
記
述

内
容
は
、
日
付
、
一
戸
数
、
教
区
・
講
社
名
、
中
に
は
講
社
の
代
表

⑫
 

者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

イ
、
「
人
員
録
」

「
人
員
録
」
は
罫
紙
を
和
綴
じ
し
た
竪
帳
で
、
第
一
号
は
一
番
教

区
か
ら
二

O
番
教
区
、
第
二
号
は
一
二
番
教
区
か
ら
六
九
番
教
区

ま
で
の
計
一
七
三
組
の
講
社
に
つ
い
て
「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出

状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
次
節
か
ら
の
論
述
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応

⑩
 

じ
て
稿
末
別
表
〈
講
社
結
収
人
員
録
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
）

0

記
載
内
容
か

ら
明
治
二
三
年
以
前
の
講
社
の
全
体
像
が
う
か
が
え
る
基
礎
的
資

料
と
な
っ
て
い
る
。

一
行
目
に
教
区
番
号
、
講
社
名
、
住
所
、
次

行
か
ら
本
部
に
提
出
さ
れ
た
「
講
社
署
名
簿
」
の
受
理
年
月
日
、

戸
数
、
人
員
数
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
下
に
は
「
祭
典
済
」
と
い
う
、

⑪
 

講
社
結
収
後
仕
え
ら
れ
る
講
社
結
収
祭
と
い
う
祭
典
、
の
執
行
状
況

が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
明
治
一
二
年
五
月
調
」
と
「
明
治

53 

二
二
年
九
月
現
在
調
査
」
と
い
う
戸
数
、
人
員
の
集
計
行
も
み
ら
れ
、

(10356) 
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こ
の
集
計
に
関
わ
っ
て
か
欄
外
に
は
年
毎
の
人
員
の
増
減
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
記
載
の
特
徴
と
し
て
は
、
記
載
漏
れ
に
よ
る

(10357) 

行
間
へ
の
書
き
足
し
、
同
じ
日
に
提
出
さ
れ
た
数
行
を
一
行
に
纏
め
た
り
、
戸
数
・
人
員
数
の
訂
正
を
行
う
等
、
台
帳
の
よ
う
に
使
用

さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
（
前
頁
写
真
参
照
。
右
l
第一

O
番
教
区
正
道
組
、
左
l
第
一
二
番
教
区
敬
神
組
）
。
こ
の
他
、
記
載
内
容
か
ら

う
か
が
え
る
こ
と
を
列
記
す
る
。

①
「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出
順
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
講
社
や
、
教
区
内
の
講
社
の
記
載
順
が
、
初
出
の
「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出

順
に
な
っ
て
い
な
い
教
区
が
あ
る
。

②
記
述
件
数
が
多
い
講
社
を
一
瞥
す
る
と
、
「
明
治
一
二
年
五
月
調
」
の
集
計
行
ま
で
が
規
則
的
に
整
然
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降

の
行
で
は
筆
致
が
変
わ
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

③
記
載
の
様
子
が
異
な
る
講
社
が
あ
る
。
第
三
番
教
区
大
倉
組
と
第
一
六
番
教
区
金
光
組
は
、
共
に
記
述
件
数
の
多
い
講
社
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
全
て
の
記
述
は
同
じ
筆
致
で
粗
略
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出
時
期
か
ら
、
共
に
「
明

治
二
一
年
五
月
調
」
、
「
明
治
二
二
年
九
月
現
在
調
査
」
の
集
計
行
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
な
の
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

一
七
三
組
中
、
こ
の
二
組
に
限
ら
れ
た
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
は
、
受
付
済
み
の
複
数
の
「
講
社
署
名
簿
」
を
、
あ
る
時
点
で
「
人
員
録
」
に
ま
と
め
て
一
記
載
し
た
可
能
性
が

浮
上
す
る
。
極
め
て
直
感
的
で
は
あ
る
が
、
「
明
治
一
二
年
五
月
調
」
ま
で
の
行
が
一
括
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
に
関
わ
っ
て
改
め
て
後
述
す
る
。

ウ
、
「
講
社
役
員
録
」⑫

 

「
講
社
役
員
録
」
は
罫
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
和
綴
じ
で
は
な
く
、
こ
よ
り
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で



表
題
は
な
く
、
本
所
で
の
資
料
整
理
時
に
資
料
の
性
格
を
勘
案
し
て
資
料
名
が
付
さ
れ
た
。
第
一
番
教
区
か
ら
第
一
二
番
教
区
ま
で
の

四
七
講
社
の
講
社
役
員
就
退
任
の
記
録
が
記
載
さ
れ
、
明
治
二
三
年
一

O
月
ま
で
の
追
記
が
確
認
で
き
る
。
明
治
二
二
年
一

O
月
に
結

収
さ
れ
た
講
社
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
一
一
二
年
一

O
月
以
降
に
講
社
役
員
撰
挙
状
を
基
に
取
り
纏
め
が
行
わ
れ
た
と
思
わ

⑮

⑪

 

れ
る
。
な
お
、
「
人
員
録
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
第
一
番
教
区
の
五
組
の
講
社
が
確
認
で
き
る
。

工
、
「
講
社
署
名
簿
」

「
講
社
署
名
簿
」
は
本
部
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
各
教
会
等
か
ら
収
集
し
た
も
の
が
あ
る
。
本
部
に
残
さ
れ
た
「
講
社
署
名
簿
」

に
は
、
最
終
頁
に
、
戸
数
・
人
数
の
集
計
結
果
が
調
査
日
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
数
字
は
、
「
人
員
録
」
の
記
述
と
合
致
す
る
。

こ
れ
ら
「
講
社
署
名
簿
」
か
ら
は
、

ア
ー
ウ
の
資
料
に
は
一
記
載
さ
れ
て
い
な
い
教
区
番
号
、
講
社
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本

部
に
提
出
さ
れ
た
も
の
か
ら
は
、
第
七
二
番
教
区
総
社
組
（
第
一
号
、
明
治
二
四
年
一
月
三
O
日
本
部
受
領
）
、
第
八
九
番
教
区
長
崎
組
（
第
一
号
、

明
治
ニ
四
年
七
月
一

O
日
本
部
受
領
）
、
第
一

O
五
番
教
区
豊
橋
組
（
明
治
二
九
年
四
月
九
日
本
部
受
領
）
、
第
一

O
七
番
教
区
藤
守
組
（
第
一
号
、

明
治
二
五
年
五
月
三
O
日
本
部
受
領
）
、
第
一
六
四
番
教
区
九
州
組
（
明
治
一
一

δ
年
四
月
一

O
日
本
部
受
領
）
、
第
一
九
三
番
教
区
宮
城
組
（
第
四
号
、

明
治
ニ
九
年
三
月

O
日
本
部
受
領
）
の
六
教
区
六
講
社
が
判
明
し
、
第
一
号
と
記
さ
れ
た
結
収
時
期
が
特
定
で
き
る
「
講
社
署
名
簿
」
か

ら
は
、
明
治
二
五
年
五
月
頃
に
一

O
七
番
教
区
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
人
員
録
」
で
は
明
ら
か
で
な
い
第
六
九
番
教

区
以
降
の
教
区
の
実
在
を
証
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
他
、
「
人
員
録
」
に
は
第
二
四
番
教
区
の
記
載
が
な
い
が
、
第
二
四
番
教
区
敬

⑮
 

神
組
の
「
講
社
署
名
簿
」
が
あ
り
、
欠
番
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
「
講
社
署
名
簿
」
が
ま
と
ま
っ
て
現
存
し
て
い
る
講
社
は

55 

少
な
い
が
、
管
長
家
資
料
に
は
第
六
二
番
教
区
魚
住
組
の
「
講
社
署
名
簿
」
が
一
五
冊
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
人
員
録
」
記
載
の
全
件
数

⑮
 

致
す
る
。
現
時
点
で
は
「
人
員
録
」
記
載
内
容
の
裏
付
け
が
可
能
な
唯
一
の
講
社
で
あ
る
。

に
該
当
し
、
記
載
内
容
と
も

(10358) 
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一
方
、
教
会
等
か
ら
収
集
し
た
「
講
社
署
名
簿
」
で
は
、
第
七
九
番
以
降
の
一
六
教
区
二
四
組
が
明
ら
か
に
な
り
、
教
区
番
号
が
一

(10359) 

番
大
き
い
も
の
は
、
教
団
独
立
直
前
の
時
期
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
第
二
三
五
番
教
区
草
津
組
（
明
治
三
二
年
七
月
調
製
）
で
あ
っ
た
。

＠
 

上
部
写
真
は
、
第
一
六
番
教
区
瑞
穂
組
の
「
講
社
署
名
簿
」
で
あ
る
。
表
紙
に
は
講

務
課
の
印
は
押
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
「
講
社
署
名
簿
」
の
多
く
に
み
ら
れ
る
本

部
庶
務
課
の
収
受
印
、
事
務
取
次
係
の
角
印
が
押
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
筆
致
か
ら

は
、
日
付
、
教
区
番
号
は
後
か
ら
記
さ
れ
た
印
象
を
受
け
る
。
講
社
結
収
に
際
し
て
「
講

社
署
名
簿
」
を
作
成
し
た
時
点
で
は
教
区
番
号
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
本
部
提
出
時
に
日

付
と
共
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ォ
、
「
各
府
県
所
在
神
道
金
光
教
会
分
支
及
事
務
扱
所
認
可
一
覧
表
」⑮

 

「
各
府
県
所
在
神
道
金
光
教
会
分
支
及
事
務
扱
所
認
可
一
覧
表
」
は
、
明
治
二
五
年
ま
で
に
設
置
さ
れ
た
分
支
教
会
所
及
び
講
社
事
務

所
の
記
録
で
あ
る
。
所
在
地
、
担
当
者
、
本
部
認
可
年
月
日
、
各
府
県
認
可
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。
講
社
事
務
所
に
は
教
区
番
号

も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
確
認
す
る
と
、
「
人
員
録
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
講
社
や
教
区
が
判
明
し
た
。
第
六
番
教
区
か
ら
第
六
六
番

教
区
ま
で
の
五
組
の
講
社
、
第
七
一
番
教
区
か
ら
第
一

O
O番
教
区
ま
で
の
九
教
区
九
講
社
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、
「
人
員
録
」
の
講
社
結
収
の
日
付
と
照
ら
し
合
わ
す
と
、
講
社
結
収
よ
り
も
先
に
分
支
教
会
所
を
設
置
し
た
ケ
l
ス
が
確
認
で

き
る
。
講
社
と
の
関
係
が
明
確
な
も
の
は
次
の
と
お
り
。

①
第
一
番
教
区
明
治
組
（
明
治
一
九
年
四
月
九
日
／
高
橋
藤
吉
）
と
六
候
院
西
支
教
会
所
（
明
治
一
八
年
八
月
一
八
日
付
本
部
認
可
、
同
年
二
月



五
日
付
岡
山
県
認
可
／
所
長
高
橋
藤
吉
）
。

②
第
二
番
教
区
入
田
組
（
明
治
一
八
年
二
一
月
五
日
／
瀬
戸
廉
蔵
）
と
入
国
支
教
会
所
（
明
治
一
八
年
八
月
一
九
日
付
本
部
認
可
、
同
年
二
月

二
七
日
付
岡
山
県
認
可
／
所
長
瀬
戸
廉
蔵
）
。

③
第
二

O
番
教
区
井
口
組
（
明
治
二
O
年
四
月
九
日
／
井
口
市
兵
衛
）
と
魚
棚
支
教
会
所
（
明
治
一
九
年
四
月
八
日
付
本
部
認
可
、
同
年
八
月
一
四

日
付
兵
庫
県
認
可
／
所
長
井
口
市
兵
衛
）
。

④
第
一
二
番
教
区
田
畑
組
（
明
治
二
O
年
四
月
一

O
日
／
田
畑
五
郎
右
衛
門
）
と
寺
田
支
教
会
所
（
明
治
一
九
年
四
月
二
日
付
本
部
認
可
、
同
年
六

月
九
日
付
京
都
府
認
可
／
所
長
田
畑
五
郎
右
衛
門
）
。

カ
、
神
道
金
光
教
会
本
部
宛
提
出
書
類

神
道
金
光
教
会
本
部
宛
提
出
書
類
と
し
て
、
講
社
役
員
撰
挙
状
や
復
祭
・
出
生
・
死
亡
届
等
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
殆
ど
に
、
教
区
番
号
、

⑬
 

講
社
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
も
、
「
人
員
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
番
教
区

は
「
講
社
役
員
録
」
で
判
明
し
た
二
組
を
含
め
た
一
二
組
、
第
二
番
か
ら
第
六
三
番
教
区
ま
で
の
七
組
、
第
七
三
番
教
区
か
ら
第
一
九
二

香
教
区
ま
で
の
六
三
教
区
六
三
組
の
講
社
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

キ
、
「
諸
達
書
控
」

「
諸
達
書
控
」
は
、
一
章
の

2
節
で
も
述
べ
た
が
、
本
部
の
五
課
が
ど
の
よ
う
な
実
務
を
行
っ
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
講
社
に
関
わ
る
講
社
結
収
祭
の
祭
典
執
行
通
知
の
記
述
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

57 

明
治
一
九
年
四
月
初
旬
に
神
事
課
か
ら
三
件
出
さ
れ
て
い
る
。
一
件
目
（
次
頁
写
真
）
は
祭
典
執
行
日
が
四
月
二
一
日
の
備
前
地
方

⑩

⑪

⑫
 

一
二
講
社
宛
、
一
一
件
目
は
四
月
二
二
日
執
行
の
備
後
地
方
七
講
社
宛
、
三
件
目
は
四
月
一
四
日
執
行
の
周
防
地
方
九
講
社
宛
で
あ
る
。

(10360) 
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そ
れ
ぞ
れ
宛
名
に
は
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
「
人
員
録
」
に

そ
の
住
所
を
あ
た
っ
て
講
社
を
確
定
し
、
「
講
社
役
員
録
」
等
で
宛

名
の
人
名
を
確
認
す
る
と
講
社
役
員
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

⑮
 

通
知
が
出
さ
れ
て
い
る
計
二
八
講
社
は
、
明
治
一
八
年
九
月
の
講

社
結
収
実
施
か
ら
明
治
一
九
年
三
月
ま
で
に
結
収
さ
れ
た
講
社
に

な
る
の
で
、
こ
の
時
点
に
な
っ
て
初
め
て
結
収
祭
が
仕
え
ら
れ
た

⑭
 

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
「
順
序
控
帳
」
の
「
右
祭

典
済
ミ
明
治
十
九
年
四
月
十
二
日
ヨ
リ
十
四
日
迄
」
と
の
書
き
込

み
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
通
知
文
に
は
祭
典
に
参
詣
す
る
よ
う
記
さ
れ
、
支
障
の

際
は
申
し
出
る
よ
う
但
書
が
さ
れ
て
い
る
。
四
件
目
に
あ
た
る
五

月
の
通
知
に
は
、
先
の
通
知
に
名
前
の
あ
っ
た
瀬
戸
廉
蔵
、
明
田

角
太
郎
、
環
乃
金
五
郎
、
後
藤
光
治
郎
が
宛
名
に
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
支
障
を
申
し
出
た
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
祭
典
の
案
内
が

出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(10361) 

日
主
治
処
軒
端
信
組
協
ω
例
巧
今
1
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一

白
内
同
月
初
ゾ
ー
ン

211ず
十
日
V
J
均
一
都
ノ
，
一



2
、
資
料
の
対
照
か
ら
わ
か
る
こ
と

本
節
で
は
、
前
節
に
示
し
た
資
料
を
相
互
に
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
浮
か
び
上
が
っ
た
論
点
を
以
下
に
示
す
。

ア
、
「
人
員
録
」
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て

「
順
序
控
帳
」
と
「
人
員
録
」
の
関
連
を
考
え
る
と
き
、
提
出
さ
れ
た
「
講
社
署
名
簿
」
を
順
に
記
す
「
順
序
控
帳
」
で
は
、
講
社
の

実
状
把
握
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
講
社
毎
の
取
り
纏
め
が
可
能
な
帳
簿
形
式
の
「
人
員
録
」
へ
移
行
さ
れ
た
と
い
う
資
料
の
時

間
的
な
成
り
立
ち
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
資
料
の
記
述
内
容
を
比
較
す
る
と
、
日
付
と
戸
数
が
半
数
近
く
も
一
致
し
な
い
上
、

記
載
の
な
い
も
の
が
双
方
に
あ
り
、
「
順
序
控
帳
」
の
記
載
内
容
が
「
人
員
録
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
く
、
関
連
性
を
明
確

に
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
順
序
控
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第
一
一
番
教
区
金
正
組
（
明
治
一
八
年
二
一
月
七
日
）
、
第
一
二
番
教
区
岡
山
本

組
（
明
治
一
九
年
三
月
七
日
）
、
第
一
五
番
教
区
新
神
組
（
明
治
一
八
年
一
二
月
二
・
七
日
）
の
初
出
記
事
が
「
人
員
録
」
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

講
社
結
収
日
、
教
区
初
出
時
期
（
第
一
五
番
教
区
に
つ
い
て
は
、
教
区
の
初
出
時
期
も
早
ま
る
）
を
見
直
す
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
連

し
て
、
第
六
番
教
区
敬
神
講
組
（
教
区
の
初
出
講
社
）
は
「
人
員
録
」
の
初
出
記
事
が
明
治
一
八
年
一

O
月
九
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
講

社
役
員
録
」
に
よ
る
と
、
明
治
一
八
年
九
月

日
付
で
講
社
役
員
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
事
務
進
達
上
、
こ
の
時
点
で
「
講
社
署
名
簿
」

も
提
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
第
六
番
教
区
の
初
出
時
期
も
第
一
五
番
教
区
と
共
に
早
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
教

区
の
初
出
時
期
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
先
行
成
果
で
考
察
さ
れ
た
教
区
設
定
と
教
区
番
号
付
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
考
の
余

地
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
章
の
終
わ
り
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
「
人
員
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
「
講
社
署
名
簿
」
が
あ
る
こ
と
や
、
明
治
一
一
一
一
年
に
結
収
さ
れ
た
第
一
番
教
区
の
五
組

(10362) 

59 

の
講
社
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
「
明
治
一
八
年
一

O
月
か
ら
二
四
年
二
一
月
ま
で
の
記
録
が
確
認
で
き
る
が
、
二
三



60 

⑮
 

年
四
月
以
降
、
新
設
さ
れ
た
講
社
に
つ
い
て
の
記
帳
は
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
先
行
成
果
で
の
指
摘
も
あ
っ
て
、
こ
の
間
の
「
講

(10363) 

社
署
名
簿
」
は
全
て
「
人
員
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
こ
と
を
「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
と
の
関
わ
り
で
う
か
が
っ
て
お
き
た
い
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
は
、
「
人
員
録
」
と
は
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
調
製
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
さ
れ
る
。

イ
、
「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
に
つ
い
て

「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
に
関
わ
っ
て
先
述
の
「
1
、
資
料
状
況
」
「
イ
、
「
人
員
録
」
」
の
項
で
は
、
「
極
め
て
直
感
的
で
は
あ
る
が
、
「
明

治
二
一
年
五
月
調
」
ま
で
の
行
が
一
括
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
明
治
二
一
年
に
な
っ
て
何

ら
か
の
理
由
で
講
社
の
全
容
を
把
握
す
る
要
が
生
じ
、
そ
れ
に
際
し
て
「
人
員
録
」
の
調
製
が
、
明
治
一
二
年
五
月
以
降
な
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
の
想
定
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
べ
く
、
次
に
、
資
料
か
ら
気
付
か
さ
れ
た
点
を
述
べ
る
。

①
「
順
序
控
帳
」
に
明
治
一
八
年
一

O
月
一

O
日
付
で
第
四
番
教
区
敬
恭
社
組
の
記
述
が
あ
る
が
、
「
後
月
組
改
」
と
訂
正
さ
れ
て

い
る
（
左
写
真
上
）
。
「
人
員
録
」
に
は
、
改
名
後
の
後
月
組
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
（
左
写
真
下
）
こ
と
か
ら
「
人
員
録
」
は
こ

⑮
 

の
改
名
後
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
改
名
の
願
書
は
明
治
一
九
年
四
月
一
日
付
で
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
人

員
録
」
の
第
四
番
教
区
以
降
は
少
な
く
と
も
明
治
一
九
年
四
月
以
降
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

問時勢＋

耳
ナ
!1 



②
第
一
六
番
教
区
は
、
六
組
の
講
社
が
明
治
一
九
年
一
月
一
五
日
を
初
出
と
し
て
「
講
社
署
名
簿
」
を
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
日

付
が
、
「
人
員
録
」
と
「
順
序
控
帳
」
の
対
照
か
ら
第
一
六
番
教
区
に
お
け
る
初
出
日
と
み
な
し
う
る
。
こ
の
六
組
は
同
日
付
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
人
員
録
」
に
は
連
な
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
社
の
聞
に
は
後
か
ら
結
収
さ
れ
た

一
七
組
も
の
講
社
が
さ
し
は
さ
ま
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
七
組
の
う
ち
、
「
講
社
署
名
簿
」
の
初
出
提
出
日
が
一
番
新

し
い
も
の
は
明
治
二

O
年
一

O
月
二
八
日
で
あ
る
た
め
、
第
一
六
番
教
区
の
講
社
が
「
人
員
録
」
に

4

記
載
さ
れ
た
の
は
明
治

二
O
年
一

O
月
二
八
日
以
降
に
な
る
。
な
お
こ
の
日
付
は
、
頁
の
表
面
に
お
い
て
最
新
の
も
の
で
、
裏
面
に
は
明
治
二
一
年
四

⑪
 

月
一

O
Bが
初
出
と
な
る
講
社
が
あ
る
。
「
人
員
録
」
の
記
載
順
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
講
社
を
対

象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。

③
先
の
二
点
か
ら
、
「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
が
明
治
一
二
年
五
月
に
近
づ
く
要
素
が
挙
が
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「
人

員
録
」
に
お
け
る
講
社
の
記
載
の
さ
れ
方
を
見
て
い
き
た
い
。
講
社
数
の
多
い
教
区
で
は
、
頁
の
表
面
だ
け
で
な
く
、
裏
面
に

記
載
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
規
則
性
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
「
明
治
一
二
年
五
月
」
の
調
査
行
ま
で
の
、
「
講
社
署
名
簿
」

提
出
数
に
よ
っ
て
空
白
頁
を
案
分
し
、
次
の
講
社
の
記
載
開
始
頁
を
決
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
講
社
署
名
簿
」
提
出
数
が
一
、

一
件
の
場
合
は
、
そ
の
裏
面
に
別
の
講
社
の
記
載
が
あ
り
、
五
件
程
度
記
載
が
あ
る
講
社
は
そ
の
裏
面
を
空
白
に
し
て
い
る
。

一
O
件
以
上
記
載
件
数
の
あ
る
講
社
は
、
そ
の
倍
の
記
載
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
余
白
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
則
に

準
じ
て
余
白
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
表
面
は
空
白
頁
で
そ
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
る
講
社
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
推
測

が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
講
社
も
考
察
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
②
で
示
し
た
よ
う
に
第
一
六
番
教
区
を

(10364) 

61 

記
載
し
た
の
は
明
治
二
一
年
四
月
一

O
日
以
降
と
な
り
、
さ
ら
に
明
治
一
二
年
五
月
に
近
づ
く
も
の
と
な
る
。
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以
上
、
「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
の
考
察
を
試
み
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
た
見
通
し
に
幾
分
裏
付
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、
「
人

(10365) 

員
録
」
の
調
製
を
必
要
と
す
る
そ
の
日
的
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
明
治
一
二
年
五
月
に
集
計
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
後

の
教
団
的
な
動
き
に
注
目
す
る
と
、
明
治
二

O
年
一
一
月
二
二
日
付
の
直
轄
教
会
昇
格
、
明
治
一
二
年
三
月
の
「
神
道
金
光
教
会
条
規
」

制
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
直
轄
教
会
へ
昇
格
し
た
こ
と
に
伴
う
神
道
本
局
か
ら
の
指
示
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ

⑩
 

い
て
は
「
本
局
進
達
書
控
簿
」
に
報
告
の
有
無
を
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
該
当
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
後
者
は
、
直
轄
教
会

昇
格
を
機
と
し
て
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
を
改
訂
し
た
も
の
で
、
特
に
調
査
の
必
然
性
を
浮
か
ば
せ
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
強

い
て
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
「
講
社
署
名
簿
」
を
取
り
扱
う
講
務
課
と
し
て
講
社
結
収
状
況
を
把
握
す
る
べ
く
「
人
員
録
」
調
製
に
取
り
組

ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
調
製
目
的
に
つ
い
て
現
時
点
で
明
確
に
し
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
人
員
録
」
に
追
記

の
記
載
が
さ
れ
な
く
な
る
明
治
二
四
年
以
降
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
収
め
て
、
今
後
さ
ら
に
追
究
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

3
、
教
区
に
つ
い
て

⑩
 

も
と
も
と
教
区
は
、
「
一
郡
区
或
ハ
数
町
村
ヲ
一
教
区
」
に
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
新
し
い
地
域
で
講
社
結
収
が
な
さ
れ
る
と
順

次
教
区
番
号
が
設
け
ら
れ
て
い
く
の
で
、
そ
れ
を
管
理
し
た
台
帳
の
よ
う
な
資
料
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
発
見
に
は
い
た
っ
て

⑩
 

い
な
い
。

先
行
研
究
で
は
、
こ
の
教
区
の
設
置
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

各
教
区
の
初
出
講
社
の
日
付
を
通
覧
す
る
と
、

一
1
一
一
一
番
教
区
は
、
講
社
設
立
の
日
付
順
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、



二
二
番
教
区
（
一
九
年
六
月
一
O
日
初
出
）
以
降
は
、

部
を
除
い
て
規
則
的
に
講
社
設
立
の
日
付
順
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、

一
1
一
二
番
教
区
に
つ
い
て
は
、
神
道
金
光
教
会
設
立
段
階
で
既
に
結
収
可
能
な
地
域
と
し
て
本
部
に
把
握
さ
れ
、
そ

の
結
収
構
想
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
二
二
番
教
区
以
降
に
つ
い
て
は
、
講
社
加
入
署
名
簿
が
本
部
に
提
出
さ
れ
た
の
を
受

⑪
 

け
て
、
逐
次
、
番
号
が
付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
「
人
員
録
」
の
教
区
内
初
出
の
日
付
を
基
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
一

1
一
二
番
教
区
に
つ
い
て
は
」
と
限
定

す
る
の
は
、
一
二
番
教
区
ま
で
は
教
区
内
の
初
出
日
が
年
次
順
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
に
「
人
員
録
」
記
載
の
教
区
初
出
日
は
見
直
す
要
が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
変
更
と
な
っ
た
も
の
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
。

第

六
番
教
区

明
治
一
八
年

九
月
二
一
日
（
講
社
役
員
の
撰
挙
日
）

第

七
番
教
区
よ
り
先
に
な
り
正
順
に
。

第
二
番
教
区

明
治

八
年
一
二
月
一
五
日
（
「
順
序
控
帳
」
記
載
日
）

第
一
二
番
教
区
と
同
日
に
な
り
正
順
に
。

第
一
五
番
教
区

明
治
一
八
年
一
二
月
二
七
日
（
「
順
序
控
帳
」
初
出
日
）

第
一
六
番
教
区
よ
り
先
に
な
り
正
順
に
。

第
一
八
番
教
区

明
治
一
九
年

月

五
日
（
「
順
序
控
帳
」
初
出
日

第

七
番
教
区
と
同
日
に
な
り
正
順
に
。

こ
の
四
教
区
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
で
第
六
番
教
区
か
ら
第
八
番
教
区
、
第
一
一
番
教
区
か
ら
第
一
九
番
教
区
ま
で
が
年
次
順
と
な
っ

た
。
次
に
第
二

O
、
一
二
番
教
区
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
二
教
区
は
、
共
に
明
治
二

O
年
四
月
の
初
出
で
、
第
一
九
番
教
区
（
明
治
一
九
年

四
月
八
日
）
、
第
二
二
番
教
区
（
明
治

九
年
六
月
一
O
日
）
の
初
出
よ
り
遅
く
月
日
の
差
も
大
き
い
。
こ
の
二
教
区
の
初
出
日
が
早
ま
る
資

料
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
が
、
講
社
結
収
よ
り
先
に
支
教
会
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
第
二
章
「
1
、

(10366) 
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資
料
状
況
」
「
オ
、
「
各
府
県
所
在
神
道
金
光
教
会
分
支
及
事
務
扱
所
認
可
一
覧
表
」
」
の
項
で
示
し
た
よ
う
に
、
第
二

O
番
教
区
の
井
口



64 

組
は
魚
棚
支
教
会
所
、
第
一
二
番
教
区
の
田
畑
組
は
寺
田
支
教
会
所
が
講
社
結
収
よ
り
も
先
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
設
置
年
月
日

は
明
治
一
九
年
四
月
八
日
、
同
二
日
で
、
日
は
若
干
前
後
し
て
い
る
も
の
の
第
一
九
番
教
区
と
第
二
二
番
教
区
の
聞
に
収
ま
り
の
よ
い

(10367) 

日
付
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
教
区
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
支
教
会
所
が
設
置
さ
れ
た
場
合
も
、
講
社
と
同
じ
よ
う
に
教
区

番
号
が
割
り
当
て
ら
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
第
一
番
、
第
二
番
教
区
も
同
様
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
六
候
院
西
支
教
会
所
、
入
国
支
教

会
所
が
講
社
結
収
よ
り
も
先
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
設
置
年
月
日
か
ら
教
区
初
出
日
は
、
第
一
番
教
区
が
明
治
一
八
年
八
月
一
八
日
、

第
二
番
教
区
が
同
一
九
日
と
な
っ
て
、
第
一
番
か
ら
第
三
番
教
区
ま
で
が
年
次
順
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
人
員
録
」
で
の
初
出
日
と
は
異
な
る
各
教
区
の
初
出
日
が
判
明
す
る
一
方
で
、
教
区
の
初
出
時
期
の
見
直
し
に
い
た

ら
な
い
の
が
大
阪
府
下
に
設
置
さ
れ
た
第
五
番
教
区
（
明
治
一
九
年
二
一
月
）
、
第
九
番
教
区
（
明
治
二
O
年
一
二
月
）
、
第
一

O
番
教
区
（
明
治

一
九
年
二
月
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
教
区
は
、
前
後
の
教
区
と
比
較
し
て
も
初
出
日
が
遅
い
。
「
人
員
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
初
出
と

な
る
「
講
社
署
名
簿
」
が
存
在
し
た
り
、
別
の
初
出
と
な
る
講
社
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
初
出
日
が
早
ま
る
資
料

的
根
拠
は
得
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
阪
分
所
長
で
あ
る
白
神
新
一
郎
が
、
部
下
の
講
社
結
収
に
際
し
て
本
部
に
教
区
香

⑫
 

号
を
割
り
当
て
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
本
部
が
こ
の
よ
う
な
依
頼
を
受
け
た
時
点
で
教
区
番
号
を
割
り
当
て
た
と

す
る
。
そ
の
講
社
か
ら
「
講
社
署
名
簿
」
が
提
出
さ
れ
る
聞
に
教
区
未
設
の
地
域
で
講
社
結
収
が
行
わ
れ
「
講
社
署
名
簿
」
が
提
出
さ

れ
る
と
、
教
区
番
号
順
に
「
講
社
署
名
簿
」
が
提
出
さ
れ
な
い
状
況
が
お
き
る
。
大
阪
地
方
そ
れ
ぞ
れ
で
講
社
結
収
す
る
た
め
に
教
区

番
号
が
確
保
さ
れ
、
実
際
の
「
講
社
署
名
簿
」
提
出
が
遅
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
「
講
社
署
名
簿
」
提
出
順
に
な
っ
て
い
な
い
説
明
も

つ
く
。
こ
の
よ
う
な
教
区
番
号
の
確
保
は
、
本
部
で
講
社
結
収
の
説
明
が
な
さ
れ
た
際
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
番



教
区
と
第
七
番
教
区
の
教
区
初
出
と
な
る
「
講
社
署
名
簿
」
は
共
に
明
治
一
八
年
九
月
二
七
日
付
で
そ
れ
ぞ
れ
大
倉
組
と
阿
知
組
か
ら

提
出
さ
れ
て
い
る
。
向
日
付
で
あ
り
な
が
ら
、
教
区
番
号
が
連
な
ら
な
い
の
は
、
第
三
番
教
区
の
大
倉
組
が
講
社
結
収
に
応
じ
た
際
に

あ
ら
か
じ
め
教
区
番
号
を
照
会
し
、
確
保
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出
日
は
同
日
で
あ
っ
て
も
教
区
番
号
が
離

れ
て
い
る
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
中
で
一
応
の
結
論
を
示
す
と
す
る
な
ら
ば
、
教
区
番
号
は
、
「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出
を
以
て
付
与
さ
れ
る
こ

と
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
時
に
講
社
結
収
を
見
越
し
て
の
教
区
番
号
の
確
保
や
、
支
教
会
所
設
立
等
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
勘
案
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
付
与
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
他
面
で
、
本
来
規
定
で
は
「
一
郡
区
一
教
箆
」
と

さ
れ
な
が
ら
、
第
一
番
教
区
と
第
七
番
教
区
、
第
二
番
教
区
と
第
三
番
教
区
を
は
じ
め
と
す
る
同
一
郡
区
内
に
複
数
の
教
区
が
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
第
九
番
教
区
、
第
一

O
番
教
区
の
よ
う
に
複
数
郡
区
が
同
一
教
区
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
て
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
、
講
社
に
関
す
る
資
料
の
把
握
に
努
め
つ
つ
、
「
人
員
録
」
の
調
製
時
期
の
考
察
等
を
行
う
中
で
、
そ
の
資
料
的
性
格
を
成
り
立

ち
の
点
で
い
く
ら
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章

管
長
家
資
料
に
見
る
山
口
県
東
部
地
方
の
講
社
結
収
の
様
相
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神
道
金
光
教
会
設
立
以
前
、
教
祖
の
教
え
を
伝
え
る
者
達
は
、
公
的
な
布
教
資
格
を
得
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
他
の
宗
派
に
属
す
等
、

(10368) 

ー
、
『
信
仰
回
顧
』
に
お
け
る
山
口
県
東
部
地
方
の
講
社
結
収
の
様
相
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そ
れ
ぞ
れ
に
方
途
を
講
じ
て
独
自
に
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
山
口
県
東
部
地
方
で
は
、
布
教
資
格
の
取
得
方
途
を
模
索
し
、
神
宮

⑮
 

教
神
風
講
社
金
神
組
（
以
下
、
金
神
組
と
表
記
）
を
組
織
し
た
。
こ
の
金
神
組
に
属
し
て
い
た
岡
崎
種
次
郎
の
辞
令
二
枚
が
現
存
し
て
い
る
。

(10369) 

一
枚
は
、
明
治
一
七
年
八
月
二
九
日
付
の
神
宮
教
神
風
講
社
金
神
組
周
旋
係
、
も
う
一
枚
は
明
治
一
七
年
九
月
一
七
日
付
の
出
雲
大
社

＠

⑮

 

教
会
大
世
話
掛
で
あ
る
。
も
っ
と
も
出
雲
大
社
教
会
に
関
わ
る
岡
崎
の
具
体
的
信
仰
営
為
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

複
数
の
宗
派
と
の
関
わ
り
の
中
で
布
教
資
格
取
得
を
模
索
し
た
事
例
で
あ
る
と
い
え
、
そ
の
よ
う
な
中
で
金
神
組
の
組
織
化
も
意
欲
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
一
八
年
六
月
に
神
道
金
光
教
会
が
設
立
さ
れ
て
以
降
、
各
地
の
布
教
者
達
に
お
い
て
は
、
所
属
し
て
い
た
宗
派
か
ら
、
教
え
の

⑮
 

元
と
な
る
神
道
金
光
教
会
へ
帰
属
す
る
か
否
か
と
い
う
選
択
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
同
様
に
、
金
神
組
に
お
い
て
も
、
神
道
金
光
教

⑪
 

会
設
立
に
際
し
て
帰
属
の
是
非
が
間
わ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
総
長
に
は
白
山
神
社
宮
司
で
あ
っ
た
名
越
長
易
が
就
い
て
い
た
こ

⑬
 

と
も
あ
り
、
組
織
を
あ
げ
て
帰
属
す
る
と
い
う
答
え
を
導
き
だ
す
の
は
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
本
教
へ
の
帰
属
に
関
わ
る
顛
末
を
含
め
、
当
該
地
方
の
布
教
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
徳
永
「
山
口
鯨
東
部
初
期
布
教
に
つ
い
て
」
、

⑮
 

山
田
実
雄
「
神
道
三
柱
教
会
の
成
立
と
崩
壊

l
布
教
史
研
究
ノ

1
ト

l
」
（
紀
要
「
金
光
教
学
』
第
一
八
号
、
一
九
七
八
年
）
に
詳
し
い
。
両

論
文
を
手
が
か
り
に
講
社
結
収
の
様
相
を
検
討
し
て
み
た
い
。

持
者
は
、
尾
道
の
北
国
屋
大
明
神
こ
と
藤
井
吉
兵
衛
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
防
長
布
教
に
つ
い
て
、
明
治
五
年
頃
か
ら
明
治
二
三
年
頃

⑩
 

ま
で
を
中
心
に
伝
道
状
況
を
概
観
し
、
藤
井
の
直
筆
資
料
で
あ
る
信
徒
名
簿
と
も
い
う
べ
き
帳
面
を
基
に
、
藤
井
、
唐
樋
常
蔵
の
両
名

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
人
々
が
、
各
地
で
講
社
布
教
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
展
開
し
た
こ
と
を
究
明
し
て
い
る
。
ま
た
後
者
は
、
徳
永
論

文
で
あ
げ
た
藤
井
の
直
筆
帳
面
を
「
御
神
木
帳
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
基
に
布
教
圏
や
そ
の
信
仰
伝
播
の
実
態
を
示
し
、
唐
樋
ら
が
布
教



合
法
化
を
図
っ
て
組
織
し
た
名
越
長
易
を
総
長
と
す
る
神
宮
教
神
風
講
社
金
神
組
、
神
道
三
柱
教
会
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

両
論
文
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
該
地
方
の
講
社
結
収
に
関
わ
っ
て
は
佐
藤
範
雄
が
同
地
へ
足
を
運
び
対
応
し
、
そ
の
事
柄
を
『
信

仰
回
顧
』
「
明
治
一
九
年
三
月
一
一
一
日
山
口
県
金
神
組
の
処
置
」
の
項
（
上
巻
一
六
七
、
八
頁
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

当
時
、
山
口
県
由
宇
村
に
は
、
神
宮
教
付
属
と
し
て
、
藤
井
ヨ
シ
、
金
神
組
三
柱
教
会
と
い
ふ
を
設
立
し
居
り
て
、
金
光
教
会

本
部
付
信
者
と
の
聞
に
複
雑
な
る
関
係
を
生
じ
来
り
し
か
ば
、
三
月
一
日
出
立
、
山
口
県
視
察
を
兼
ね
て
、
神
道
山
口
分
局
長
へ

交
渉
の
為
に
、
遠
藤
主
計
を
随
行
と
し
て
出
張
、
広
島
を
経
て
、
四
日
、
岩
国
町
信
者
重
田
屋
に
投
宿
す
。

神
宮
教
の
名
越
長
易
氏
と
初
対
面
を
な
し
、
其
の
際
、
藤
井
ヨ
シ
の
事
に
つ
き
て
、
高
森
の
坂
本
善
三
郎
、
村
田
熊
治
等
と
交

渉
せ
し
が
、
問
人
等
は
所
謂
三
百
代
言
的
人
物
に
て
、
「
金
神
組
は
金
光
教
会
本
部
よ
り
前
に
成
立
し
て
居
れ
ば
、
山
口
県
下
の
信

者
は
金
神
組
に
て
管
轄
せ
ん
」
と
て
喰
っ
て
掛
り
し
が
、
柳
に
風
の
態
度
に
て
受
流
し
、
結
局
藤
井
ヨ
シ
一
派
丈
切
り
放
す
事
と

せ
り
。

［
＊
？
？
］
 

斯
く
て
、
九
日
由
宇
村
に
移
り
、
庸
樋
常
蔵
氏
と
打
合
せ
、
十
二
日
山
口
町
に
著
し
、
神
道
山
口
分
局
に
出
頭
。
局
長
不
在

の
為
、
山
口
町
よ
り
三
里
西
方
吉
敷
郡
嘉
川
村
に
、
分
局
長
林
寛
治
氏
を
訪
ひ
、
神
宮
教
と
の
問
題
を
述
べ
、
唐
樋
常
蔵
外
九
名
、

［
＊
？
？
〕

教
師
の
選
挙
手
続
を
な
し
、
議
に
山
口
県
下
の
交
渉
は
済
み
、
二
十
二
日
帰
領
。
二
十
三
日
本
部
に
帰
り
、
教
長
に
復
命
せ
り
。

こ
の
二
十
二
日
間
の
出
張
は
、
本
部
よ
り
西
が
統
一
出
来
る
か
出
来
ぬ
か
の
分
る
〉
所
な
り
し
が
、
幸
ひ
神
助
に
よ
り
自
的
を

67 

山
口
分
局
長
林
寛
治
氏
の
厚
意
は
謝
す
る
に
余
り
あ
り
。
（
出
張
日
誌
あ
れ
ど
略
す
）

(10370) 

達
す
る
事
を
得
た
り
。
こ
の
出
張
中
、
足
を
留
む
る
所
毎
に
説
教
を
な
す
。
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こ
こ
で
、
こ
の
山
口
へ
の
出
張
に
よ
っ
て
本
部
よ
り
西
に
教
線
が
伸
び
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
打
開
さ
れ
た
と
述
べ
る
こ
と
か

(10371) 

ら
、
こ
れ
ま
で
、
佐
藤
の
尽
力
に
よ
り
こ
の
地
方
の
講
社
結
収
運
動
が
結
実
し
、
本
教
の
布
教
展
開
に
大
き
く
作
用
し
た
と
押
さ
え
ら

れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
出
張
に
つ
い
て
は
、
『
唐
樋
常
蔵
師
と
山
口
県
東
部
布
教
』
（
由
宇
教
会
、
一
九
人
O
年
）
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
先
に
あ
げ
た
二
本
の
論
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
ま
た
「
信
仰
回
顧
』
の
引
用
末
尾
に
あ
る
「
出
張
日
誌
あ
れ
ど
略
す
」

と
し
て
示
さ
れ
る
出
張
日
誌
の
内
容
と
も
つ
き
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
に
検
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
出
張
日
誌
を
み
る
と
、
「
唐
樋
氏
と
打
合
せ
」
た
と
い
う
記
事
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
環
乃

金
五
郎
氏
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
［
：
・
］
出
張
日
誌
は
、
随
行
員
の
遠
藤
主
計
氏
の
筆
に
な
る
も
の
な
の
で
、
あ
る
い
は

唐
樋
師
と
の
面
談
の
記
事
が
洩
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
方
、
環
乃
氏
は
、
佐
藤
師
の
宿
舎
、
柳
井
へ
の
道
案
内
な
ど
を
つ

と
め
た
こ
と
が
こ
れ
で
よ
く
わ
か
る
。
［
・
：
］

こ
の
と
き
、
佐
藤
師
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
金
光
教
会
へ
加
盟
す
る
意
思
を
表
明
し
た
の
は
、
唐
樋
師
ほ
か
奥
林
弥
重
、
岡

山
保
次
郎
、
野
村
徳
次
郎
、
見
常
柳
太
郎
、
前
回
国
蔵
、
後
藤
光
治
郎
、
明
田
角
太
郎
、
藤
山
勝
太
郎
、
三
谷
多
三
郎
、
環
乃
金

五
郎
氏
ら
で
、
こ
の
う
ち
、
藤
山
、
明
田
、
奥
林
、
前
田
、
野
村
の
五
氏
は
、
神
道
山
口
分
局
へ
教
師
と
し
て
撰
挙
さ
れ
た
。
（
五
五
、
六

頁



こ
の
よ
う
に
、
唐
樋
と
打
ち
合
わ
せ
た
と
い
う
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
等
、
「
信
仰
囲
顧
』
の
記
事
内
容
と
相
違
す
る
点
が
指
摘
さ
れ
、

そ
れ
と
と
も
に
、
日
誌
末
尾
に
添
付
さ
れ
て
い
る
神
道
教
規
や
規
約
職
制
、
教
導
職
の
代
金
等
を
支
払
っ
た
者
の
名
簿
か
ら
、
唐
樋
以

外
に
金
光
教
会
へ
加
盟
す
る
音
山
思
を
表
明
し
た
者
、
教
師
の
撰
挙
手
続
き
を
行
っ
た
者
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。

＠
 

唐
樋
の
名
は
日
誌
末
尾
の
名
簿
を
含
め
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
出
張
期
間
中
に
唐
樋
、
藤
井
ヨ
シ
、
住
川
啓
太

郎
と
佐
藤
の
聞
で
書
簡
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

三
月
三
日
夜
に
佐
藤
が
し
た
た
め
た
書
簡
（
控
）
に
は
、
四
日
に
由
宇
村
環
乃
宅
に
立
ち
寄
り
、
明
朝
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
、
宿
元
へ

出
頭
を
依
頼
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
唐
樋
、
藤
井
、
住
川
は
五
日
付
で
、
金
神
組
総
長
等
の
意
見
も
あ
る
の
で

自
分
達
で
は
判
断
で
き
な
い
と
返
信
（
佐
藤
宛
の
封
筒
に
「
五
日
受
」
と
記
）
、
さ
ら
に
重
ね
て
翌
六
日
付
で
翌
七
日
に
副
長
そ
の
他
掛
員
が

⑫
 

事
務
所
に
集
会
す
る
の
で
、
そ
こ
に
佐
藤
が
出
向
い
て
の
面
談
を
打
診
し
て
い
る
。
こ
れ
へ
の
回
答
に
あ
た
る
資
料
は
確
認
で
き
な
い
が
、

『
信
仰
回
顧
』

の
「
神
宮
教
の
名
越
長
易
氏
と
初
対
面
を
な
し
、
〔
・
：
〕
」
の
内
容
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
「
出
張
日
誌
」
の

日
付
か
ら
七
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
佐
藤
が
望
ん
だ
唐
樋
、
藤
井
、
住
川
の
三
名
と
の
面
談
は
実
現
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
坂
本
の
「
金
神
組
は
金
光
教
会
本
部
よ
り
前
に
成
立
し
て
居
れ
ば
、
山
口
県
下
の
信
者
は
金
神
組
に
て
管
轄
せ
ん
」
と
の
言
や
、

帰
属
を
促
す
者
達
に
対
し
て
の
「
三
柱
教
会
と
い
ふ
継
母
に
か
か
っ
て
居
た
に
も
し
ろ
、
今
更
真
の
親
が
知
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
夫

⑬
 

れ
が
捨
て
ら
れ
る
義
理
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
佐
藤
に
「
結
局
藤
井
ヨ
シ
一
派
丈
切
り
放
す
事
と
せ
り
」
と
本
教
帰
属

へ
の
懐
柔
を
断
念
さ
せ
た
要
因
と
も
な
っ
た
ろ
う
。

一
方
、
「
金
光
教
会
本
部
付
信
者
と
の
間
に
複
雑
な
る
関
係
を
生
じ
来
り
し
か
ば
」
、
「
唐
樋
常
蔵
外
九
名
、
教
師
の
選
挙
手
続
を
な
し
」

(10372) 

69 

か
ら
は
、
神
道
金
光
教
会
へ
帰
属
し
た
者
達
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
管
長
家
資
料
に
見
て
み
た
い
。



70 

2
、
神
道
金
光
教
会
へ
の
帰
属
を
め
ぐ
る
様
相

(10373) 

「
人
員
録
」
か
ら
山
口
県
東
部
地
方
の
講
社
結
収
状
況
を
う
か
が
う
と
、
玖
珂
郡
二
八
組
、
熊
毛
郡
六
組
、
大
島
郡
二
組
の
三
六
組
が

確
認
で
き
相
こ
の
う
ち
、
最
初
期
で
あ
る
明
治
一
九
年
一
月
に
結
収
さ
れ
た
の
は
、
次
の
一
覧
表
に
示
し
た
講
社
で
あ
る
。
本
部
受

領
日
は
一
日
や
六
日
の
も
の
も
あ
る
が
、
「
順
序
控
帳
」
で
は
、
全
て
一
五
日
の
受
付
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
佐
藤
が
山
口

へ
赴
く
以
前
に
こ
の
地
方
で
は
講
社
結
収
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
九
組
の
講
社
の
所
在
地
は
、
先
述
し
た

講
社
結
収
祭
祭
典
執
行
通
知
の
三
件
目
に
あ
た
る
周
防
地
方
一
一
名
の
住
所
と
一
致
す
る
の
で
、
下
部
に
そ
の
宛
名
の
人
物
名
を
記
載

した。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
教番区8 7 6 6 6 6 6 6 6 

一一
敬神組 神敬聖神代組 藤組後 柳井組 穂瑞組、組明団 金組光野組

講名社

一一一 一

熊毛郡童詩 玖珂郡伊村陸 玖珂郡真村 村玖珂郡中山 柳玖珂郡井津町
玖野珂郡

玖珂郡積村日 王喜里村久 所

在

地

1 15 15 6 1日5 15 15 1日5 1日5 本部議屯日"" 日日 日 日 日 日

1 
2 2 2 4 3 1 2 2 3 4 6 

更教
9 9 9 1 戸8 7 8 ~ 戸3 戸5 戸。
戸 戸 戸 戸 戸 戸

1 1 1 1 1 4 2 ・
2 2 5 5 8 0 1 3 3 9 4 人
名3 名3 名2 名2 名3 名1 名。名9 名7 名5 名5 

数

国木脊靖~ 本弥三郎山 村重亮一 村熊次郎田 坂長十郎岡 松喜七 1桂郎 I 熊自~ 奥林弥重
角太郎明回 環乃金郎五

達者申



こ
の
者
達
が
中
心
と
な
り
そ
れ
ぞ
れ
の
講
社
が
結
収
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
で
は
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
な
お
、
叙
述
の
煩
を
避
け
る
べ
く
、
本
部
宛
の
届
出
書
類
、
殊
に
履
歴
書
か
ら
経
歴
が
う
か
が
え
る
者
に
つ
い
て
は
稿
末

別
表
〈
名
簿
〉
に
ま
と
め
て
示
し
た
。

「
教
師
の
選
挙
手
続
を
な
し
」
た
と
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
明
田
、
奥
林
、
野
村
は
明
治
一
九
年
三
月
二
二
日
付
、
後
藤
は
同
コ
二
日
付

で
教
導
職
試
補
の
任
命
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
資
料
の
裏
付
け
が
と
れ
な
い
者
も
含
め
て
佐
藤
が
山
口
出
張
時
に

と
っ
た
「
選
挙
手
続
」
に
よ
っ
て
教
導
職
試
補
の
資
格
が
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
佐
藤
の
出
張
前
と
な
る
明
治
一
九
年
二
月
一
、
二
日
付
で
明
田
、
藤
山
、
後
藤
、
桝
村
林
助
の
四
名
が
、
神
道
金
光
教
会
の

⑮
 

教
師
任
命
に
関
わ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
伝
習
願
を
提
出
し
て
い
る
。
稿
末
別
表
〈
名
簿
〉
の
経
歴
に
も
あ
る
と
お
り
、
み
な
神
風
講
社

金
神
組
の
教
師
や
役
員
の
立
場
に
あ
っ
た
者
達
な
の
で
、
講
社
結
収
を
行
い
帰
属
を
果
た
し
た
直
後
に
神
道
金
光
教
会
の
教
師
と
な
る

べ
く
そ
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
伝
習
願
の
保
証
人
に
は
い
ず
れ
も
環
乃
金
五
郎
が
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
環
乃
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
く
と
、
金
神
組
に
所
属
し
て
い
た
明
治
一
八
年
九
月
の
時
点
で
金
神
組
か

⑬
 

ら
離
脱
の
動
き
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
金
神
組
総
長
名
越
か
ら
副
長
を
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
罷
免
後
は
、
自
由
に
帰
属
へ
向
け
た
行
動

が
と
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
金
神
組
の
副
長
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
人
脈
が
、
違
う
村
で
結
収
さ
れ
た
講
社
に
所
属
す
る
者
の
保
証

人
に
な
っ
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
か
ら
「
講
社
署
名
簿
」
が
同
時
に
提
出
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
も
、
組
織
的
な
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
そ
れ
を
取
り
仕
切
る
人
物
の
一
人
と
し
て
環
乃
の
姿
が
浮
か
び
も
す
る

の
で
あ
る
。
な
お
、
環
乃
以
外
に
も
多
数
の
者
が
講
社
の
垣
根
を
越
え
て
役
員
撰
挙
や
教
師
志
願
に
際
し
て
の
保
証
人
に
た
っ
て
お
り
、

(10374) 

71 

こ
の
よ
う
な
協
力
関
係
は
こ
の
地
方
の
講
社
結
収
に
関
わ
る
特
徴
の
一
端
を
示
し
て
い
よ
う
。
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以
上
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
佐
藤
の
山
口
出
張
以
前
に
既
に
神
道
金
光
教
会
講
社
へ
加
盟
し
て
い
る
集
団
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ

(10375) 

の
中
か
ら
教
師
を
志
願
し
て
い
る
者
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
点
を
ふ
ま
え
て
佐
藤
の
山
口
出
張
の
目
的
を
考
え
て
み
る
と
、
神
道
金
光
教
会
設
立
に
伴
っ
て
山
口
県
下
の
講
社
結
収
が
進
み

つ
つ
あ
る
中
で
、
山
口
県
東
部
地
方
布
教
の
草
分
け
と
も
い
え
る
唐
樋
常
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
、
藤
井
ヨ
シ
、
住
川
啓
太
郎
と
い
っ
た

未
帰
属
の
者
逮
の
懐
柔
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
唐
樋
は
帰
属
し
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
明
治
二
一
年

九
月
の
教
導
職
試
補
取
得
以
前
に
神
道
金
光
教
会
に
関
わ
っ
た
資
料
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
唐
樋
の
公
的
な
帰
属
は

こ
の
時
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
し
か
し
、
佐
藤
が
『
信
仰
回
顧
』
に
「
結
局
藤
井
ヨ
シ
一
派
丈
切
り
放
す
事
と
せ
り
」
、
「
唐

樋
常
蔵
外
九
名
、
教
師
の
選
挙
手
続
を
な
し
」
と
記
し
た
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
を
勘
案
す
る
と
、

⑪
 

後
に
帰
属
し
、
大
阪
、
芸
備
、
難
波
に
続
く
四
番
目
の
分
所
と
な
る
所
長
に
就
任
す
る
唐
樋
の
立
場
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
同
郡
内
に
二
つ
の
支
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
上
位
と
な
る
分
所
長
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら

も
う
か
が
い
知
れ
る
。
あ
る
い
は
佐
藤
に
は
、
唐
樋
の
本
教
へ
の
帰
属
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
な
さ
れ
た
と
の
思
い
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
佐
藤
の
「
西
が
統
一
出
来
る
か
否
か
［
・
：
］
」
の
言
に
あ
る
「
西
」
に
は
、
唐
樋
の
流
れ
を

汲
ん
だ
も
の
が
九
州
地
方
に
教
祖
の
教
え
を
広
め
た
と
い
う
事
実
へ
の
思
い
が
執
筆
時
点
で
あ
ら
わ
れ
出
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
、
「
須
佐
之
男
神
社

御
神
璽
志
願
者
授
給
記
」
に
記
さ
れ
た
神
風
講
社
金
神
組
の
者
達

佐
藤
の
山
口
出
張
時
に
帰
属
を
し
な
か
っ
た
唐
樋
、
藤
井
ヨ
シ
一
派
の
う
ち
、
唐
樋
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。

一
方
、
藤
井
ヨ
シ
、

住
川
啓
太
郎
、
坂
本
善
三
郎
、
村
田
熊
治
が
帰
属
し
た
か
ど
う
か
を
う
か
が
う
資
料
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
光
宅
吉
の
「
惣
氏



下
は
解
読
文
）
。

子
乃
お
か
げ
お
請
る
心
得
方
乃
人
名
覚
帳
」
に
は
藤
井
ヨ
シ
等
の
名
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
左
写
真
。
該
当
箇
所
を
部
分
拡
大
し
た
も
の
。

（
＊
明
治
二

0
年
四
月
）

出
井
村

一
周
防
国
大
島
郡
伊
住
村
森
本
瞳
盟
盟

二
七
日

太
市
郎
酉
三
十
九
才
妻
午
三
十
才
女
参
り

ツ
レ
十
二
人

由
宇
村
藤
井
ヨ
シ
女
住
川
慶
太
郎坂

本
善
三
郎

え
ら
れ
て
い
る
坂
本
善
三
郎
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
島
郡
の

「
由
宇
村
藤
井
ヨ
シ
女
」
の
後
に
は
、
「
慶
」
の
文
字
が
違
う
も
の
の
住
川
啓
太
郎
と
、
帰
属
を
勧
め
た
佐
藤
に
喰
っ
て
掛
か
っ
た
と
伝

行
と
連
れ
だ
っ
て
参
拝
し
た
の
か
ど
う
か
不
明
な
点
は
あ
る
も
の

の
、
佐
藤
の
山
口
出
張
か
ら
一
年
余
り
が
過
ぎ
た
頃
、
「
藤
井
ヨ
シ
一
派
丈
切
り
放
す
事
と
せ
り
」
と
述
べ
た
三
人
の
名
が
金
光
宅
吉
に

⑬

⑩

 

よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
神
組
に
関
す
る
資
料
中
に
あ
る
「
神
風
講
社
金
神
組
要
旨
並
教
師
補
心
得
」
に
は
、
毎
年
吉
日
を

選
ぴ
三
日
間
「
金
光
先
師
」
の
祭
典
、
を
執
行
す
る
こ
と
や
、
教
師
の
講
話
は
「
金
光
先
師
御
伝
記
等
に
よ
る
可
し
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

73 

他
に
「
金
之
神
社
拝
詞
」
、
「
金
光
大
神
拝
詞
」
を
調
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
祭
神
に
加
え
て
金
光
教
祖
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た

(10376) 

こ
と
が
わ
か
る
。
坂
本
、
村
田
の
「
金
神
組
は
金
光
教
会
本
部
よ
り
前
に
成
立
し
て
居
れ
ば
、
山
口
県
下
の
信
者
は
金
神
組
に
て
管
轄



せ
ん
」
と
の
言
か
ら
は
、
金
神
組
に
止
ま
っ
た
者
も
、
自
身
の
信
仰
は
備
中
大
谷
村
の
金
光
教
祖
の
教
え
で
あ
っ
て
、
教
祖
帰
幽
後
も

⑩
 

大
本
社
と
し
て
金
光
宅
吉
の
奉
仕
す
る
広
前
に
参
拝
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
金
神
組
の
者

⑪
 

達
に
し
て
み
れ
ば
神
道
金
光
教
会
や
神
道
三
柱
教
会
が
設
立
さ
れ
て
も
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
自
分
達
の
信
仰
と
し
て
の
大
本
社

74 

参
拝
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

。

(10377) 

先
に
金
神
組
の
者
達
が
祭
神
に
加
え
て
金
光
教
祖
の
こ
と
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
関
わ
る
資
料
を
紹
介

し
て
お
く
。

ノ会

対
官

「
須
佐
之
男
神
社

御
神
璽
志
願
者
授
給

⑫
 

記
」
（
上
部
写
真
上
・
明

治
一
五
年
表
紙
、
同
下
・

同
一
一
貝
。
以
下
、
「
授
給
記
」

と
略
記
）
は
、
明
治

五
年
か
ら
一
七
年
の

三
冊
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
大
・
小
木
札
、
御
社
号
、

御
霊
代
の
配
布
に
つ
い
て
取
り
纏
め
た
帳
面
で
、
備
前
、

備
中
、
備
後
、
摂
津
、
周
防
、
讃
岐
、
伊
予
、
山
城
と
い
っ



た
地
域
の
者
の
名
が
確
認
で
き
、
白
神
新
一
郎
や
近
藤
輿
三
郎
等
直
信
の
名
も
幾
度
も
み
ら
れ
る
。
御
社
号
、
御
霊
代
が
ど
の
よ
う
な
も⑮

 

の
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
木
札
に
つ
い
て
は
田
尻
教
会
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
頁
写
真
左
）
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
授
給
記
」

の
記
載
内
容
を
地
域
別
に
分
類
し
、
三
年
全
て
に
五
件
以
上
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
下
付
件
数
の
多
い
地
域
に
つ
い
て
、

年
毎
の
下
付
件
数
と
種
類
毎
の
下
付
数
を
次
表
に
ま
と
め
た
。

下
付
件
数
は
、
ど
の
地
域
も
明
治
一
五
、
一
六
年
に
比
し

て
一
七
年
に
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
中
で
周
防
の
み
が
増
加

し
て
い
る
。
御
霊
代
や
御
社
号
の
下
付
数
も
、
摂
津
の
白
神

や
近
藤
が
一
度
に
つ
き
多
く
て
二

O
体
程
で
あ
る
の
に
比
し

て
、
周
防
の
者
は
五

0
1
一
O

O
体
、
時
に
二

O

O
、

一O
O体
と
い
っ
た
大
部
数
を
下
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
下

付
者
に
は
、
唐
樋
常
蔵
、
明
田
角
太
郎
、
環
乃
金
五
郎
、
住

川
啓
太
郎
、
徳
永
健
次
等
の
名
が
見
え
金
神
組
組
織
化
以
前

か
ら
布
教
者
と
し
て
地
域
の
者
に
下
付
し
て
い
た
こ
と
が
想

像
さ
れ
る
口
ま
た
、
名
越
長
易
の
名
も
明
治
一
七
年
一

O
月

以
降
に
二
度
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
神
宮
長
」
、
「
通
運
送

ル
」
と
い
っ
た
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
神
組
総
長
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之
神
社
」
の
下
付
物
を
希
求
し
、
信
者
へ
下
付
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
周
防
に
お
け
る
下
付
件
数
の
増
加
、
下
付

(10379) 

総
数
の
多
さ
か
ら
は
、
金
神
組
組
織
化
へ
向
か
わ
せ
る
ほ
ど
の
教
勢
の
伸
張
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
下
付
者
の
名
前
の
上
下
に
は
「
北
国
屋
取
次
」
や
「
北
国
屋
渡
ス
」
と
い
っ
た
但
書
き
が
あ
る
。
「
北
国
屋
」
す
な
わ
ち

藤
井
吉
兵
衛
と
周
防
の
者
達
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
、
藤
井
の
記
し
た
「
御
神
木
帳
」
と
と
も
に
資
料
的
な
確
認
が
で
き
る
。

。

「
授
給
記
」
に
関
わ
っ
て
い
ま
少
し
述
べ
て
章
を
閉
じ
た
い
。

「
授
給
記
」
の
明
治
一
五
年
四
月
二
五
日
に
は
、
周
防
国
岩
国
ウ
ズ
村
の
池
田
始
が
御
霊
代
一

O
体
、
御
社
号
一
体
、
大
木
札
一
体
を

下
付
さ
れ
た
記
述
が
あ
る
。
こ
の
大
木
札
と
い
う
文
字
の
横
に
「
右
ハ
金
神
社
ト
ア
ル
ヲ
授
是
ハ
同
人
旧
ヲ
望
上
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

池
田
が
望
む
の
で
、
「
須
佐
之
男
神
社
」
で
は
な
く
、
旧
名
と
な
る
「
金
神
社
」
の
木
札
を
授
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
金

神
社
」
の
木
札
が
下
付
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
現
存
す
る
も
の
が
な
く
確
認
で
き
な
い
が
、
「
金
神
社
」
の
も
の
を
調
達
し
下
付
し
た

ょ
う
で
、
池
田
が
要
望
し
た
こ
と
か
ら
は
、

い
つ
頃
の
こ
と
か
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
「
金
神
社
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
事
実
が
浮

か
ん
で
こ
よ
、
っ
。

ま
た
、
「
授
給
記
」
表
紙
に
は
「
須
佐
之
男
神
社
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
一
七
年
五
月
二
一
日
の
記
述
の
次
に
「
是
ヨ
リ
金
乃

⑪
 

神
社
ト
改
正
神
璽
授
之
」
と
朱
書
き
で
「
金
乃
神
社
」
に
改
称
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
神
璽
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の

か
明
か
で
な
い
が
「
授
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
「
金
乃
神
社
」
に
名
称
変
更
し
た
も
の
を
下
付
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」
（
以
下
、
「
覚
帳
」
と
略
記
）
と
の
関
連
を
示
す
。

「
二
月
九
日
、

一
つ
、
新
田
中
島
激
士
口
、
親
類
見
舞
い
に
祈
念
札
願
い
。
萩
に
書
か
せ
、
や
り
口
そ
の
日
よ
り
紙
札
も
出
し
は
じ
め
、



総
方
へ
。
」
（
二
六
｜
四
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
明
治
一
五
年
二
月
九
日
の
項
で
、
新
暦
で
は
三
月
二
七
日
と
な
り
、
こ
の
日
よ
り
紙
札

も
出
し
は
じ
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
付
を
「
授
給
記
」
（
七
四
頁
写
真
参
照
）
に
あ
た
る
と
、
二
件
目
の
記
述
に
該
当
す
る
が
、

⑮
 

「
覚
帳
」
記
載
の
中
島
激
吉
の
名
前
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
一
月
ほ
ど
前
に
一
件
目
が
下
付
さ
れ
て
お
り
、
「
授
給
記
」

と
「
覚
帳
」
の
記
述
内
容
と
は
一
致
し
な
い
。
「
覚
帳
」
に
は
、
「
祈
念
札
願
い
」
と
あ
る
の
で
、
金
光
萩
雄
に
書
か
せ
た
と
い
う
こ
の

札
は
、
「
授
給
記
」
に
4

記
載
さ
れ
て
い
る
「
須
佐
之
男
神
社
」
の
札
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
札
の
違
い
か

⑮
 

ら
は
、
紙
札
下
付
に
関
わ
る
先
行
成
果
も
今
一
度
再
考
の
余
地
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

今
後
の
資
料
管
理
、
編
纂
業
務
の
展
望
を
述
べ
て
お
わ
り
に
代
え
た
い
。

こ
の
度
の
神
道
金
光
教
会
設
立
初
期
の
様
相
を
資
料
か
ら
検
証
し
て
い
く
過
程
で
は
、
数
多
く
の
管
長
家
資
料
を
手
に
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
多
く
の
人
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
履
歴
書
等
か
ら
経
歴
が
知
れ
る
も
の
も
あ
る
。
教
祖
直
信
と
呼
ば
れ
る
者
、

講
社
役
員
や
講
社
員
な
ど
、
本
教
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
人
物
に
つ
い
て
は
「
金
光
教
教
典

人
物
誌
』
を
は
じ
め
、
個
人
伝

等
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
年
月
は
、
管
長
家
資
料
と
照
ら
し
合
わ
す
と
相
違
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
記
録
資
料
と
し
て
の
管
長
家
資
料
が
研
究
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
で
史
実
と
し
て
明
確
に
な
る
事
柄
が
浮
上
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
伝
承
の
方
も
伝
承
と
し
て
い
か
に
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
意
味
論
的
な
関
心
を
き
わ
や
か
に
さ
せ
る
こ
と
に

(10380) 
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な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
充
分
に
明
ら
か
に
し
得
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
人
物
へ
の
注
目
も
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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今
回
の
取
り
組
み
で
は
山
口
県
東
部
地
方
を
対
象
と
し
た
が
、
今
後
、
そ
れ
以
外
の
地
域
の
人
物
を
資
料
か
ら
抽
出
で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
や
地
域
的
な
特
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

(10381) 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
は
、
管
長
家
資
料
が
収
集
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
検
証
の
可
能
性
が
広
が
っ
た
こ
と
で

成
し
得
た
こ
と
に
な
る
。
今
後
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
部
な
古
い
時
代
の
資
料
が
収
集
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
何

か
一
つ
資
料
が
発
見
さ
れ
る
と
、
新
た
な
問
題
関
心
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
注
幻
、

幻
、
日
に
記
し
て
き
た
よ
う
に
、
平
成⑪

 

二
五
年
に
実
施
し
た
神
道
金
光
教
会
講
社
関
係
資
料
の
調
査
で
収
集
し
た
資
料
や
、
近
年
予
期
せ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
提
供
を
受
け
た
資
料

は
、
百
年
以
上
も
前
の
資
料
で
あ
る
。
資
料
を
日
に
し
た
瞬
間
に
言
葉
に
で
き
な
い
感
情
が
湧
き
、
こ
れ
ま
で
保
存
・
管
理
下
さ
り
、

そ
し
て
本
所
へ
提
供
し
て
頂
い
た
方
に
は
感
謝
の
念
を
、
ま
た
、
資
料
に
は
、
よ
く
こ
こ
ま
で
遺
っ
て
い
て
く
れ
た
と
労
い
の
言
葉
を

か
け
た
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
抱
か
せ
ら
れ
た
思
い
は
ひ
る
が
え
っ
て
、
既
に
大
方
の
資
料
は
収
集
さ
れ
た
に
違
い
な
い
と
思

⑮
 

い
な
し
て
い
た
自
分
を
戒
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
の
さ
ら
な
る
資
料
発
掘
も
責
務
と
し
て
、
後
続
の
人
へ
の
橋
渡
し
に
努

め
て
い
き
た
い
。

（
教
学
研
究
所
資
料
室
長
）
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①
堤
光
昭
「
本
所
に
お
け
る
資
料
収
集
の
経
韓
と
そ
の
概
要
」
（
紀
要
歪

光
教
学
」
第
二
六
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。
本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
布

教
史
資
料
、
教
団
史
資
料
、
神
徳
書
院
資
料
を
引
用
し
て
い
る
。

②
「
信
仰
回
顧
六
十
五
年
」
刊
行
会
、
一
九
七
O
年
。
個
人
伝
に
併
せ

て
本
教
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
、
上
下
二
巻
か
ら
成
る
。
昭
和
七

年
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
そ
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
有
識
者
か
ら
「
此

は
自
叙
伝
と
も
称
す
べ
き
も
の
な
る
と
共
に
金
光
教
の
発
達
史
の
一

部
な
れ
ば
、
事
実
の
多
き
を
厭
は
ず
率
直
に
記
述
す
る
を
要
す
」
と

注
意
さ
れ
、
「
編
年
体
に
倣
ひ
、
其
の
要
を
率
直
に
記
述
し
た
」
と
い

う
。
上
巻
一
頁
参
照
。

③
北
林
秀
生
「
神
道
金
光
教
会
に
お
け
る
講
社
結
収
の
展
開
と
そ
の

特
質
」
紀
要
『
金
光
教
学
』
第
三
六
号
、
一
九
九
六
年
。

④
児
山
真
生
「
地
域
社
会
に
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て
の
「
復
祭
」
」

紀
要
「
金
光
教
学
』
第
五
二
号
、
二

O
二
一
年
。

⑤
管
長
家
資
料
そ
の
他
（
七
）

l
二
。
明
治
一
九
年
よ
り
同
一
一
一
一
一
年
ま

で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑥
管
長
家
資
料
三
ニ

B
｜
一
九
。
従
来
、
菓
子
の
小
売
業
を
営
ん
で

い
た
が
、
参
拝
者
が
多
く
立
ち
寄
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
三
年
九
月

二
O
日
付
で
教
会
講
社
の
休
所
と
し
て
許
可
を
願
い
出
た
も
の
で
あ

る
。
保
証
人
は
古
川
玉
次
郎
と
な
っ
て
い
る
。

⑦
「
乾
物
酢
雑
貨
万
御
通
」
「
青
物
御
通
」
「
酒
類
御
通
」
「
呉
服
類
御
通
」

等
、
約
一
ニ
O
冊
の
帳
面
が
あ
る
。
未
使
用
の
も
の
も
多
い
。

⑧
管
長
家
資
料
一
八
｜
一
八

l
一
。
「
金
光
教
会
講
社
結
収
之
件
御

願
」
、
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
は
、
前
掲
『
教
団
史
基
本
資
料
集
成
〈
上

巻
〉
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
I
類
8）。

⑨
近
藤
藤
守
の
こ
と
。
明
治
一
九
年
一

O
月
二
三
日
付
で
「
藤
守
ト

改
名
致
度
旨
出
願
仕
候
処
則
本
月
廿
三
日
御
許
可
ニ
相
成
［
：
・
］
」
と

本
部
宛
に
改
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
管
長
家
資
料
で
は
こ
の
日

付
を
境
に
書
類
へ
の
記
名
が
近
藤
輿
三
郎
か
ら
近
藤
藤
守
と
な
る
。

近
藤
が
改
名
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
時
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
改
名
届
は
、
そ

う
い
っ
た
時
期
の
特
定
は
も
と
よ
り
、
人
物
の
特
定
に
繋
が
る
貴
重

な
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
管
長
家
資
料
一
八
｜
一
八
｜
二
。
教
場
と
い
う
文
言
は
使
用
さ
れ

ず
、
神
道
金
光
教
会
を
金
光
萩
雄
宅
、
岡
山
県
備
中
国
浅
口
郡
大
谷

村
四
O
五
番
地
に
設
置
す
る
と
し
て
申
請
さ
れ
て
い
る
。

⑪
管
長
家
資
料
一
八
｜
一
八
｜
一
ニ
。

⑫
第
一
条
か
ら
第
二
五
条
ま
で
の
全
文
が
、
前
掲
「
教
団
史
基
本
資

料
集
成
〈
上
巻
〉
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
I
類
9
）
。
典
拠
資

料
は
、
教
団
史
資
料
明
治
期
二
二
｜
一

O
で
あ
る
。
原
稿
を
校
関
し

た
も
の
も
現
存
す
る
（
管
長
家
資
料
一
九
｜
一
一
六
i
二）

0

ま
た
、
活
字
に

な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
佐
藤
範
雄
が
所
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

も
の
が
現
存
（
管
長
家
資
料
二

O
i八
｜
九
）
し
、
こ
れ
の
添
付
書
類
か

ら
は
明
治
二

O
年
六
月
に
は
作
製
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な

お
、
こ
の
活
字
の
も
の
は
、
第
一
一
一
条
と
第
一
三
条
を
纏
め
て
一
条

に
し
、
条
文
番
号
が
飛
ば
さ
れ
て
い
た
第
二

O
条
は
繰
り
上
げ
て
第

(10382) 
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ニ
三
条
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

⑬
備
中
神
道
事
務
分
局
長
か
ら
の
神
道
事
務
局
進
達
は
七
月
一
五
日

付
で
あ
る
。
ま
た
、
進
達
控
書
類
（
管
長
家
資
料
一
八
l
五
i
四
）
か
ら
は
、

同
年
八
月
一
二
日
付
で
岡
山
県
令
千
坂
高
雅
宛
に
「
手
続
大
意
」
を

届
け
出
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

⑭
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」

第
十
六
条
一
府
県
或
ハ
一
国
ヲ
分
掌
ス
ル
所
ヲ
称
、
ン
テ
神
道
金
光

教
（
地
名
）
分
教
会
所
ト
シ
一
郡
区
或
ハ
一
町
村
ヲ
分
掌

ス
ル
所
ヲ
称
、
ン
テ
神
道
金
光
教
（
地
名
）
支
教
会
所
ト
ス

な
お
、
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
を
改
正
し
た
「
神
道
金
光
教
会
条
規
」

（
明
治
二
一
年
一
一
一
月
一
日
制
定
。
管
長
家
資
料
一
九
｜
一
九
l
一
。
前
掲
「
教
団

史
基
本
資
料
集
成
〈
上
巻
〉
』
に
掲
載
〈
第
一
章
I
類
ロ
〉
）
で
は
、
八
刀
教
会
所

が
分
所
に
、
支
教
会
所
が
支
所
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

第
十
三
条
一
府
県
或
ハ
一
国
ヲ
分
轄
ス
ル
所
ヲ
称
、
ン
テ
神
道
金
光

教
会
（
地
名
）
分
所
ト
シ
一
郡
区
或
ハ
一
町
村
ヲ
分
轄
ス

ル
所
ヲ
称
、
ン
テ
神
道
金
光
教
会
（
地
名
）
支
所
ト
ス

第
八
条
分
教
会
ヲ
分
テ
二
等
ト
ス
第
一
等
ハ
一
府
県
下
ニ
一
ケ

所
第
二
等
ハ
一
国
ニ
一
ヶ
所

但
第
一
等
分
教
会
所
ヲ
開
設
セ
ン
ト
欲
ス
ル
輩
ハ
八
百
戸
講
社

ヲ
結
合
ス
ヘ
シ
第
二
等
ハ
五
百
戸
講
社
ヲ
結
合
ス
ヘ
シ

第
九
条
支
教
会
ヲ
分
テ
二
等
ト
ス
第
一
等
ハ
一
郡
区
ニ
一
ヶ
所

第
二
等
ハ
一
町
村
ニ
一
ヶ
所

但
第
一
等
支
教
会
所
ヲ
開
設
セ
ン
ト
欲
ス
ル
輩
ハ
三
百
戸
講
社

⑮ 

ヲ
結
合
ス
ヘ
シ
第
ニ
等
ハ
二
百
戸
講
社
ヲ
結
合
ス
ヘ
シ

こ
の
よ
う
に
、
講
社
戸
数
が
教
会
所
設
立
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、

教
会
所
設
立
願
書
に
は
戸
数
云
々
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に

は
こ
の
と
お
り
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

⑮
管
長
家
資
料
一
八

l
一
人
｜
六
。
七
月
一
五
日
付
で
神
道
事
務
分

局
よ
り
認
可
。
本
所
で
は
平
成
二
三
年
一
二
月
に
第
一
番
教
区
真
道

組
の
講
社
旗
（
縦
一
二
四
、
横
二
合
一
個
）
を
資
料
と
し
て
受
け
入
れ

て
い
る
が
、
管
長
家
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
雛
形
に
基
づ
い
た
造
り

で
、
鯨
尺
、
横
四
尺
四
す
、
縦
三
尺
四
寸
の
す
法
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き

き
で
あ
る
。

⑫
管
長
家
資
料
一
八
l
一
八
l
七
。
七
月
一
二
日
付
で
神
道
事
務
局

宛
に
「
各
府
県
下
江
講
社
結
収
方
ノ
義
ニ
付
伺
」
を
提
出
、
回
答
は

七
月
二
三
日
付
。

⑬
管
長
家
資
料
一
八
l
一
八
｜
八
。
八
月
一
日
付
で
神
道
管
長
宛
に

「
金
光
教
会
職
制
ノ
件
ニ
付
御
伺
」
を
提
出
、
回
答
は
八
月
一
一
一
一
日
付
。

⑮
管
長
家
資
料
一
八
｜
一
八
｜
九
。
八
月
コ
二
日
付
で
備
中
神
道
事

務
分
局
宛
に
「
本
圏
内
当
教
ニ
関
係
ノ
教
職
撰
挙
ノ
件
ニ
付
願
」
を

提
出
、
九
月
八
日
付
で
認
可
。
教
導
職
と
は
別
の
金
光
教
独
自
の
教

師
資
格
に
つ
い
て
、
そ
の
任
免
権
を
要
求
し
た
も
の
。

⑫
管
長
家
資
料
一
八

l
一
八
1

一
O
。
不
認
可
（
九
月
一
一
一
日
付
）
と
な
っ

た
が
、
九
月
二
日
付
で
神
道
管
長
宛
に
「
金
光
教
会
教
級
ノ
件
ニ
付

御
願
」
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
教
級
は
「
大
教
伯
、
権
大
教
伯
、

中
教
伯
〔
・
：
ど
と
な
っ
て
お
り
、
後
に
採
用
さ
れ
る
「
教
正
」
で
は

(10383) 
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な
く
「
教
伯
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑫
管
長
家
資
料
一
九
｜
九
。
表
紙
に
は
「
明
治
十
九
年
二
月
ヨ
リ

第
弐
号
」
と
あ
り
、
第
四
号
も
現
存
す
る
（
管
長
家
資
料
一
九
｜
一

O
）が、

第
一
号
、
第
三
号
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

⑫
管
長
家
資
料
二
一
ニ
l
l
二
三
。
第
一
条
か
ら
第
四
人
条
ま
で
の
全
文

が
、
前
掲
「
教
団
史
基
本
資
料
集
成
〈
上
巻
〉
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
第
一
章
I
類日）。

⑮
管
長
家
資
料
一
人
｜
一
七
l
二
1
四
。
確
認
で
き
る
資
料
は
明
治

一
八
年
二
一
月
の
一
二
件
で
、
進
達
者
は
、
古
川
才
吉
二
件
、
藤
井
恒

次
郎
一
件
で
あ
る
。

⑫
前
掲
北
林
「
神
道
金
光
教
会
に
お
け
る
講
社
結
収
の
展
開
と
そ
の

特
質
」
三
五
頁
参
照
。
な
お
、
藤
井
恒
次
郎
は
「
恒
治
郎
」
と
な
っ

て
い
る
。
『
金
光
教
教
典
人
物
誌
』
（
金
光
教
本
部
教
庁
、
一
九
九
四
年
）

で
も
「
恒
治
郎
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
資
料
中
に
「
恒

次
郎
」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
事
務
取
次
係
の
角
印
が
「
恒

次
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
恒
次
郎
」
で
統
一
す
る
。

⑮
「
手
続
大
意
」
は
、
注
ロ
で
示
し
た
活
字
の
も
の
が
操
山
教
会
に
現

存
し
て
い
る
（
布
教
史
操
山
教
会
資
料
八
）
。
布
教
史
資
料
は
、
現
在
約

二
O
O
教
会
の
所
蔵
資
料
を
収
集
し
登
録
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、

「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
、
「
手
続
大
意
」
が
本
所
に
収
集
さ
れ
て
い
る

の
は
唯
一
操
山
教
会
で
あ
る
。
同
教
会
（
旧
操
陽
教
会
）
初
代
教
会
長

の
野
方
若
衛
と
講
社
結
収
を
結
び
つ
け
る
資
料
は
現
在
確
認
で
き
な

い
が
、
同
資
料
が
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
は
、
講
社
結
収

に
あ
た
り
配
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑮
桜
井
徳
太
郎
「
結
衆
の
原
点
｜
共
同
体
の
崩
壊
と
再
生
』
弘
文
堂
、

一
九
八
五
年
、
一
九
一
頁
。

⑫
こ
の
よ
う
に
考
え
る
一
例
を
示
し
て
お
く
。
平
成
二
五
年
、
神
道

金
光
教
会
講
社
関
係
資
料
の
調
査
に
お
い
て
灘
教
会
よ
り
収
集
し
た

「
天
地
金
神
講
社
人
名
帳
」
（
布
教
史
瀧
教
会
資
料
一
）
は
、
通
津
教
会
か

ら
灘
教
会
に
引
き
継
が
れ
保
管
さ
れ
て
き
た
資
料
で
あ
る
（
嬉
永
篤
孝

「
山
口
牒
東
部
初
期
布
教
に
つ
い
て
｜
第
一
回
中
間
報
告
l
l
」
〈
学
院
研
究
部
編
『
金

光
教
学
」
第
五
集
、
一
九
四
九
年
〉
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〈
一
七
一
頁
〉
）
。

〔
＊
マ
マ
］

表
紙
に
は
明
治
一
四
年
と
あ
り
「
市
乃
出
子
神
宮
出
家
宮
」
と
し

て
米
中
千
代
槌
を
筆
頭
に
三
二
番
ま
で
記
名
さ
れ
て
い
る
。
米
中
を

は
じ
め
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
人
物
を
諸
資
料
に
あ
た
る
と
、
神
道

金
光
教
会
講
社
第
一
六
番
教
区
神
明
組
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
神
明
組
の
「
講
社
署
名
簿
」
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で

加
入
者
の
全
体
等
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
既
存
の
信
仰
集
団
を
形

成
し
て
い
た
三
二
人
全
員
が
結
収
に
応
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
管
長
家
資
料
一
人
i
一六。

⑮
第
一
二
番
教
区
岡
山
本
組
の
記
述
は
、
岡
山
区
大
黒
町
金
光
喜

惣
治
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
「
金
光
大
神
』
〈
旧
版
〉
（
金
光

教
本
部
教
庁
、
一
九
五
三
年
初
版
）
に
記
さ
れ
て
い
る
中
島
屋
喜
惣
次
で

あ
る
と
思
わ
れ
、
「
「
金
子
明
神
」
を
ゆ
る
さ
れ
、
さ
ら
に
「
金
光
」

の
姓
を
も
ゆ
る
さ
れ
た
」
（
縮
刷
版
二
三
O
頁
）
と
あ
る
金
光
姓
を
実
際

に
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。

(10384) 
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⑩
管
長
家
資
料
一
人

l
一
二
、
二
二
。
第
三
号
以
降
は
未
確
認
で
、
調

製
さ
れ
て
い
た
か
も
含
め
て
不
明
で
あ
る
。
前
掲
北
林
「
神
道
金
光

教
会
に
お
け
る
講
杜
結
収
の
展
開
と
そ
の
特
質
」
に
は
、
別
表
と
し

て
「
「
人
員
録
」
講
社
一
覧
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

資
料
の
調
製
過
程
、
各
講
社
の
結
収
状
況
や
規
模
の
把
握
を
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
人
員
録
」
記
載
順
の
と
お
り
に
作
表
し
て
い
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
別
表
の
凡
例
参
照
の
こ
と
。

⑪
「
手
続
大
意
」
第
一
章
第
一
条
。
「
［
：
・
］
結
社
式
ヲ
執
行
ス
ヘ
シ

但
此
手
続
ハ
大
意
ナ
レ
ハ
［
：
・
］
本
部
ヘ
申
出
ヘ
シ
」
と
あ
る
。

⑫
管
長
家
資
料
一
入
l
一五。

⑮
明
治
二
二
年
一

O
月
ま
で
に
結
収
さ
れ
た
第
二
一
番
教
区
ま
で
の

講
社
で
も
「
講
社
役
員
録
」
に
綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
よ
り
で
纏
め
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
綴
じ
の
可
能
性
も
あ
り
、
第

一
三
番
教
区
以
降
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
含
め
て
、
作
業
途
中

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
人
員
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
講
社
の
う
ち
、
役
員
の
情
報
が
一
切
得
ら
れ
な
い
講
社
が
一

O
組

あ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
役
員
を
撰
挙
し
て
い
な
い
講
社
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
講
社
は
、
講
社
加
入
者
が
少
な
い
講
社
、

「
講
社
署
名
簿
」
の
提
出
回
数
が
少
な
い
講
社
に
お
い
て
み
ら
れ
る
傾

向
で
あ
る
。

⑪ 

(10385) 
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j月'¥ 七月 0 月 。月 0 月

一五 )¥ ノ日、ノ日、
日 日 日

⑮
こ
の
第
二
四
番
教
区
は
、
第
二
三
番
教
区
が
明
治
一
九
年
一

O
月

八
日
、
第
二
五
番
教
区
が
明
治
一
九
年
一
一
月
一
四
日
に
設
置
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
開
に
署
名
簿
が
提
出
さ
れ
た
講
社
に
与
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
敬
神
組
の
署
名
簿
は
、
表
紙
に
第
二
号
、
第
三
号

と
記
さ
れ
、
共
に
明
治
二
五
年
の
も
の
な
の
で
、
第
一
号
が
こ
の
期

間
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
敬
神
組
の
所
在
地
で
あ

る
岡
山
県
西
北
候
郡
で
先
に
結
収
さ
れ
た
未
確
認
の
別
の
講
社
に
与

え
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。

⑮
「
人
員
録
」
の
記
載
件
数
は
一
一
一
件
で
あ
る
。
「
講
社
署
名
簿
」
の

数
が
三
冊
多
い
が
、
同
日
付
で
提
出
さ
れ
た
二
冊
が
一
件
に
纏
め
て

記
載
し
て
あ
る
（
二
件
分
）
こ
と
と
、
明
治
二
四
年
八
月
の
も
の
が
「
人

員
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

⑪
平
成
二
五
年
、
神
道
金
光
教
会
講
社
関
係
資
料
の
調
査
に
お
い
て

田
尻
教
会
よ
り
収
集
（
布
教
史
田
尻
教
会
資
料
九
）
。

⑮
管
長
家
資
料
一
人

l
入。

⑩
講
社
結
収
時
に
は
教
区
番
号
が
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
教
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区
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
書
類
も
見
受
け
ら
れ
る
。

⑩
住
所
一
二
箇
所
に
契
印
が
取
ら
れ
て
い
る
。
宛
名
は
、
西
中
島
町

〔＊金］

山
本
正
一
ニ
、
上
道
郡
円
山
村
講
社
係
・
講
長
、
大
黒
町
金
光
喜
惣
治
、

児
島
郡
西
畦
村
榊
原
仲
吉
、
本
村
三
宅
常
太
郎
、
浅
口
郡
下
竹
村
開

田
惣
治
郎
・
問
田
岩
吉
、
本
郡
本
庄
村
樋
口
鹿
太
郎
、
本
郡
六
候
院

村
中
姫
路
光
五
郎
、
本
郡
西
阿
知
新
田
斎
藤
宗
次
郎
・
難
波
荒
吉
、
（
以

下
は
写
真
の
次
頁
に
記
載
）
当
郡
大
倉
村
東
田
光
五
郎
、
当
郡
入
国
村
瀬

［＊夜］

戸
廉
造
、
後
月
郡
高
屋
村
藤
井
皆
次
郎
・
土
肥
弥
吉
で
、
役
職
名
を

含
め
て
一
六
名
。

⑪
住
所
七
箇
所
に
契
印
が
取
ら
れ
て
い
る
。
宛
名
は
、
御
調
郡
久
保

町
石
原
元
之
介
・
大
元
藤
七
、
御
調
郡
尾
道
土
堂
町
柏
原
ト
ク
、
御

調
郡
尾
道
土
堂
町
藤
井
吉
兵
衛
、
御
調
郡
尾
道
土
堂
町
吉
本
吉
兵
衛
、

御
調
郡
三
原
西
町
中
島
コ
メ
、
品
治
郡
新
市
村
岩
崎
直
吉
、
沼
隈
郡

今
津
村
神
原
八
重
松
の
八
名
。

⑫
住
所
一
一
箇
所
に
契
印
が
取
ら
れ
て
い
る
。
玖
珂
郡
由
宇
村
環
乃

金
五
郎
、
玖
珂
郡
伊
陸
村
田
坂
長
十
郎
、
村
田
熊
次
郎
、
重
村
亮
一
、

日
積
村
明
田
角
太
郎
、
玖
珂
郡
田
尻
村
奥
林
弥
重
、
柳
井
津
町
熊
谷

〔＊治〕

林
三
郎
、
中
山
村
後
藤
光
次
郎
、
神
代
村
松
重
喜
七
、
大
島
郡
椋
野

村
木
谷
清
助
、
熊
毛
郡
室
津
村
山
本
弥
三
郎
の
二
名
。

⑬
明
治
一
九
年
三
月
時
点
で
は
、
少
な
く
と
も
三
二
組
の
講
社
が
結

収
さ
れ
て
い
る
の
で
、
四
講
社
は
何
ら
か
の
理
由
で
案
内
が
漏
れ
落

ち
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑭
「
手
続
大
意
」
（
注
担
参
照
）
で
は
講
社
に
お
い
て
祭
典
を
執
行
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
部
が
地
域
毎
に
ま
と
め
て
執
行
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
講
社
に
お
い
て
祭
典
を
執
行
す
る
こ
と
は
現
実
的

に
困
難
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑮
前
掲
北
林
「
神
道
金
光
教
会
に
お
け
る
講
社
結
収
の
展
開
と
そ
の

特
質
」
コ
三
頁
。

⑮
管
長
家
資
料
一
九
｜
一
一
一
i
1
九。

＠
教
区
内
の
講
社
の
記
載
が
、
初
出
の
「
講
社
署
名
簿
」
提
出
順
に
な
っ

て
い
な
い
教
区
が
あ
る
。

⑬
管
長
家
資
料
二

O
i
一
O
。

⑮
「
手
続
大
意
」
第
二
条
。

⑮
現
時
点
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
少
な
く
と
も
第
二
三
五
番
教
区

ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
、

設
置
所
在
地
を
は
じ
め
講
社
名
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
教
区
は

六
三
教
区
に
及
ぶ
。

⑪
前
掲
北
林
「
神
道
金
光
教
会
に
お
け
る
講
社
結
収
の
展
開
と
そ
の

特
質
」
一
一
一
九
、
四
O
頁。

⑫
管
長
家
資
料
二

O
｜
六

l
二。

⑮
玖
珂
郡
田
尻
村
の
人
。
神
道
金
光
教
会
設
立
後
帰
属
し
、
第
一
六

番
教
区
瑞
穂
組
の
講
長
に
就
く
。
明
治
三
三
年
九
月
、
金
光
教
田
尻

教
会
を
設
立
し
、
教
会
長
に
就
任
し
て
い
る
。

⑪
平
成
二
五
年
、
神
道
金
光
教
会
講
社
関
係
資
料
の
調
査
に
お
い
て

田
尻
教
会
よ
り
収
集
（
布
教
史
回
尻
教
会
資
料
二
、
一
一
一
）
。

岡
崎
の
履
歴
書
（
管
長
家
資
料
一
九
｜
一
一
一
一
I
l
a

－
一
）
に
、
明
治
一
六
年

(10386) 
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出
雲
大
社
教
会
大
世
話
掛
拝
命
、
明
治
一
七
年
六
月
神
風
講
社
金
神

組
世
話
係
拝
命
と
記
さ
れ
て
い
る
。
共
に
、
年
月
、
役
職
名
が
現
存

す
る
辞
令
と
は
異
な
る
。
辞
令
の

B
付
が
出
雲
大
社
教
会
の
方
が
後

で
は
あ
る
が
、
岡
崎
自
身
が
出
雲
大
社
教
会
の
拝
命
を
先
に
記
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
出
願
は
出
雲
大
社
教
会
の
方
が
先
で
、
明
治

一
七
年
九
月
に
な
っ
て
認
可
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
岡
崎
以
外
に
出
雲
大
社
教
会
と
の
関
わ
り
が
確
認
で
き
る
の
は
明

田
角
太
郎
一
人
で
、
履
歴
書
に
明
治
一
四
年
九
月
一
一
日
講
社
取
締

世
話
係
、
同
年
松
崎
講
社
取
締
、
同
年
一

O
月
一

O
日
松
崎
講
社
分

社
世
話
係
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
岡
崎
同
様
、
そ
の
信
仰
営
為
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑮

先
行
研
究
で
は
「
転
属
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

他
宗
派
に
属
し
た
こ
と
が
布
教
資
格
取
得
の
た
め
の
便
宜
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
教
え
の
元
へ
帰
る
と
い
う
意
味

で
「
帰
属
」
を
用
い
る
。

⑪

名
越
は
、
金
神
組
の
組
織
化
に
続
い
て
、
明
治
一
八
年
八
月
神
宮

教
直
轄
三
柱
教
会
、
明
治
二
O
年

一
二
月
神
道
直
轄
三
柱
教
会
を
設

立
し
て
い
る
（
布
教
史
熊
毛
教
会
資
料

二ニ
五
「
徳
永
健
次
履
歴
二
号
」
。
徳

永
健
次
は
、
名
越
の
神
道
三
柱
教
会
設
立
に
際
し
て
行
動
を
共
に
し
た
人
物
で
あ

る
〉
。
そ
れ
ぞ
れ
に
組
織
を
昇
格
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
段
階
毎
に
別

組
織
と
し
て
設
立
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
金
神
組
の

総
長
に
就
く
以
前
は
白
山
神
社
宮
司
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
伝

わ
っ
て
い
な
い
が
、
元
岩
国
藩
士
で
あ
る
藤
田
孫
の
日
記

（明
治
九
年

二
月
1
大
正
六
年
の
一
八
冊
。
岩
国
徴
古
館
蔵
）
に
は
、
名
越
長
易
の
名
が

記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
列
記
す
る
。

①
明
治
一
八
年
三
月
五
日
の
項
「
吉
香
神
社
嗣
官
辞
表
出
シ
免

職」

②
同
年
同
月
一
二
日
の
項
「
広
島
へ
行
神
宮
教
会
半
年
詰
ト
カ
ノ

ヨ
シ
」

③
同
年
七
月
一
四
日
の
項
「
夜
伊
勢
太
神
宮
ノ
御
分
霊
ヲ
岩
国
町

鍛
冶
ヤ
町
某
氏
家
ヲ
カ
リ
勧
請
ス
併
テ
金
神
ヲ
祭
ル
是
横
山
［
＊

村
］
名
越
長
易
ノ
引
受
ニ
テ
世
話
ス
ル
［
：
・
］
」

④
明
治
一
九
年
四
月
二
日
の
項
「
今
夜
御
祭
後
深
テ
神
葬
ア
リ
名

越
長
易
叔
父
ニ
付
金
神
組
ヲ
引
連
レ
提
灯
多
賑
ニ
シ
」

こ
の
日
記
の
記
述
か
ら
、
名
越
は
吉
香
神
社

（岩
国
藩
主
吉
川
家
の
歴

代
神
璽
を
杷
る
）
に
籍
を
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
辞
職
後
、
神
宮

教
会
半
年
詰
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
金
神
紐
の
組
織
化

時
点
で
は
白
山
神
社
の
宮
司
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
明
治
一
九
年
六
月
一
四
日
の
項
に
は
「
今
夜
ヨ
リ
金
神
社

ノ
者
四
名
当
町
人
武
林
氏
ニ
依
リ
音
楽
稽
古
ヲ
始
ル
」
と
あ
る
が
、

神
宮
教
三
柱
教
会
設
立
後
で
、
金
神
社
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
く

名
越
と
の
関
連
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
二
七
年
六
月
二
ハ
日

の
項
に
は
、
「
金
神
組
ヨ
リ
神
道
ノ
者
旗
、
ヲ
立
テ
二
十
八
社
ヲ
巡
ラ
ン

ト
ス
ル
ヲ
願
ヒ
止
ラ
レ
シ
ナ
レ
バ
ナ
リ
首
ニ
袋
ヲ
掛
ル
事
甚
悪
シ
」

と
「
金
神
組
」
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
名
越
の
一
連
の
組

織
化
に
付
き
従
わ
ず
金
神
組
に
留
ま
っ
た
者
達
を
示
す
も
の
か
も
し
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れ
な
い
。

⑮
尾
道
教
会
の
沿
革
を
記
す
資
料
（
布
教
史
尾
道
教
会
資
料
六
五
）
に
次

の
よ
う
な
事
靖
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
血
ヲ
吐
ク
ノ
思
ヲ
忍
ピ
テ
明
治
十
七
年
八
月
岩
国
ノ
士
神
宮
教
中

教
正
名
越
某
ノ
手
続
ニ
テ
神
宮
教
本
部
へ
出
願
シ
同
年
九
月
神
宮

教
金
神
組
出
張
所
設
置
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
尚
同
時
ニ
権
訓
導
ヲ
拝
命

セ
リ
」

こ
れ
は
、
大
本
藤
雄
（
後
の
尾
道
教
会
初
代
教
会
長
）
が
布
教
資
格
取

得
の
た
め
、
「
金
神
組
」
に
加
盟
し
た
と
い
う
も
の
で
、
名
越
と
の
関

係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
金
神
組
の
者
に
近
し
い
藤
井
吉
兵

衛
も
尾
道
の
人
で
あ
る
が
、
金
神
組
へ
の
仲
介
が
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
大
本
は
、
佐
藤
範
雄
の
懇
諭
に
よ
り
金
神
組
出
張
所
を
廃
し
、

明
治
一
八
年
一
二
月
に
は
第
一
一
番
教
区
敬
神
組
を
結
収
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
帰
属
に
応
じ
得
た
の
は
、
金
神
組
と
の
組

織
的
な
関
係
が
浅
か
っ
た
こ
と
も
要
因
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
帰
属
ま
で
に
時
間
を
要
し
た
の
は
徳
永
健
次
で
あ
る
。
徳

永
は
名
越
と
行
動
を
共
に
し
神
道
三
柱
教
会
に
所
属
す
る
。
明
治

一
二
年
九
月
平
生
分
教
会
所
を
建
築
・
設
立
し
教
会
長
に
就
任
し
て

い
る
。
同
三
五
年
に
な
っ
て
金
光
教
に
帰
属
す
る
。
同
三
六
年
五
月
、

金
光
教
久
賀
教
会
を
神
道
三
柱
教
会
平
生
分
教
会
所
の
地
へ
金
光
教

熊
毛
教
会
と
し
て
移
転
・
改
称
し
、
徳
永
が
．
教
会
長
に
就
任
す
る
。

平
成
二
五
年
神
道
金
光
教
会
講
社
関
係
資
料
の
調
査
時
に
熊
毛
教
会

よ
り
収
集
（
写
真
撮
影
）
し
た
、
「
天
地
金
乃
大
神
」
と
神
名
が
墨
筆
で

書
か
れ
た
額
に
は
、
そ
の
神
名
の
下
に
「
三
柱
神
社
」
と
日
焼
け
し

た
跡
が
残
っ
て
い
る
。
元
は
コ
一
柱
神
社
の
紙
札
が
納
め
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
、
帰
属
ま
で
に
要
し
た
時
間
の
長
さ
を
物
語
る
。

⑮
こ
の
他
、
橋
本
真
雄
「
出
社
の
成
立
と
そ
の
展
開
（
下
）
」
（
紀
要
『
金

光
教
学
」
第
六
号
、
一
九
六
三
年
）
で
は
、
出
社
の
「
結
集
統
合
運
動
」

の
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
布
教
史
尾
道
西
教
会
資
料
一
。

⑪
環
乃
金
五
郎
、
奥
林
弥
重
、
岡
山
保
次
郎
、
見
常
柳
太
郎
、
野
村

［

本

次

］

［

＊

治

］

徳
太
郎
、
前
回
国
蔵
、
後
藤
光
太
郎
、
明
田
角
太
郎
、
藤
山
勝
三
（
太
）

郎
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑫
神
徳
書
院
資
料
五
二
三
、
七
六
二
。

⑬
「
唐
樋
常
蔵
師
（
其
五
）
」
『
大
教
新
報
』
一
九
一
一
年
七
月
二
八
日
。

＠
「
人
員
録
」
で
確
認
可
能
と
な
る
ま
で
は
、
山
口
県
東
部
地
方
で
は

前
掲
『
唐
樋
常
蔵
師
と
山
口
県
東
部
布
教
』
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
三

郡
合
わ
せ
て
七
組
の
講
社
し
か
把
握
で
き
な
か
っ
た
。

三
六
組
の
講
社
の
戸
数
、
人
数
を
合
計
す
る
と
、
二
一
一
一
戸
、

一
二
二
五
五
人
と
な
る
。
「
「
当
時
の
周
東
の
信
徒
は
二
万
と
称
せ
ら

れ
た
」
と
い
う
古
老
の
言
」
（
前
掲
徳
永
「
山
口
牒
東
部
初
期
布
教
に
つ
い
て
」

一七
O
頁
）
と
い
う
伝
承
に
つ
い
て
、
講
社
に
加
入
し
た
者
が
約

一
万
二
千
人
余
に
加
え
、
未
加
入
の
者
や
金
神
組
に
留
ま
っ
た
者
の

存
在
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
二
万
」
と
い
う
伝
承
の
信
徒
数
も
、
現
実
味

を
帯
、
び
た
も
の
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

⑮
「
諸
達
書
控
」
に
は
、
こ
の
四
名
に
加
え
て
こ
の
地
方
か
ら
四
月
中
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旬
に
伝
習
願
を
提
出
し
た
計
一

O
名
に
対
し
て
、
伝
習
の
実
施
日
を

通
知
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
六
月
一
一
一
二
日
付
で
環
乃
、
明

田
宛
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
受
講
者
に
伝
習
の
実
施
日
と
本
部
へ
の

出
頭
方
を
周
知
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
伝
習
に
つ
い

て
は
、
前
掲
北
林
「
神
道
金
光
教
会
に
お
け
る
講
社
結
収
の
展
開
と

そ
の
特
質
」
注
入
に
詳
し
い
。

⑮
前
掲
山
田
「
神
道
三
柱
教
会
の
成
立
と
崩
壊
」
一
八
頁
参
照
。
前

掲
「
唐
樋
常
蔵
師
と
山
口
県
東
部
布
教
』
五
一
、
五
二
頁
参
照
。

⑪
前
掲
「
各
府
県
所
在
神
道
金
光
教
会
分
支
及
事
務
扱
所
認
可
一
覧

表
」
。
由
宇
分
所
設
置
以
降
、
分
所
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。

⑮
布
教
史
熊
毛
教
会
資
料
二
ハ
。
帳
面
に
「
天
津
神
園
津
神
八
百

寓
神
弐
全
捉
」
、
「
金
神
祝
詞
」
、
「
金
之
神
社
拝
詞
」
、
「
金
光
大
神

拝
詞
」
、
「
神
風
講
社
金
神
組
要
旨
井
教
師
補
心
得
」
、
「
御
教
憲
」
が
記

さ
れ
て
い
る
。

⑩
明
治
一
七
年
九
月
付
。
金
神
組
総
長
名
越
長
易
の
名
で
編
ま
れ
た

も
の
。

⑩
参
拝
の
事
例
と
し
て
は
、
徳
永
健
次
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
掲
「
徳

永
健
次
履
歴
二
号
」
に
は
、
「
明
治
一
八
年
一
月
御
本
社
へ
参
詣
シ

二
代
金
光
様
ヨ
リ
御
理
解
ヲ
頂
ク
」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

⑪
前
掲
山
田
「
神
道
三
柱
教
会
の
成
立
と
崩
壊
」
参
照
。
注
貯
に
も

示
し
た
よ
う
に
、
金
神
組
総
長
名
越
長
易
は
、
神
宮
教
神
風
講
社
金

神
組
か
ら
神
宮
教
三
柱
教
会
を
組
織
し
、
さ
ら
に
別
派
独
立
し
て
神

道
三
柱
教
会
を
設
立
す
る
。
金
神
組
に
属
し
て
い
た
者
達
は
、
神
道

金
光
教
会
設
立
時
と
同
じ
よ
う
に
進
路
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

⑫
管
長
家
資
料
一
｜
八
七
、
八
八
、
八
四
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、

水
野
照
雄
「
金
光
大
神
の
晩
年
に
お
け
る
天
地
書
附
の
意
義
と
取
次

の
姿
勢
」
（
紀
要
『
金
光
教
学
」
第
四
O
号
、
二
O
O
四
年
）
に
詳
し
い
（
資

料
解
説
は
八
四
頁
参
照
）
。
須
佐
之
男
神
社
は
、
社
殿
建
築
の
際
に
許
可

さ
れ
た
名
称
で
、
氏
子
は
金
神
社
と
呼
ん
で
い
た
。
明
治
一
七
年
五

月
に
祭
神
増
加
及
社
号
復
旧
の
認
可
が
お
り
て
金
乃
神
社
と
な
る
。

⑮
早
川
公
明
「
「
金
之
神
社
」
考
」
（
紀
要
『
金
光
教
学
』
第
一
一
二
号
、
一

九
八
二
年
）
注
二
五
（
三
七
頁
）
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
早
川

は
1

「
須
佐
之
男
神
社
」
の
存
置
が
認
め
ら
れ
て
後
、
明
治
一
一
年
九

月
頃
よ
り
一
一
月
の
約
二
ヶ
月
間
に
下
付
さ
れ
た
木
札
の
体
裁
と
し

て
示
し
て
い
る
が
、
田
尻
教
会
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す

る
と
、
こ
の
「
授
給
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
周
防
地
方
の
者
に
下

付
さ
れ
た
何
れ
か
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

⑪
「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
で
は
金
之
神
社
、
「
神
道
金
光
教
会
条
規
」
、

「
授
給
記
」
で
は
金
乃
神
社
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
一
七
年
三
月

二
四
日
付
で
「
祭
神
増
加
並
び
に
社
号
復
旧
御
願
」
を
提
出
し
、
同

年
五
月
一
四
日
付
で
県
令
よ
り
認
可
さ
れ
る
。
こ
の
時
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
金
之
神
社
で
あ
る
。
本
所
に
寄
贈
さ
れ
た
神
道
金
光
教

会
の
鑑
札
入
れ
に
は
、
明
治
三
二
年
に
発
行
さ
れ
た
講
社
の
鑑
札
に

合
わ
せ
て
、
「
金
之
神
社
」
（
横
二
七
ミ
リ
×
縦
五
七
ミ
リ
）
の
紙
札
が
納
め
ら

れ
て
い
る
。
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⑮
前
掲
『
金
光
教
教
典
人
物
誌
』
二
九
一
頁
参
照
。

⑮
例
え
ば
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
早
川
コ
金
之
神
社
」
考
」

が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑪
岡
山
県
上
道
郡
海
吉
村
（
現
岡
山
県
岡
山
市
中
区
海
士
口
）
で
結
収
さ
れ

た
第
六
番
教
区
金
真
組
に
関
す
る
資
料
二

O
点
が
平
成
二
三
年
七
月
、

本
所
に
寄
贈
さ
れ
た
。
金
真
組
は
「
人
員
録
」
で
は
確
認
で
き
な
い

講
社
で
あ
る
が
、
同
教
区
の
敬
神
講
組
役
員
に
こ
の
海
吉
村
の
人
が

就
い
て
お
り
、
そ
の
名
が
収
集
資
料
中
に
確
認
で
き
る
。
資
料
状
況

か
ら
は
、
海
吉
村
だ
け
で
講
社
を
結
収
す
る
べ
く
明
治
二
六
年
頃
に

敬
神
講
組
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
降
、
講
社
の
活

動
が
営
ま
れ
て
き
た
が
、
講
員
の
減
少
、
高
齢
化
か
ら
、
平
成
二
三

年
七
月
に
解
散
と
な
っ
た
。
解
散
時
の
講
員
の
中
に
は
結
収
初
期
の

講
員
の
子
孫
に
あ
た
る
人
も
あ
り
、
近
隣
の
教
会
に
参
拝
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

⑮
平
成
二
五
年
に
実
施
し
た
倉
敷
市
歴
史
資
料
整
備
室
所
蔵
資
料
の

調
査
に
お
い
て
、
「
熊
野
神
社
氏
子
名
簿
」
（
現
所
在
地
倉
敷
市
西
阿
知
町
）

の
中
に
、
第
七
番
教
区
阿
知
組
の
講
社
関
係
者
で
あ
る
講
長
斎
藤
宗

次
郎
や
、
副
講
長
難
波
荒
古
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

斎
藤
の
記
述
に
は
明
治
一
一
二
年
の
内
容
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、

神
道
金
光
教
会
の
教
師
拝
命
以
降
も
、
氏
子
と
し
て
の
関
係
が
保
た

れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
地
域
の
信
仰
に
関

わ
る
資
料
に
目
を
向
け
、
調
査
収
集
の
方
途
を
講
じ
る
こ
と
は
、
た

と
え
ば
児
山
真
生
「
地
域
の
社
会
関
係
と
講
社
｜
神
道
金
光
教
会
時

代
の
「
講
社
署
名
簿
」
を
手
が
か
り
と
し
て

l
」
（
紀
要
『
金
光
教
学
」

第
四
七
号
、
二
O
O
七
年
）
で
取
り
組
ま
れ
で
も
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別表〈講社結収人員録〉
凡例

88 

「人員録j の記載内容について掲載頁順に作成した。ここに採り上げた項目は、教区番

号、講社名、住所、「講社署名簿J提出初出年月日（年月日を 6桁の数字で表記）の他、

以下の集計項目と記載頁数である。

①「講社署名簿」の 18・19年提出件数

②「講社署名簿」の 20～ 21年 5月調査までの提出件数

③ 21年 5月調査行の有（0印）無

④「講社署名簿j の21年 5月調査行以降 22年9月調査行までの提出件数

⑤ 22年 9月調査行の有（0印）無

⑥ 22年 9月以降の提出件数

⑦合計記載件数

⑧合計戸数

＊①②④の時期区分は、 21年と 22年の調査行の関係もあるが、およそそれぞれ

I年4カ月の期間となることから、妥当と判断した。

1、講社名、住所の漢字表記はそのまま記した。「本郡j、「本村」はそれぞれ「浅口郡」、

「大谷村j のことである。

2、講社役員の住所が「人員録J記載の住所と違う郡区、町村であると判明した講社は、

住所欄にその旨（）で示した。

3、資料に頁数は振られていないが、表紙を除いて 1枚目の表を 1、裏を 2として、第壱

号、第弐号別に順に割り当てた。なお、数字が飛ぶのは、その間が空白頁のためであ

る。なお、 43番教区で、後から別の罫紙を貼り付けた形跡の講社については、小数

点を付して表記している。

第壱号

教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

l木綿崎組 本村 ＊本の横に「吉備」。 190824 6 0 4 12 107 

明治 22年合併により地名

改称

1大本社組 本村 190104 18 2 

1本庄組 本郡本庄村 ＊本庄の横に 181228 10  3 54 3 

「津田j。明治 22年合併に

より地名改称

1黒崎組 本郡黒崎村 200721 2 13 4 

l明道組 本郡黒崎村 200121 2 2 4 13 5 

1真道組 本郡占見新田村 181221 2 2 5 57 6 

1日之出組 本郡下竹村 190305 2 10  2 5 43 7 

(10391) 



89 

教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

l佐見組 本郡黒崎村 190501 1 0 2 4 33 8 

1柴心組 本郡六候院村中 190326 15 9 

1明治組 本郡六候院 190409 7 20  1 10 164 10 

1松栄組 浅口郡津田村字松井 220928 26 11 

l丸山組 本郡阿賀崎村 220828 2 3 67 12 

l元j賓組 本郡勇崎村 220518 20 13 

l旭組 本郡津田村大字益坂 220719 20  2 54 14 

l唐船組 本郡阿賀崎村 220531 3 4 42 15 

l芙組 本郡玉島村字東通町 220612 2 84 16 

（＊霊組）

l清信組 岡山県系浅口郡鴨方村 220201 3 0 3 13 17 

1玉島組 本郡玉島村上本町 220623 2 3 32 18 

1勇崎組 岡山鯨備中国浅口郡勇崎村 220406 23 19 

字西浦

l西組 本郡阿賀崎村 220526 75 20 

l金栄組 本郡阿賀崎村中買町 220610 2 66 21 

l久盛組 本郡阿賀崎村久々井 220702 1 62 22 

2笠岡組 岡山県系備中国小田郡笠岡村 220320 2 98 23 

l饗組 本郡玉島村 220608 20  2 185 24 

2甲寄組 小田郡甲寄村 200504 10  2 57 25 

2入団組 小田郡入田村（同郡内 5村） 181205 8 10  9 186 26 

3黒忠組 本国小田郡星田村 210713 14 29 

3大倉組 本国小田郡大倉村 180927 10 3 3 16 362 35 

（同郡内 3村、他2郡 4村）

4後月組 本国後月郡高屋村 181010 2 18 41 

4両屋組 本国後月郡両屋村 190121 20  1 4 44 42 

4 Jll中日系且 本国後月郡足次村川相 220608 1 8 9 163 43 

5明道組 大阪府南区 191209 10  2 82 53 

5白神組 大阪府西区立費堀南通四丁 220313 5 0 5 10 503 55 

（真道組） 目 * 240218真道組に改名

6敬神講組 備前田上道郡円山村（同郡 181009 3 20  10  7 550 63 

内 12村、他 3郡区4町村）

6長利組 備前国上道郡長利村 201102 20  20  4 105 65 

7阿知組 本国本郡西阿知新田村 180927 9 40  5 9 27 987 75 

（同郡内 3村、他2郡 8村）

7茂浦組 浅口郡連島村字茂浦 230326 3 3 96 83 

(10392) 



90 

教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 頁

区 （講社役員の他住所）

8正異組 慶島県系備后国沼隈郡今津村 181130 2 3 0 5 0 1 11 104 85 

8走島組 慶島県系備后国沼隈郡走島村 201204 21 88 

8敬神組 慶島県系備后国沼隈郡百島村 210419 21 89 

9白神組 大阪府堺匝 200328 61 99 

9員金組 大阪府北匪曽根崎新地三丁 201025 50 100 

目

9三光組 大阪府南区高津町四番町 200825 2 47 101 

9金弘組 大阪府（大阪分所部下） 200825 20  2 116 102 

9虞玉組 大阪府南区畳屋町 220410 64 105 

10 正道組 大阪府西成郡難波村 191111 2 40  3 0 5 14 815 111 

10 正光組 大阪府摂津田豊島郡池田村 200309 40  3 0 4 11 317 113 

10 藤守組 大阪府北匝絹笠町 200412 95 114 

10 高天組 大阪府大和国葛上郡高天村 200725 44 115 

10 金慶組 大阪府東匝農人橋詰町 200925 2 0 4 304 116 

10 葛木組 府山城国葛上郡南郷村 210406 10  2 77 117 

11 共信組 慶島県系御調郡中之庄村 210529 20 123 

11 敬神組 慶島県系備后国御調郡尾道久 181216 2 2 0 4 213 125 

保町（同郡内 l町）

11 神光組 慶島勝備後国御調郡尾道土 181226 2 1 0 4 113 127 

堂町

11 金光組 贋島県系備后国御調郡尾道 190130 3 3 0 6 171 128 

（同郡内 3町）

11 金正組 備后国御調郡尾道御所町 190205 2 10  4 75 130 

（同郡内 1町）

11 金吉組 備后国御調郡三原町 190320 2 2 156 131 

11 和田組 慶島県系御調郡山中村 190712 3 20  5 129 132 

12 敬神高且 岡山将岡山区西中島町 181221 3 4 0 10  8 16 370 141 

（同区内 6町、他郡 l村）

12 秋山組 本将下岡山区可真之町 181215 3 2 0 3 8 159 143 

（同区内 6町、他2郡 4村）

12 岡山本組 岡山鯨岡山匝高年町 201107 2 0 4 26 145 

（同区内 5町、他2郡 2村）

13 真誠組 本国下道郡陶村 181221 10  3 178 153 

14共信組 備前園児島郡慶江村 191031 4 9 0 8 0 8 29 1169 159 

（同郡内 6村、他2郡 4村）

(10393) 



91 

教 講社名 住 所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

14 金信組 備前児島郡下村 191103 5 2 0  3 0 3 13 237 162 

（同郡内 3村）

14 JU賓組 備前国児島郡波知村 201026 20  4 7 141 164 

14 連開組 備前国児島郡西畦村 181225 10  2 58 165 

（同郡内 l村）

14 林組 備前国児島郡林村 200307 12 。2 14 496 166 

（同郡内 4村、他2郡 7村）

14 田ノ口組 備前田児島郡田ノ口村 191012 16 169 

14 郡組 岡山脇備前園児島郡郡村 210727 5 0 2 7 208 173 

14 福田組 岡山県系児島郡南畝村 220209 2 13 177 

15 新神組 備後国品治郡新市村 190130 10  10  1 4 159 179 

（同郡内 l村、他郡 l村）

16 金光組 山口豚周防国玖珂郡由宇村 190115 3 9 5 1 18 154 181 

（同郡内 l村）

16 神代組 山口県系周防国玖珂郡神代村 190106 3 0 10  5 138 187 

16 榔意組 山口県系周防閏玖珂郡柳井津 190115 5 6 0 3 0 1 15 116 189 

町

16 明田組 山口県系周防閤玖珂郡日積村 190115 4 20  6 195 191 

（同郡内 6町村）

16 敬神組 山口県系周防園玖珂郡伊陸村 190115 5 3 0 4 12 288 193 

（同郡内 3村）

16 大畠組 山口将玖珂郡大畠村 190714 3 195 

16 枚森組 山口将玖珂郡下久原村 200302 21 196 

16 祖生組 山口県系周防国玖珂郡植生村 190407 10  2 9 197 

16 末元組 山口鯨玖珂郡祖生村 200409 4 198 

16 瑞穂組 山口県系玖珂郡田尻村 190115 33 199 

16 西長野組 山口県系玖珂郡西長野村 200302 20  2 38 200 

16 海士路組 山口県系玖珂郡海士路村 200623 2 。 2 35 201 

16 峠組 山口県系玖珂郡峠村 200802 10 202 

16 川西組 山口県系玖珂郡川西村 200802 3 0 3 20 203 

16 長谷組 山口県系玖珂郡長谷村 200523 20  2 37 204 

16 椙社組 山口県系玖珂郡下久原村 201028 38 205 

16耕内組 山口将玖珂郡天尾村 201028 29 206 

16黒磯組 山口将玖珂郡黒磯組 201028 2 4 0 6 44 207 

（＊ママ）

16神力組 山口県系玖珂郡上久原村 200302 7 0 10  8 91 208 

(10394) 
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教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

16 岩国組 山口！鯨玖珂郡錦見村 201027 2 0 4 19 210 

16 根笠組 山口！将玖珂郡根笠村 201027 2 211 

16 尾津組 山口県系玖珂郡尾津村 210410 1 0 2 28 212 

16 後藤組 山口県系玖珂郡中山村 190115 2 。1 0 3 71 213 

16 白崎組 山口県系周防国玖珂郡今津村 211015 2 214 

16 畑組 山口県系周防国玖珂郡通津村 211014 2 215 

16 向今津組 山口県系玖珂郡向今津村 220711 2 217 

16 神明組 山口牒玖珂郡通津村 220907 2 2 6 219 

16 灘高且 山口癖玖珂郡灘村大字黒磯 230325 4 220 

17 後藤組 山口県系周防園熊毛郡 190228 4 1 0 2 0 8 179 227 

（同郡内 3村）

17 神代組 山口県系周防国熊毛郡伊保庄 210229 1 10  2 71 229 

村

17 田布施組 山口県系周防国熊毛郡下田布 200720 20  4 43 230 

施村

17 敬神高且 山口勝熊毛郡室津村 190115 2 1 0 40  7 112 231 

（同郡内 1村）

17 神国組 山口将熊毛郡長島四代村 190407 4 。10  6 160 232 

17 柳意組 山口県系熊毛郡曽根村 220709 1 2 15 234 

18 志佐組 山口県系大島郡志佐村 190407 1 15 243 

18 三野組 山口県系周防国大島郡三蒲村 190101 2 1 0 3 47 244 

－椋野村

19 開栄組 京都府上京匝第三十組上本 190408 2 20  3 0 3 10 512 245 

能寺前町

20 井口組 兵庫県系摂津国神戸匝兵庫魚 200409 3 0 20  3 8 455 251 

ノ棚町

20 松尾組 兵庫県系摂津国神戸匡兵庫川 201025 20  20  3 7 223 253 

崎町

(10395) 
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第弐号

教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

21 田畑組 京都府山城国久世郡寺田村 200410 10 。4 14 615 

22 甲島組 大阪府和泉国堺区中ノ町西 190610 3 3 0 20  9 475 11 

二丁

23 黒忠組 本国川上郡黒忠村 191008 2 11 。7 2 22 508 17 

（同郡内 9村、他2郡 4村）

23 大倉組 岡山鯨川上郡桑田村 210710 40  5 9 310 21 

23 明治組 岡山県系川上郡明治村 220523 15 23 

25 藤守組 京都府下京匝第拾六組中堂 191114 2 90  4 6 21 1004 31 

寺町

26 藤守組 京都府紀伊郡伏見京町三丁 191115 2 0  2 5 142 37 

目

27 温泉組 愛媛将伊7象国温泉郡新玉町 191225 1 52 43 

28 藤守組 滋賀将近江国滋賀郡大津 200125 60  40  6 16 754 49 

28 藤守組 滋賀県系神崎郡八日市町 220805 2 3 67 51 

29 藤守組 兵庫豚神戸匝北長狭通七了 200208 4 0  20  2 8 281 55 

目

30 五明組 備前回邑久郡五明村 200502 3 0 10  4 41 61 

31 小方組 震島県系安曇園佐伯郡小方村 200523 2 0  3 0 6 55 65 

31 玖波組 贋島県系安曇国佐伯郡玖波村 210229 1 10  2 14 66 

31 大竹組 慶島県系安曇国佐伯郡大竹村 200930 3 0 3 92 67 

32 藤守組 滋賀県系近江国滋賀郡錦村 200725 40  3 0 2 9 224 73 

33 信光組 大阪府東匝博労町三丁目 220411 1 122 77 

34 開栄組 滋賀豚近江国滋賀郡下馬場 200823 40  1 0 6 153 81 

町

35 有志組 京都府下京匝第九組塩屋町 200908 1 0 2 246 85 

36 高津組 大阪府西成郡高津村 200925 2 149 87 

37 藤守組 滋賀県系近江国犬上郡彦根袋 220503 20  2 4 87 89 

町

38 藤守組 京都府山城国葛野郡下嵯峨 201024 2 0  20  2 6 169 93 

村

39 藤守組 滋賀県系近江国蒲生郡八l橋元 201025 2 0  10  3 144 97 

玉屋町

40 藤守組 愛知将名古屋監梅関町 201025 2 0 2 0 5 9 141 101 

41 中島組 本国都宇郡中庄村 201026 2 41 105 

41 阿知組 本国都宇郡中庄村 210306 95 106 

(10396) 
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教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

42 住吉組 大阪府住吉郡安立町 210328 1 92 109 

43 和田組 高知県系土佐郡和田村 220226 54 111 

43 土居組 高知県系土佐郡土居村 210224 10  20  4 160 113 

43 南川組 高知将土佐郡南川村 220226 15 114. 

43 船戸組 高知県系土佐郡船戸村 220226 16 114. 

3 

43 南泉組 高知県系土佐郡南泉村 220226 22 114. 

5 

43 溜井組 高知県系土佐郡溜井村 220226 2 0 2 16 114. 

7 

44 西村組 兵庫県系摂津園武庫郡西ノ宮 210206 1 7 0 6 14 264 115 

（明道組） * 211214明道組に改名

44 明道組 武庫郡西ノ宮（＊消線して 230219 ( 1) 117 

元の西村組の方に書込）

45 開栄組 滋賀県系阪田郡長演南船町 220313 1 21 119 

46 黒忠組 愛媛県系伊橡園越智郡大三島 210422 13 123 

井ノ口村

46 北浦組 愛姫豚伊7象国越智郡北浦村 211014 20  2 21 124 

47 敬神講組 備前国邑久郡宿毛村 210516 40  4 168 125 

48 田畑組 大坂府摂津国島上郡 210613 40  5 231 133 

49 藤守組 大阪府北区真砂町 210618 40  4 8 242 137 

49 敬神組 岡山鯨西中鳥町 230326 30 139 

51 0 0組 静岡県系駿河固有渡郡静岡宿 210728 1 145 

＊組名未記入

52 金道組 大阪府河内国丹北郡矢田部 210803 1 1 2 34 153 

村

53 明誠組 東京本郷匝菊阪町八十番地 211014 40  9 13 510 157 

54 御野組 備前御野郡豊成村 181009 20  6 9 45 161 

* 6番教区より独立

55 7象言組 福岡県系豊前国企救郡小倉舟 211024 1 165 

頭町

55 藤守組 福岡鯨豊前国企救郡小倉平 220623 12 13 345 167 

松町

56 神遺組 慶島県系備後国安那郡川北村 220127 20  2 34 169 

57 尾上組 ＊住所未記入 220411 3 4 81 173 

(10397) 
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教 講社名 住所 初出日 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 頁

区 （講社役員の他住所）

57 明石組 ＊住所未記入 221230 8 8 378 175 

58 明守組 和歌山鯨紀伊国和歌山市新 220503 20  5 7 456 179 

中通一丁目

59 土居組 高知将長岡郡田井村 220515 2 0 3 51 186 

60 桑下組 岡山県系久米北保郡桑下村 220508 20  2 15 195 

61 藤守組 京都府丹波国南桑田郡亀岡 220517 20  7 9 266 199 

町

62 魚住組 兵庫県系播磨国姫路市茶町 220604 40  8 12 273 203 

63 芝組 東京市芝区南佐久間町一丁 220708 9 10 393 207 

目

64 気多組 兵庫県系但馬国気多郡西気村 220730 4 5 56 211 

65 下ノ関組 山口県系長円閏赤間関市田中 221004 7 7 265 217 

町

66 藤守組 福岡将豊前国遠賀郡矢矧村 221223 6 6 129 223 

67 藤守組 福岡県系筑前国宗像郡吉武村 230208 2 2 29 225 

68 金誠組 兵庫県系摂津国兎原郡御影町 230219 5 5 70 227 

69 畳谷組 岡山鯨和気郡本庄村 230326 2 2 61 231 

(10398) 
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別表〈名簿〉

凡例

管長家資料から、以下の項目に該当する記述がある者のみを採り上げた。

教導職試補、準 7等教師、イ云習願、誓約書、講社役員（世話係以外）、

他教経歴

主に本部宛の届出書類に依っているが、他教経歴については履歴書から採

っているので年月日等が正確で、ない可能性があることを断っておく。

なお、（明治）年月日を 6桁の数字で表し、不明なカ所は「－Jで示した。

NO i氏名（太字は本報告掲載者） ①住所 ②教導職試補受日

③準 7等教師受日 ④伝習願 ⑤誓約書 ⑥講社名 ⑦役員名

③「受給記」記載年 ⑨他教経歴

11明田角太郎 ①玖珂郡日積村 ② 190322 ③ 190715 ④ 190201保

証人環乃金五郎 ⑥明田組 ⑦ 190425講長 ③ 15年御霊代 35、

16年御霊代 65、御社号 65 ⑨ 140911出雲大社教会講社取締世話

係、 141010松崎講社分社世話係、 170630神風講社教師補

21生田太茂 ①玖珂郡日積村 ③ 170715 ④ 190417保証人明田角太

郎 ⑥明田組 ⑨山伏→真言宗→日積村社社用係

31石原市兵衛 ①玖珂郡由宇村 ② 230123 ⑥金光組

41磯村新吉 ①玖珂郡伊陸村 ⑥敬神組 ⑦ 190316副講長 ⑨ 

16ー圃神風教会周旋係

51井上友吉 ①玖珂郡伊陸村 ③ 191225 ⑤ 191207保証人宮重重輔

⑥敬神組 ⑦ 1903一世話係

61大島ムツ ①熊毛郡麻里府村 ② 271229 

71大竹作次郎 ①玖珂郡伊陸村 ② 211109 (231130免職具申） ③ 

191225 ⑤ 191207保証人宮重重輔 ⑥敬神組 ⑦ 19一四講長 ⑨ 

1807－－神風講社教師補任

81岡崎種次郎 ①玖珂郡回尻村 ⑥瑞穂組 ⑦ 190305 ⑨ 16一回出雲

大社教会大世話係、 1706…神風講社金神組世話係

91奥林弥重 ①玖珂郡田尻村 ② 190322 ⑥瑞穂組 ⑦総代

101小田若松 ①熊毛郡麻郷村 ② 230421 ⑥田布施組

111勝田藤左衛門 ①玖珂郡由宇村 ② 211109 ③ 22－－－ー準七等修信講

師 ④ 191007保証人環乃金五郎 ⑤ 191007保証人環乃金五郎

(10399) 
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121桂松平 ①玖珂郡古開作村（221222転居居、企救郡小倉町田町231

番屋敷へ） ② 210921 ⑤ 200927保証人熊谷喜太郎 ⑦ 230225 

総代 ③ 16年大木札 1、御霊代 2

131兼政音吉 ①玖珂郡伊陸村 ② 230902 ③ 190715 ⑥敬神組 ③ 

15年大木札

141兼村国太郎 ①玖珂郡伊陸村 ⑥敬神紐 ⑦ 1903－－副講長 ⑨ 

1710…金神組周旋係

151唐樋常蔵 ①玖珂郡由宇村 ② 210919 ③ 15年御社号、大木札、

御霊代、 16年御社号、御霊代、 17年御社号 50、御霊代 50

161唐樋楽太 ①玖珂郡由宇村 ④ 271219尋常葬儀式卒業

171河原善太郎 ①玖珂郡日積村 ② 230618 (271129辞職願） ③ 

190715 ④ 190417保証人松村文次郎 ⑥明田組

181久保ノ＼ナ ①熊毛郡上ノ関村 ② 211109 

191熊谷喜太郎 ①玖珂郡柳井津町 ② 190716 ③ 191128 ④ 191007 

保証人環乃金五郎 ③父林三郎名で 16年小木札、 17年御霊代 50、

御社号 100 ⑨ 170616神宮教神風講社教師補、 171106神宮教教導

職試補

201倉重金右衛門 ①玖珂郡海土路村 ② 220605 (280110辞職願）

③ 200908 ⑤ 200601保証人村井弥右衛門

211後藤光治郎 ①玖珂郡中山村 ② 190331 ③ 190202 ④ 190202保

証人環乃金五郎 ⑥後藤組 ⑦講長 1902-- ⑨神風講社金神組教師

補

221小林熊太郎 ①玖珂郡向今津村 ② 270106 ⑤ 200806保証人米中

千代槌

231重本多可（たか） ①玖珂郡神代村 ② 230123 

241高本六良兵衛 ①玖珂郡由宇村 ③ 200708 ⑤ 2005一保証人環乃

金五郎 ③父惇平名で 15年大木札

251環乃金五郎 ①玖珂郡由宇村 ③ 190910 ③ 15年大木札

261仁田亀松 ①玖珂郡柳井津町 ④ 190417保証人明田角太郎 ⑨ 

170817神風講社金神組周旋係

271野村徳次郎 ①玖珂郡柳井津町 ② 190322 ③ 190715 

281長谷川孝一 ①玖珂郡長谷村 ③ 200801 ⑤ 200521保証人米中千

代槌 ⑨ 161026神宮教神風講社取締

(10400) 
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29 浜安文蔵 ①熊毛郡伊尾庄村 ② 241023 

30 原田勇斎 ①玖珂郡玖珂村 ③ 200720 ⑤ 200529保証人阿山セキ

31 蛭子崎嘉占 ①熊毛郡室津村 ② 220112 ⑤ 200530保証人前回国

蔵 ⑥敬神組 ⑦一一講長

32 福田亀古 ①大島郡久賀村 ② 230508 ⑤ 230315保証人権訓導高

阪松之助〈滋賀県大津町〉

33 藤井藤吉 ①玖珂郡伊陸村 ② 230409 ③ 190715 ③ 15年大木札

34 藤中庄太郎 ①玖珂郡伊陸村 ⑥敬神組 ⑦ 1903一面lj取締 ⑨ 

1702－－神風教会周旋係

35 藤中秀次郎 ①玖珂郡田尻村 ⑥瑞穂組 ⑦ 190305副講長 ⑨ 

1706－－神風講社金神組世話係

36 藤山勝太郎 ①玖珂郡柳井村 ③ 190715 ④ 190201保証人環乃金

五郎 ⑥明田組 ⑦ 190425講長 ⑨ 170826神風講社周旋係

37 前田うめ ①玖珂郡神代村 ⑥神代組 ⑦ 19－－－ー高lj講長 ⑨一一神

風講社金神組周旋イ系

38 前回国蔵 ①玖珂郡神代村 ③ 190715 ④ 190422保証人松重吉七

⑨一一金神組教師補

39 桝村林助 ①玖珂郡古関作村 ④ 190202保証人環乃金五郎 ③ 16 

年大木札 ⑨ 170627神風講社周旋係、 170809神風講社教師補

40 松井作二郎 ①玖珂郡岩国町 ② 270720 

41 松重喜七 ①玖珂郡神代村 ⑥神代組 ⑦ 190710取締 ⑨一一神

風講社金神組周旋係

42 松村伊助 ①玖珂郡伊陸村 ⑥敬神組 ⑦ 1903一副講長 ⑨ 1712--

金神組周旋係

43 官重重輔 ①玖珂郡柳井町、伊陸村 ③ 191225 ⑤ 191207保証人

環乃金五郎 ⑥敬神組 ⑦ 1903－－講長 ⑨ 1608ー神宮教周旋係

44 森山松次郎 ①玖珂郡神代村 ② 230618 

45 八木民蔵 ①玖珂郡玖珂村 ② 260608 

46 矢野多兵衛 ①玖珂郡由宇村 ② 27一回目

47 山川清助 ①玖珂郡神代村 ⑥神代組 ⑦ 190710講長 ⑨一一神

風講社金神組周旋係

48 山根あ浅 ①玖珂郡玖珂村 ② 230902 

49 山本貞勝 ①熊毛郡上関村 ② 270630 

(10401) 
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50 浴本徳太郎 ①玖珂郡伊陸村 ⑥敬神組 ⑦ 1903－－副取締 ⑨ 

1710－－金神組周旋係

51 吉永実蔵 ①熊毛郡曽根村 ② 220724 

52 古村辰次郎 ①玖珂郡伊陸村 ⑥敬神組 ⑦ 1903－－副取締 ⑨ 

1712…神宮世話係

53 米中千代槌 ①玖珂郡長野村 ② 210919 ④ 2004一保証人環乃金五

郎 ⑤ 200409保証人環乃金五郎 ③ 15年大木札、 17年社号 300

54 脇田兵助 ①熊毛郡尾国村 ② 220526 ③ 220713準七等修信講師

⑤ 220519保証人前田国蔵

(10402) 
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平
成
二
五
年
度
研
究
論
文
概
要

二
五
年
度
に
提
出
さ
れ
た
研
究
報
告
の
う
ち
、
本
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

以
外
の
、
各
所
員
、
助
手
の
研
究
論
文
の
概
要
等
を
、
こ
こ
に
掲
げ
る
。

第

吉E

貨
幣
経
済
と
お
知
ら
せ
の
視
界

！
神
か
ら
の
金
銭
の
依
頼
に
つ
い
て

l
大

林

治
（
所
員
）

r告

本
稿
は
、
封
建
制
下
の
米
経
済
か
ら
近
代
の
貨
幣
経
済
へ
移
行
し
て
い
く

時
期
に
、
神
が
文
治
に
金
銭
を
依
頼
し
て
き
た
意
味
を
、
経
済
構
造
と
の
関

わ
り
で
把
握
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
取
り
上
げ
た
の
は
、
神
が
「
屋
敷

宅
が
え
」
費
用
を
依
頼
す
る
安
政
四
年
の
出
来
事
と
、
ま
た
そ
の
出
来
事
が

「
神
の
頼
み
は
じ
め
」
と
さ
れ
る
慶
応
三
年
の
お
知
ら
せ
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
建
築
依
頼
の
際
、
繁
右
衛
門
の
無
意
識
状
態
の
中
で
神
が

金
銭
を
頼
ん
で
い
る
点
に
注
目
し
た
。
直
接
に
は
、
金
を
借
り
る
こ
と
も
出

来
な
い
繁
右
衛
門
の
窮
状
に
発
し
て
の
依
頼
だ
が
、
無
意
識
の
中
で
の
金
銭

の
求
め
は
、
金
銭
が
人
間
の
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
人
間
を
規
定
し
て
い

る
問
題
構
造
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
問
題
に
な
る
の
は
、

金
銭
依
頼
に
応
じ
た
文
治
の
行
動
が
、
人
間
存
在
を
規
定
す
る
貨
幣
経
済
秩

序
に
対
し
て
も
っ
た
意
味
と
は
何
か
、
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
こ
の
問
題
を
マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
論
を
参
照
し
つ
つ
把
握
し

た
。
金
神
は
、
価
格
に
置
き
換
え
て
「
た
っ
た
十
匁
」
も
借
り
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
言
う
。
こ
の
言
が
示
す
の
は
、
大
工
の
労
働
も
、
建
築
資
材
も
、

貨
幣
で
売
っ
た
り
買
っ
た
り
さ
れ
る
高
品
世
界
の
現
実
で
あ
る
。
金
神
は
、

こ
の
現
実
を
前
に
、
そ
し
て
こ
の
現
実
打
開
を
願
望
し
て
依
頼
を
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
一
方
、
依
頼
に
応
じ
た
文
治
は
、
「
こ
づ
か
い
、
酒
ま
で
」
「
心

配
な
い
よ
う
に
」
援
助
し
た
。
建
築
だ
け
に
使
用
さ
れ
る
金
銭
援
助
に
と
ど

ま
ら
な
い
そ
れ
は
、
金
銭
の
み
の
や
り
と
り
で
済
ま
さ
れ
る
貨
幣
経
済
秩
序

を
見
返
す
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
金
銭
は
、
建
築
を
取
り
囲
む
人

間
の
関
わ
り
を
、
神
へ
の
「
信
」
か
ら
見
直
す
作
用
上
に
置
か
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

第
三
章
で
は
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
が
「
神
の
頼
み
は
じ
め
」
と
意
味
づ

け
ら
れ
た
慶
応
三
年
と
い
う
時
期
に
注
目
し
た
。
そ
の
頃
、
村
民
の
金
銭
負

担
は
増
す
が
、
文
治
は
す
で
に
田
畑
を
手
放
し
て
お
り
、
米
を
換
金
す
る
手

立
て
を
も
っ
て
い
な
い
。
金
銭
が
切
実
な
意
味
を
持
っ
て
意
識
さ
れ
る
中
、

告
げ
ら
れ
た
の
が
こ
の
お
知
ら
せ
で
あ
る
。
何
と
か
支
払
い
の
算
段
は
付
い

て
い
た
こ
と
が
資
料
か
ら
推
察
で
き
る
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
の

金
銭
の
依
頼
を
「
頼
み
は
じ
め
」
と
押
さ
え
直
さ
せ
る
お
知
ら
せ
の
視
界
は
、

こ
の
出
来
事
が
商
品
世
界
の
現
実
を
相
対
化
す
る
神
と
の
関
わ
り
の
端
緒
と

な
っ
た
こ
と
を
文
治
に
理
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
よ
り
、

貨
幣
経
済
の
中
で
生
き
る
確
信
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(10403) 
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本
報
告
で
は
、
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
（
以
下
、
「
覚
書
」
）
執
筆
に
当
た
っ

て
の
、
金
光
大
神
の
手
許
に
あ
っ
た
帳
面
類
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、

「
御
四
被
せ
事
費
帳
」
（
以
下
、
「
覚
帳
」
）
の
編
纂
過
程
を
中
心
に
、
参
拝
者

や
願
主
の
記
録
で
あ
る
「
願
主
歳
書
覚
帳
」
や
「
広
前
歳
書
帳
」
、
さ
ら
に
は
、

現
在
、
確
認
さ
れ
て
い
る
断
片
資
料
や
「
費
帳
」
の
貼
紙
の
相
互
の
関
係
な

ど
分
析
を
行
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
覚
帳
」
の
表
記
形
態
や
記
述
内
容
を
分
析
・

考
察
し
た
研
究
を
踏
ま
え
、
「
覚
帳
」
執
筆
開
始
時
点
と
さ
れ
る
慶
応
三
年

一
一
月
二
四
日
記
録
（
「
費
帳
」
七
丁
裏
八
丁
表
）
ま
で
の
帳
面
作
成
の
プ

ロ
セ
ス
を
表
記
形
態
か
ら
分
析
し
た
。
そ
の
際
に
、
文
久
二
年
二
月
二
五
日

か
ら
元
治
元
年
一

O
月
二
四
日
ま
で
の
記
録
を
所
収
し
た
断
片
資
料
に
注
目

し
、
「
覚
帳
」
に
断
片
資
料
の
内
容
が
く
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。

さ
ら
に
、
慶
応
三
年
一
一
月
ニ
四
日
記
録
に
あ
る
「
当
年
ま
で
で
神
の
頼
み

始
め
か
ら
一
一
ヶ
年
に
相
成
り
候
」
と
、
「
覚
帳
」
冒
頭
の
安
政
四
年
一

O

月
一
一
一
一
日
記
録
と
の
関
係
か
ら
、
慶
応
三
年
の
想
起
と
、
記
述
上
の
循
環
的

構
造
が
窺
え
た
。

次
に
、
「
費
帳
」
が
書
か
れ
る
以
前
の
資
料
と
し
て
現
存
す
る
「
願
主
歳

書
覚
帳
」
（
安
政
七
年
1
慶
応
二
年
）
と
、
「
広
前
歳
書
帳
」
の
断
片
と
の
対

照
を
行
っ
た
。
両
帳
に
は
、
同
一
の
内
容
を
指
す
と
見
ら
れ
る
慶
応
二
年
二

月
二
四
日
の
記
録
が
あ
り
、
「
願
主
歳
書
覚
帳
」
と
「
広
前
歳
書
帳
」
そ
れ

ぞ
れ
に
固
有
な
特
徴
を
窺
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、
「
覚
書
」
執
筆
以
前
に
あ
っ
て
、
後
筆
や
貼
紙
で
記
録
が
幾
度

も
改
編
さ
れ
て
い
る
事
例
（
i
節
一
二
丁
表
・
明
治
四
年
、

H
節

一

九

丁
表
・
明
治
六
年
）
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
後
筆
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
実
際

に
あ
っ
た
出
来
事
が
順
序
通
り
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
こ

に
出
来
事
の
受
け
止
め
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、

挟
込
紙
や
裏
表
紙
記
録
と
対
照
さ
せ
る
と
、
記
録
を
書
き
表
す
際
に
、
幾
つ

か
の
段
階
を
経
た
こ
と
が
窺
え
た
。

今
後
、
個
々
の
帳
面
作
成
時
期
や
後
の
書
き
込
み
の
時
期
を
精
査
し
つ
つ
、

さ
ら
に
は
、
近
世
末
期
の
新
宗
教
や
社
寺
資
料
と
の
対
照
比
較
を
通
じ
て
、

金
光
大
神
直
筆
資
料
の
特
徴
の
究
明
を
行
う
。

浅
尾
藩
領
大
谷
村
の
用
水
普
請
の
諸
相

｜
「
御
用
諸
願
書
留
帳
」
を
手
が
か
り
に
｜

イ左

藤

道

文
（
所
員
）

現
在
、
本
所
に
収
集
さ
れ
て
い
る
「
小
野
家
文
書
」
の
中
に
、
寛
政
四

（
一
七
九
二
）
年
以
降
の
河
川
改
修
や
溜
池
の
建
設
等
、
用
水
普
請
に
関
す

る
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
ら
資
料
か
ら
は
、
夏
季
の
降
水
量
が
少
な
い
い
わ
ゆ

る
瀬
戸
内
海
式
気
候
に
加
え
て
、
河
川
（
里
見
川
）
に
よ
る
田
地
へ
の
充
分

な
引
水
が
不
可
能
な
地
形
に
あ
る
大
谷
村
に
お
い
て
、
溜
池
に
よ
る
〈
水
〉

の
確
保
・
利
用
は
、
村
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か

(10404) 
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が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
赤
沢
文
治
（
金
光
大
神
）
が
生
き
た
「
大
谷
村
」

の
生
活
・
秩
序
実
態
の
立
体
的
把
握
に
向
け
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、

溜
池
の
事
例
に
注
目
し
て
、
用
水
普
請
を
め
ぐ
る
村
内
外
の
関
係
の
様
相
の

究
明
を
試
み
た
。

第
一
章
で
は
、
文
化

二
二
（
一

八
二
ハ
）
年
の
「
大
谷
村
明
細
帳
」
を
も

と
に
、
村
内
の
溜
池
の
位
置
と
規
模
、
お
よ
び
利
用
状
況
を
把
握
し
た
。
こ

の
こ
と
を
通
じ
て
、
村
内
の
田
地
約
五
八
%
が
溜
池
の
水
を
利
用
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
た
。

第
二
章
で
は
、
浅
尾
藩
へ
願
い
出
た
諸
普
請
の
村
控
で
あ
る
「
御
用
諸
願

書
留
帳
」
か
ら
、
文
政
元
（
一
八
一
人
）
年
j
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の

三
九
年
間
分
の
溜
池
、
河
川
に
関
わ
る
用
水
普
請
（
五
一
件
）
の
場
所
、
内

容
（
新
設
、
修
繕
等
）
を
抽
出
し
た
。
そ
し
て
、
天
保
二
二
（
一
八
四
二

年
j
同
一
五
（
一
八
四
一
二
）
年
の
も
の
に
つ
い
て
、
村
費
の
決
算
書
で
あ
る

「
小
割
帳
」
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
村
役
人
が
藩
へ
申
請
し
た
普
請
の
費
用
（
見

積
り
額
）
と
、
藩
か
ら
支
払
わ
れ
た
費
用
と
の
聞
に
差
額
（
不
足
）
が
生
じ

て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

第
三
章
で
は
、
竃
人
池
（
大
谷
村
タ
崎
）
に
関
す
る
天
保
二
ニ
（
一
八
四
二
）

年
1
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の
資
料
の
解
読
作
業
を
行
っ
た
。
こ
の
作
業

を
通
じ
て
、
同
池
の
築
立
に
関
す
る
「
骨
折
料
」
の
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
、

タ
崎
の
住
人
・
弥
十
郎
（
甚
之
丞
内
別
）
と
本
谷
の
住
人
・
川
手
秀
太
郎
と

が
、
一

O
年
余
に
亘
っ
て
争
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
さ
ら
に
、
安

政
元
年
の
済
口
証
文
か
ら
、
両
者
の
争
論
が
、
判
頭
を
巻
き
込
ん
だ
、
い
わ

ゆ
る
「
五
人
組
」
相
互
の
争
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
組
と
組
の
争
論
と
そ
の
和
解
の
仕
組
み
の
究
明
が
、
大
谷
村
の
生
活
・

秩
序
実
態
を
捉
え
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

(10405) 

慶
応
四
年
七
月
二
十
七
日
の

お
知
ら
せ
に
関
す
る
一
考
察

ー
自
ら
の
「
姿
」
へ
の
注
目
と
そ
の
意
味
｜

白

石

平

（所
員
）

淳

「
覚
帳
」

慶
応
四
年
七
月
二
十
七
日
の
条
に
は
、

「
一
つ
、

辰
年
よ
り
丑
年

ま
で
、
十
か
年
先
、
わ
が
身
の
姿
を
見
よ
。
末
の
た
め
」
（
一

一
一！
日
）
と

の
お
知
ら
せ
が
あ
る
。
慶
応
三
年
以
降
の
起
筆
と
目
さ
れ
る
「
覚
帳
」
に
お

い
て
、
「
先
」
「
末
」
と
い
う
未
来
を
志
向
す
る
当
該
記
述
は
、
金
光
大
神
の

身
の
回
り
に
起
き
て
い
く
事
態
に
、
「
わ
が
身
の
姿
」
を
介
し
て
視
界
が
形

成
さ
れ
て
い
く
問
題
を
浮
か
ば
せ
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
未
来
志
向
の
一
方

で
、
そ
の
後
明
治
七
年
に
は
、
出
生
に
遡
つ
て
の
「
覚
書
」
執
筆
が
促
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
常
に
過
去
と
の
関
係
で
現
在
を
問
題
化
す
る
よ
う

に
し
て
「
わ
が
身
の
姿
」
が
注
目
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
問
題
化
の
具
体
相
に
関
わ
っ
て
、
金
光
大
神
に
お
け

る
二
度
の
隠
居
に
着
目
し
た
。

金
光
大
神
は
、
浅
吉
へ
世
帯
を
移
譲
す
る
安
政
六
年
、
そ
し
て
浅
吉
が
世

帯
か
ら
除
帳
さ
れ
世
帯
主
に
戻
っ
た
後
、
再
び
萩
雄
へ
移
譲
す
る
明
治
十
二

年
の
二
度
、
隠
居
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
の
お
知
ら



せ
が
「
覚
帳
」
「
覚
書
」
両
書
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
覚
帳
」

明
治
九
年
の
記
述
（
二

O
l却
）
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
者
は
、

簡
略
な
記
述
の
「
覚
帳
」
（
三
ー
ー
1
）
に
比
し
て
、
「
覚
書
」
で
は
庄
屋
と
の

や
り
と
り
等
そ
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
（
七
｜
1
）
。
こ
う
し
た
様
相
は
、

明
治
期
に
あ
っ
て
、
過
去
と
の
関
係
で
現
在
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、

安
政
六
年
の
隠
居
が
捉
え
返
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
浮
か
ば
せ
て
い
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
「
覚
帳
」
で
は
明
治
一

O
年
の
記
述
（
一
一
一

l

H
）
で
初
出
す
る
「
天
照
皇
大
神
」
が
、
「
覚
書
」
で
は
、
安
政
五
年
に
お

け
る
「
金
神
」
へ
の
「
一
乃
弟
子
も
ら
い
う
け
」
（
六
｜
1
）
に
お
い
て
登

場
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
何
故
な
ら
、
「
天
照
皇
大
神
」
崇
敬
に
関
わ

る
浅
吉
へ
の
役
割
移
譲
が
、
隠
居
の
事
実
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
返
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
敬
神
教
育
願
」
提
出
や
宮
建
築
等
、

萩
雄
ら
に
よ
る
布
教
合
法
化
の
動
き
が
「
天
照
皇
大
神
」
崇
敬
の
問
題
と
共

に
本
格
化
し
て
い
く
時
代
情
況
が
、
そ
の
前
景
と
し
て
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
十
か
年
先
」
へ
向
け
た
視
界
形
成
の
内
実
に
関
わ
っ
て
、

金
光
大
神
に
お
け
る
二
度
の
隠
居
を
具
体
的
に
検
討
す
る
要
が
あ
ろ
う
。

103 

第

部

病
を
抱
え
つ
つ
生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
意
味

l
小
幡
彦
助
の
事
蹟
に
着
目
し
て
｜藤

本

也
（
所
員
）

拓

金
光
大
神
の
実
弟
彦
助
は
玉
島
久
々
井
の
小
幡
家
に
婿
養
子
と
し
て
入
っ

た
が
、
文
久
二
年
に
三
四
才
で
自
死
し
た
。
神
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
義
母
が

神
の
思
を
知
ら
ず
彦
助
も
出
世
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
早
く
く
つ
ろ
が
せ

た
、
と
金
光
大
神
に
知
ら
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
義
母
の
無
礼
と
共
に
彦
助

の
死
に
対
す
る
神
の
関
わ
り
な
ど
多
様
な
関
係
性
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
報
告
で
は
こ
の
出
来
事
に
関
わ
る
意
味
づ
け
の
問
題
を
考
察
し
た
。

文
久
二
年
正
月
に
彦
助
が
「
か
ん
立
ち
」
（
神
経
が
荒
立
つ
状
態
）
と
な
っ

た
際
、
久
々
井
の
者
ら
が
金
光
大
神
の
広
前
を
訪
ね
「
上
原
祈
祷
」
（
神
が

か
り
を
伴
う
治
病
行
為
）
で
治
す
と
告
げ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
神
と
金
光
大

神
は
、
彦
助
を
「
此
方
」
で
治
す
と
返
答
し
て
い
る
。
こ
の
応
答
か
ら
神
と

金
光
大
神
に
お
け
る
彦
助
の
固
有
性
や
、
上
原
祈
祷
と
い
う
対
象
に
照
ら
さ

れ
て
神
・
金
光
大
神
が
「
此
方
」
と
し
て
現
出
す
る
様
相
、
久
々
井
の
者
ら

と
の
関
わ
り
合
い
の
経
験
を
論
じ
た
。

次
に
先
行
研
究
を
整
理
し
つ
つ
、
彦
助
の
死
の
意
味
づ
け
に
関
す
る
問
題

を
考
察
し
た
。
「
母
親
が
神
の
恩
知
ら
ず
」
「
見
限
り
た
女
」
等
の
神
や
金
光

大
神
の
言
は
、
義
母
を
「
悪
」
と
す
る
解
釈
傾
向
を
生
ん
だ
。
し
か
し
「
悪
」

の
具
体
相
は
明
確
で
な
く
、
全
責
任
を
義
母
に
課
し
て
出
来
事
を
解
消
す
る

(10406) 
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こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
先
の
お
知
ら
せ
が
「
覚
書
」
に
書
か
れ
た
と
い

う
事
自
体
に
着
目
す
る
と
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
意
味
の
掴
み
難
い
死
に
、

神
か
ら
意
味
が
与
え
ら
れ
た
事
実
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
神
に
お
い
て
は
彦
助

を
く
つ
ろ
が
せ
た
悲
痛
さ
と
共
に
、
そ
れ
が
神
の
極
限
的
な
条
理
だ
っ
た
と

金
光
大
神
に
伝
え
る
配
慮
や
優
し
さ
が
表
出
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
金
光
大
神
の
五
男
宅
吉
の
「
理
解
」
が
苧
む
寓
意
に
着
目
し
、

出
来
事
の
固
有
性
を
広
く
共
感
可
能
に
す
る
あ
り
か
た
を
考
察
し
た
。
彦
助

の
死
去
時
と
同
年
齢
（
三
四
才
）
の
「
末
村
の
氏
子
」
に
関
す
る
「
理
解
」

で
は
、
本
人
の
「
狂
い
」
の
治
癒
可
能
性
が
、
親
の
「
め
ぐ
り
」
や
信
心
と

の
関
係
で
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
末
村
の
氏
子
」
に
彦
助
が
仮
託
さ
れ
て

い
る
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
金
光
大
神
の
死
後
も
彦
助
の
固
有
性
を
越
え
、

「
め
ぐ
り
」
を
前
に
し
た
人
々
を
信
心
へ
誘
う
営
為
が
確
認
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
死
を
含
み
込
ん
だ
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
神
か
ら
意
味

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
が
新
た
な
生
を
歩
む
下
支
え
と
な
ろ
う
。

第

吉E

「
現
代
社
会
に
布
教
す
る
教
会
委
員
会
」
の

実
施
過
程
に
お
け
る
〈
地
方
教
務
〉
の
経
験

｜
中
国
教
区
の
「
教
区
分
割
」
問
題
に
注
目
し
て

l

児

真

生
（
所
員
）

山

「
現
代
社
会
に
布
教
す
る
教
会
委
員
会
」
（
以
下
、
「
教
会
委
員
会
」
）
は
、

昭
和
四
四
年
、
「
全
教
参
加
態
勢
」
の
実
現
に
向
け
て
、
「
教
会
の
体
質
改
善
」

を
図
る
施
策
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
具
体
的
な
進
め
方
と
し
て
、
中
央

教
会
委
員
会
と
教
区
教
会
委
員
会
の
連
携
が
計
画
さ
れ
た
。
連
携
の
内
容
と

し
て
、
教
区
教
会
委
員
会
に
お
い
て
「
教
会
に
密
着
し
た
具
体
的
な
問
題
」

を
協
議
し
、
そ
の
内
容
は
教
務
所
を
通
じ
て
教
会
へ
「
還
元
」
す
る
と
と
も

に
、
全
教
的
視
野
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
中
央
教
会
委
員
会
へ
付

託
す
る
と
い
う
、
問
題
収
集
｜
整
理
（
検
討
）

l
還
元
と
い
う
循
環
作
用
の

仕
組
み
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
従
来
の
当
局
の
指
導
性
を

中
心
と
し
た
、
い
わ
ば
上
意
下
達
の
一
方
向
的
な
あ
り
方
に
代
わ
る
双
方
向

的
な
教
務
態
勢
の
構
想
で
あ
っ
た
。

「
教
会
委
員
会
」
は
、
実
施
当
初
か
ら
教
会
へ
の
「
還
元
」
の
し
難
さ
や
、

教
区
か
ら
中
央
へ
の
問
題
提
起
の
無
さ
等
の
問
題
が
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
、

実
施
か
ら
八
年
後
の
昭
和
五
二
年
度
を
も
っ
て
解
散
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
な
把
握
が
行
わ
れ
て
い
な
い
教
区
教
会
委
員

会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
中
国
教
区
を
事
例
に
そ
の
実
態
的
様
相
の
究
明

を
試
み
た
。
中
国
教
区
に
注
目
し
た
の
は
、
「
教
会
に
密
着
し
た
具
体
的
な

問
題
」
を
取
り
扱
う
教
区
教
会
委
員
会
が
、
な
ぜ
教
会
数
、
区
域
の
適
正
化

と
い
う
「
教
区
分
割
」
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
「
教
務
」
認
識
に
対
す
る
教
団
史
研
究
の
新
た
な
視

座
を
構
想
す
る
こ
と
に
培
お
う
と
し
た
。

第
一
章
で
は
、
「
教
会
委
員
会
」
の
立
案
に
関
わ
る
教
団
動
向
と
教
務
的

意
図
を
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
、
昭
和
四
O
年
八
月
の
竹
部
内
局
発
足
以
降
、

所
長
会
議
を
中
心
に
教
会
連
合
会
｜
教
区

l
教
団
と
い
う
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方

(10407) 
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式
で
の
施
策
実
施
の
あ
り
方
が
構
想
さ
れ
、
「
教
会
委
員
会
」
の
基
本
的
仕

組
み
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
他
面
、
そ
の
実
施
に
お
い
て
、
誰
が
ど
の

よ
う
に
主
導
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
当
局
者
と
所
長
の
聞
や
、
所
長

閑
士
の
間
で
も
、
施
策
に
対
す
る
認
識
の
髄
離
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
章
で
は
、
前
章
の
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
教
会
へ
の
「
還
元
」
を
め

ぐ
る
問
題
を
、
中
国
教
区
を
事
例
に
う
か
が
っ
た
。
同
教
区
で
は
、
教
会
委

員
会
の
取
り
組
み
の
内
容
を
、
年
度
ご
と
に
「
布
教
資
料
」
に
ま
と
め
て
各

教
会
へ
配
布
す
る
と
と
も
に
、
教
会
連
合
会
毎
に
教
会
委
員
会
に
対
す
る
問

題
提
起
を
要
請
し
た
。
教
会
連
合
会
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
問
題
は
、
「
教
会
の

財
の
私
有
視
の
問
題
」
「
教
会
長
・
教
師
の
姿
勢
（
信
念
）
の
問
題
」
「
祈
念

力
、
教
導
力
（
布
教
力
）
の
強
化
」
等
、
「
二
課
題
」
設
定
の
も
と
と
な
っ

た
「
一
六
0
項
目
」
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
教
会

側
と
教
区
教
会
委
員
会
の
意
識
の
議
離
、
さ
ら
に
は
、
教
会
側
の
教
区
教
会

委
員
会
に
対
す
る
関
心
の
稀
薄
さ
が
、
や
が
て
、
教
区
の
教
務
上
の
問
題
と

し
て
浮
上
す
る
過
程
を
示
し
た
。

第
三
章
で
は
、
中
国
教
区
の
教
会
委
員
会
が
、
「
教
区
分
割
」
問
題
と
い
う
、

教
規
に
及
ぶ
問
題
を
取
り
上
げ
た
要
因
を
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
、
教
区
教

会
委
員
会
の
取
り
組
み
が
、
教
区
内
の
教
会
と
の
意
識
の
講
離
、
さ
ら
に
は

教
会
委
員
会
に
対
す
る
無
関
心
と
い
う
、
「
教
区
の
一
体
化
」
や
「
全
教
参

加
態
勢
」
の
実
現
と
い
っ
た
理
想
と
す
る
世
界
の
外
側
を
意
識
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
克
服
課
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
「
教

区
分
割
」
と
い
う
方
向
を
目
指
さ
せ
る
要
因
と
し
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し

た。

神
道
金
光
教
会
期
に
お
け
る
儀
式
生
成
過
程
の
諸
相

山

光

徳
（
助
手
）

田

本
稿
で
は
、
「
儀
式
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
関
心
の
下
、
研
究
課
題
の

明
確
化
に
向
け
て
、
佐
藤
範
雄
が
明
治
二
二
年
陰
暦
五
月
二
三
日
に
執
行
し

た
「
祭
典
」
を
「
お
そ
ら
く
本
教
祭
式
の
始
な
り
」
（
『
信
仰
回
顧
六
十
五

年
上
巻
』
三
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
神
道
金
光
教

会
の
組
織
化
以
前
の
状
況
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
本
所
資
料
か
ら
窺
え
る
本

教
に
お
け
る
儀
式
の
歴
史
過
程
と
そ
の
実
態
の
把
握
に
取
り
組
ん
だ
。

一
章
で
、
神
道
金
光
教
会
組
織
化
以
前
の
時
期
を
中
心
に
、
佐
藤
が
執
行

し
た
儀
式
を
、
近
隣
村
民
か
ら
依
頼
さ
れ
た
「
土
用
祈
念
」
の
名
簿
と
佐
藤

作
成
の
祝
詞
資
料
か
ら
概
観
し
た
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
『
信
仰
回
顧

六
十
五
年
』
等
に
記
さ
れ
て
い
な
い
佐
藤
が
行
っ
た
儀
式
の
存
在
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
と
も
に
、
祝
調
資
料
に
窺
え
る
執
行
の
日
付
か
ら
、
陰
暦
一
一
一
二

日
等
に
営
ま
れ
る
「
月
待
講
」
と
の
関
連
性
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

二
章
で
は
、
前
章
で
見
た
佐
藤
の
儀
式
執
行
の
様
相
を
踏
ま
え
つ
つ
、
佐

藤
を
含
め
当
時
の
布
教
者
た
ち
が
儀
式
を
執
行
し
得
た
背
景
的
要
因
を
窺
う

べ
く
、
神
穂
書
院
と
大
阪
分
所
の
儀
式
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
所
有
状
況
に
注

目
し
た
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
は
、
神
道
の
祭
間
形
式
を
調
え
た
人
物
と
言

わ
れ
る
権
田
直
助
の
著
作
や
、
既
に
組
織
化
し
て
い
た
大
社
教
の
も
の
な
ど
、

幾
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
を
収
集
・
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
執
行
可
能

な
も
の
へ
と
編
み
直
し
て
い
た
様
相
が
窺
わ
れ
た
。

(10408) 
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三
章
で
は
、
山
口
県
の
通
津
村
の
講
社
事
務
所
（
現
岩
国
市
通
津
。
「
担

任
教
師
」
米
中
千
代
槌
）
の
「
諸
願
届
控
」
に
注
目
し
た
。
こ
の
資
料
の
中

に
は
、
明
治
二

0
年
代
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
警
察
や
村
長
宛
に
提
出
さ

れ
た
儀
式
執
行
届
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
講
社
事
務
所
の
遷

霊
式
や
霊
祭
の
執
行
を
は
じ
め
、
「
諸
病
御
祈
祷
」
「
五
穀
成
就
ノ
御
祈
祷
」
「
雨

乞
祈
祷
」
な
ど
が
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
と
に
、
「
諸
病
御

祈
祷
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
祈
祷
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
は
、
そ
れ
ら
儀
式

が
流
行
病
や
卒
魅
と
い
っ
た
地
域
の
生
活
環
境
・
実
態
と
結
び
付
い
た
願
い

出
で
あ
っ
た
様
相
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
執
行
に
つ
い
て
、
警
察
・
村
長
か
ら

の
了
解
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
た
。

今
後
、
人
々
の
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
儀
式
執
行
実
態
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
、
神
道
金
光
教
会
の
「
儀
式
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

(10409) 



紀
要
掲
載
論
文
検
討
会
記
録
要
旨

本
所
で
は
、
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
所
外
か
ら
の
批
判
・
検
討
を
受
け
、

研
究
の
意
図
・
対
象
・
方
法
の
吟
味
に
資
す
る
こ
と
を
願
い
、
紀
要
掲
載
論

文
検
討
会
を
開
催
し
て
き
で
い
る
。
今
年
度
は
、
平
成
二
五
年
一
一
月
二
六

日
に
、
第
四
五
回
の
検
討
会
を
開
催
し
た
。

検
討
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
紀
要
第
五
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
竹
部
弘
「
金

光
大
神
の
晩
年
と
天
地
の
荘
厳
」
、
大
林
浩
治
「
神
の
現
前
性
へ
の
聞
い
｜

明
治
末
大
正
期
の
「
教
え
」
と
「
お
か
げ
」
の
諸
相
か
ら

i
」
、
以
上
二
編

の
論
文
と
、
佐
藤
道
文
「
慶
応
二
年
二
一
月
の
「
添
翰
願
」
を
め
ぐ
る
大
谷

村
役
人
と
赤
沢
文
治
」
の
研
究
ノ

1
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
検
討
会
で
は
、

紀
要
全
般
、
近
年
の
研
究
動
向
を
め
ぐ
っ
て
の
意
見
交
換
も
な
さ
れ
た
。
以

下
に
、
検
討
会
の
概
要
を
掲
げ
る
。

な
お
、
出
席
者
は
、
所
外
か
ら
は
、
永
岡
崇
（
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
）
、

岩
崎
道
輿
（
評
議
員
・
研
究
員
・
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
・
静
岡
）
、
宮
下
寿

美
（
研
究
員
・
平
野
）
、
中
川
智
胤
（
新
潟
）
、
堀
江
芳
則
（
学
院
講
師
・
花

之
官
）
の
各
氏
、
所
内
か
ら
は
、
竹
部
弘
、
大
林
浩
治
（
以
上
、
論
文
執
筆

者
）
、
佐
藤
道
文
（
研
究
ノ
l
ト
執
筆
者
・
司
会
）
、
児
山
真
生
（
研
究
ノ
ー

ト
検
討
時
司
会
）
、
高
橋
昌
之
、
岩
崎
繁
之
で
あ
っ
た
。
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〈
竹
部
弘
論
文
〉

O
本
論
文
は
、
金
光
大
神
が
「
覚
帳
」
の
最
後
に
記
し
た
吋
身
代
わ
り
」
に

つ
い
て
、
こ
の
「
お
知
ら
せ
」
を
金
光
大
神
が
ど
の
よ
う
な
基
盤
に
お
い

て
受
け
止
め
た
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
天
地
に
よ
っ

て
人
の
死
が
生
き
、
人
の
死
に
よ
っ
て
天
地
が
生
き
る
、
す
な
わ
ち
、
人

の
死
と
天
地
と
の
相
互
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
「
大
い
な
る
成
就
」

と
い
う
、
「
身
代
わ
り
」
に
つ
い
て
の
新
た
な
解
釈
が
導
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
意
志
（
使
命
感
）
が
焦
点
化
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま

で
の
「
身
代
わ
り
」
解
釈
（
「
神
の
身
代
わ
り
」
、
「
氏
子
の
身
代
わ
り
」
）

に
つ
い
て
、
そ
の
前
提
か
ら
の
聞
い
直
し
を
図
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
で

き
C
ヲ
命
。

。
ま
た
、
本
論
文
中
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
避
け
が
た
く
遭
遇
す
る
不
時
の

災
難
・
病
・
死
等
の
具
体
的
事
例
が
検
討
さ
れ
つ
つ
、
課
題
の
追
究
が
図

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
震
災
を
経
験
し
た
後
の
人
間
状
況
に
対
す

る
教
学
研
究
と
し
て
の
応
答
の
試
み
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

。
な
お
、
こ
の
度
の
論
文
で
は
、
「
身
代
わ
り
」
を
め
ぐ
る
人
間
側
の
意
志

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
改
め
て
、
「
身
代
わ
り
に

神
が
さ
す
る
」
と
い
う
、
神
の
意
志
と
い
う
も
の
へ
の
関
心
が
生
じ
る
。

こ
の
点
は
、
「
神
の
差
し
向
け
」
な
ど
と
も
関
わ
っ
て
、
本
教
信
仰
に
お

け
る
神
観
や
金
光
大
神
像
の
さ
ら
な
る
究
明
に
向
け
た
興
味
深
い
要
点
と

思
わ
れ
る
。
今
後
の
教
義
的
究
明
に
期
待
し
た
い
。

(10410) 
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〈
大
林
浩
治
論
文
〉

O
本
論
文
は
、
関
東
大
震
災
の
翌
年
（
大
正
二
二
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
吋
震

災
お
か
げ
集
』
に
お
け
る
「
教
え
」
と
「
お
か
げ
」
の
掲
載
の
あ
り
方
へ

の
注
目
を
契
機
と
し
、
「
信
じ
る
」
人
び
と
の
信
仰
意
識
を
神
の
現
前
性

へ
の
問
い
と
し
て
、
そ
の
歴
史
過
程
を
さ
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
通

し
て
、
「
信
じ
る
」
こ
と
の
意
味
を
再
喚
起
さ
せ
、
「
教
え
」
と
「
お
か
げ
」

と
い
う
、
と
か
く
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
る
両
者
の
関
係
理
解
の
あ
り
方
の

見
直
し
を
図
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

。
わ
け
で
も
、
本
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
高
橋
正
雄
や
片
島
幸
吉
ら
が
、
自

ら
の
抱
え
た
苦
悩
や
不
安
を
「
教
え
」
の
規
範
性
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら

れ
な
か
っ
た
経
験
か
ら
、
そ
う
し
た
規
範
性
自
体
を
超
克
す
べ
き
対
象
と

し
て
捉
え
直
し
て
い
く
過
程
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
の
「
神

の
現
れ
」
や
「
神
と
の
出
会
い
」
の
持
つ
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、

興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

。
ま
た
、
高
橋
や
片
島
ら
の
経
験
の
犠
相
に
は
、
「
金
光
教
」
を
所
与
と
せ
ず
、

向
い
に
付
し
つ
つ
捉
え
直
す
中
で
「
金
光
教
」
の
具
体
化
を
試
み
る
と
い

う
、
時
代
的
な
問
題
意
識
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
は
、
改
め
て
、
彼
ら
の
信
仰
的
実
践
の
あ
り
方
が
持
っ
て
い
た
歴
史
的

位
置
や
意
義
、
そ
し
て
そ
の
展
開
の
あ
り
方
に
対
す
る
関
心
を
抱
く
。
今

後
、
同
時
代
の
教
師
層
や
信
徒
層
、
さ
ら
に
は
他
宗
教
（
者
）
の
動
向
な

ど
と
の
比
較
を
通
じ
た
研
究
に
期
待
し
た
い
。

〈
佐
藤
道
文
研
究
ノ

1
ト〉

O
こ
の
研
究
は
、
赤
沢
文
治
（
金
光
大
神
）
の
神
主
号
の
取
得
に
関
わ
る
「
添

翰
願
」
を
め
ぐ
っ
て
、
大
谷
村
役
人
（
庄
屋
・
年
寄
役
）
が
奥
書
・
請
判

に
応
じ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
要
因
を
「
大
谷
村
」
の
歴
史
的
背
景
と

の
関
わ
り
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
大
谷
村
」
と
い
う
視
座
を

用
い
た
取
り
組
み
は
、
金
光
大
神
の
広
前
の
歴
史
実
態
的
様
相
を
究
明
し

て
い
く
こ
と
に
向
け
た
方
法
論
的
試
み
と
し
て
了
解
で
き
る
。

O
本
論
で
、
村
役
人
が
「
添
翰
願
」
に
応
じ
た
要
因
を
、
困
窮
す
る
村
内
の

生
活
状
況
等
と
の
関
わ
り
で
論
じ
る
こ
と
か
ら
は
、
今
後
さ
ら
に
、
例
え

ば
、
明
治
一

O
年
の
「
氏
子
は
大
谷
村
の
金
神
社
と
申
し
」
と
い
う
「
お

知
ら
せ
」
な
ど
、
村
側
の
意
図
や
要
因
を
関
わ
ら
せ
た
教
祖
事
蹟
の
再
解

釈
と
い
う
研
究
的
余
地
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。

。
も
っ
と
も
、
こ
の
度
の
取
り
組
み
を
通
し
て
は
、
方
法
論
を
意
識
す
る
余

り
か
、
具
体
的
論
述
に
お
い
て
村
役
人
と
赤
沢
文
治
の
関
係
が
対
抗
的
、

対
立
的
な
も
の
と
し
て
、
単
調
に
な
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。
今
後
は
、
「
大

谷
村
」
と
い
う
も
の
を
構
成
し
、
成
り
立
た
せ
て
い
た
村
民
相
互
の
重
層

的
な
関
係
の
究
明
や
、
他
村
の
事
例
と
の
比
較
を
通
じ
た
、
課
題
意
識
や

方
法
の
錬
磨
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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〈
紀
要
全
般
、
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
〉

O
東
日
本
大
震
災
以
降
、
宗
教
社
会
学
者
を
中
心
に
、
社
会
の
側
か
ら
宗
教

の
役
割
を
め
ぐ
る
議
論
、
と
り
わ
け
、
信
仰
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
具

体
的
社
会
貢
献
が
可
能
か
と
い
う
ソ
l
シ
ヤ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
が
活
発

化
し
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
社
会
が
希
求
す
る
「
救
済
」
の
意
味
を
信

仰
の
立
場
で
聞
い
直
し
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
教
学
研
究
の
営
み
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
震
災
以
降
の
信
仰
の
あ

り
方
を
視
野
に
収
め
た
二
編
の
論
文
は
、
時
宜
に
適
っ
た
意
欲
的
な
取
り

組
み
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

O
今
年
、
紀
要
『
金
光
教
学
い
は
刊
行
開
始
か
ら
五
五
年
に
あ
た
る
。
こ
れ

ま
で
に
数
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
。
研
究
成
果
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
増
え
た
こ
と
で
、
抱
い
た
疑
問
や
関
心
を
全
て
の
成
果
に
あ

た
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
近
年
、
新
た
な
研
究
的

交
流
促
進
へ
の
関
心
か
ら
、
研
究
成
果
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
へ
の
公
開

の
こ
と
が
話
題
に
上
が
っ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
の
機

能
を
持
た
せ
る
な
ど
、
研
究
成
果
の
幅
広
い
利
用
・
活
用
に
向
け
た
方
途

も
講
じ
て
も
ら
い
た
い
。
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概
要

(10413) 

本
所
は
、
本
教
に
お
け
る
教
学
研
究
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
上
で
、

諸
般
の
業
務
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
適
宜
、
そ
の
体
制
や
取
り
組
み

に
検
討
を
加
え
つ
つ
、
今
日
ま
で
歩
み
を
進
め
て
き
て
い
る
。

現
在
、
教
祖
、
教
義
、
教
団
史
の
三
部
門
で
、
社
会
や
人
間
の
有
り
様
を

信
仰
的
に
意
味
づ
け
る
根
底
的
視
座
に
培
う
べ
く
、
研
究
領
域
の
開
拓
を
は

じ
め
、
従
来
の
視
点
や
方
法
、
研
究
態
度
の
見
直
し
を
進
め
、
研
究
講
座
等

を
通
じ
て
、
研
究
関
心
、
課
題
意
識
、
方
法
論
に
及
ぶ
研
究
態
勢
の
整
備
の

具
体
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

以
下
、
本
年
度
実
施
し
た
業
務
の
概
要
を
示
し
て
お
く
。

川
教
学
研
究
会
、
教
学
に
関
す
る
交
流
集
会
、
教
学
講
演
会
（
二
回
）
に
つ

い
て
は
、
本
教
信
仰
の
現
状
や
全
教
が
当
面
す
る
諸
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
教

学
研
究
の
課
題
意
識
と
全
教
の
問
題
意
識
の
対
話
を
行
い
、
教
学
的
課
題
の

明
確
化
と
研
究
内
容
の
充
実
を
図
る
べ
く
、
開
催
し
た
。

ω教
団
付
置
研
究
所
懇
話
会
に
つ
い
て
は
、
他
宗
教
教
団
の
教
学
研
究
者
と

の
学
術
交
流
を
通
じ
て
、
教
学
研
究
上
の
研
究
課
題
の
深
化
と
拡
大
に
培
う

べ
く
、
同
懇
話
会
に
参
加
し
た
。

同
資
料
収
集
・
管
理
・
運
用
に
つ
い
て
は
、
「
教
団
の
資
料
セ
ン
タ
ー
」
と

し
て
、
公
開
基
準
に
基
づ
い
た
資
料
照
会
の
態
勢
を
整
え
る
べ
く
、
資
料
目

録
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
及
び
検
索
シ
ス
テ
ム
の
内
容
充
実
を
図
っ
た
。

そ
の
他
、
従
来
通
り
所
員
・
助
手
の
個
別
的
指
導
関
係
を
基
本
に
し
た
研

究
発
表
や
各
ゼ
ミ
を
通
じ
て
研
究
者
相
互
の
意
識
向
上
に
努
め
た
。



研
究
題
目
の
認
定

四
月
二
一
一
日
、
七
名
の
所
員
に
よ
る
本
年
度
の
研
究
題
目
が
提
出
さ
れ
、

以
下
の
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
認
定
さ
れ
た
。

〈
第
一
部
〉

O
「
覚
帳
」
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
貨
幣
経
済
l
宮
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
｜

大

林

浩

治

O
「
覚
書
」
へ
も
た
ら
さ
れ
る
視
座
の
問
題

ー
「
覚
帳
」
後
筆
・
貼
紙
を
手
が
か
り
に
｜

岩
崎

繁
之

O
近
世
末
期
大
谷
村
の
「
村
普
請
」
の
諸
相

ー
治
水
・
濯
慨
に
関
す
る
地
方
文
書
を
手
が
か
り
に
i

佐

藤

道

文

O
「
覚
帳
」
明
治
元
年
九
月
二
十
四
日
の
お
知
ら
せ
に
関
す
る
一
考
察

ー
「
わ
が
身
の
姿
を
見
よ
」
へ
の
注
目
か
ら
｜

白
石

淳
平

〈
第
二
部
〉

O
金
光
大
神
に
見
る
死
生
へ
の
聞
い
｜
七
墓
の
事
蹟
に
注
目
し
て
｜

高
橋

日
間
之

111 

O
小
幡
彦
助
の
事
蹟
に
浮
か
ぶ
意
味
へ
の
探
究

ー
神
・
金
光
大
神
・
共
同
体
と
の
関
わ
り
合
い
に
着
目
し
て

i
藤
本

拓
也

〈
第
三
部
〉

O
昭
和
四
十
年
代
の
施
策
過
程
に
見
る
地
方
教
務
の
〈
自
主
〉
と
そ
の
課
題

ー
「
現
代
社
会
に
布
教
す
る
教
会
委
員
会
」
の
取
り
組
み
を
中
心
に
｜

児
山
真
生

耳
川

7
k
q
r
 

講

~ 
プし

座

五
月
一
日
、
本
年
度
の
研
究
講
座
を
発
足
せ
し
め
、
以
下
の
通
り
実
施
し

た。一
、
原
典
ゼ
ミ
｜
大
林
、
岩
崎
、
佐
藤
、
白
石
、
藤
本

「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」
の
影
印
本
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
ゼ
ミ
を
七
回
実

施
し
た
。
ま
た
、
教
祖
時
代
の
大
谷
村
と
現
在
と
の
溜
め
池
の
位
置
や

状
況
の
変
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
べ
く
、
金
光
町
内
に
て
現
地

実
習
を
一
回
行
っ
た
。

二
、
教
義
ゼ
ミ
｜
高
橋
、
藤
本

研
究
課
題
・
方
法
に
関
す
る
ゼ
ミ
を
六
回
実
施
し
た
。
こ
の
う
ち
一
聞

は
研
究
生
講
座
（
調
査
実
習
）
に
あ
わ
せ
て
国
立
療
養
所
邑
久
光
明
園

の
金
光
教
求
信
会
に
て
現
地
実
習
（
お
・

8
・
8
を
行
っ
た
。

一
ニ
、
教
団
史
資
料
ゼ
ミ
i
児
山
、
佐
藤
、
山
田

教
団
史
研
究
の
方
法
論
検
討
の
た
め
に
六
回
実
施
し
た
。

四
、
文
献
・
資
料
講
読
会

l
白
石
、
藤
本
、
山
田

若
手
研
究
者
相
互
の
研
究
意
図
と
そ
の
課
題
性
を
共
有
す
べ
く
、
文
献

講
読
と
討
議
を
八
回
実
施
し
た
。
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夕、
ブロ

表

研

A、
Z玉Z

庁恒

プu

研
究
活
動
の
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
立
場
か
ら
示
唆
・
批
判
を
受

け
、
研
究
相
互
の
関
係
確
認
を
行
い
つ
つ
、
各
自
の
研
究
が
充
実
し
促
進
さ

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
以
下
の
通
り
実
施
し
た
。

O
本
教
の
「
礼
典
」
に
関
す
る
一
考
察

ー
神
道
金
光
教
会
学
問
所
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
注
目
し
て

l

山
田
光
徳
（
お
・

6
・口）

O
神
道
金
光
教
会
に
お
け
る
儀
式
形
成
過
程
の
諸
相

ー
政
治
・
社
会
問
題
等
に
関
す
る
研
究
会
の

「
報
告
書
」
を
手
が
か
り
に
し
て
｜

山
田

光
徳
（
お
・
日
・

7
）

教
典
に
関
す
る
基
礎
資
料
の
編
集

「
御
理
解
関
係
資
料
検
討
会
」
は
、
電
子
デ
l
タ
「
研
究
資
料
金
光
大

神
言
行
録
」
と
原
資
料
と
の
照
合
お
よ
び
、
金
光
大
神
言
行
資
料
の
編
纂
に

至
る
過
程
の
検
討
作
業
を
六
回
実
施
し
た
。

資
料
の
収
集
・
管
理

資
料
室
を
中
心
と
し
て
、
左
の
業
務
を
行
っ
た
。

一
、
資
料
調
査
・
収
集

川
戦
後
教
団
史
に
関
す
る
聴
取
調
査
（
お
・

5
・
2
）
出
張
者
二
名
／
総
社

教
会
長
森
定
藤
氏
よ
り
（
於
総
社
教
会
）

ω物
品
資
料
三
点
の
収
受
（
お
・
6

・
9
）
／
六
甲
教
会
長
沢
田
重
信
氏
よ

h
H
J
 

間
金
光
大
神
に
関
す
る
資
料
一
点
の
収
受
（
お
・

7
・
3
）
／
品
川
教
会
長

川
上
功
績
氏
よ
り

凶
布
教
史
資
料
二
三
点
の
収
受
（
お
・

7
・
1
）
／
相
賀
正
実
氏
よ
り

川
総
務
部
長
提
供
資
料
五
六
点
の
収
受
（
お
・

7
・
口
）
／
総
務
部
長
よ
り

川
D
V
D
一
点
の
収
受
（
お
・
8

・
8
／
榎
本
初
子
氏
よ
り

問
教
団
史
資
料
一
点
の
借
用
（
お
・

9
・
9
）
／
第
二
部
長
高
橋
昌
之
よ
り

川
倉
敷
市
歴
史
資
料
整
備
室
所
蔵
資
料
の
調
査
収
集
及
び
墓
地
調
査

（
お
・
日
・

l
）
出
張
者
六
名
／
於
倉
敷
市
真
備
町
及
び
玉
島

間
信
心
生
活
に
関
す
る
聴
取
調
査
（
お
－

u
・
4
）
出
張
者
三
名
資
料
二

点
の
借
用
／
熊
毛
教
会
徳
永
光
彦
氏
よ
り
聴
取
（
於
熊
毛
教
会
）

同
神
道
金
光
教
会
講
社
関
係
資
料
の
調
査
収
集
（
部
－

u
・
4
1
5
）
出
張

者
三
名
／
田
尻
教
会
（
資
料
三
七
点
借
用
）
、
灘
教
会
（
資
料
一
箱
分

借
用
）
、
岩
国
市
徴
古
館

四
戦
後
教
団
史
に
関
す
る
聴
取
調
査
（
部
－

U
－
U
）
出
張
者
二
名
／
総
社

教
会
長
森
定
粛
氏
よ
り
（
於
総
社
教
会
）

二
、
資
料
管
理
・
運
用

川
資
料
の
登
録

教
団
史
資
料
追
加
分
目
録
（
三
三
七
四
点
）
、
新
規
登
録
資
料
目
録
（
一
一

点
）
、
新
収
図
書
（
三
六
五
点
）
、
教
団
書
庫
目
録
紀
要
（
九
六
点
）
、
同
学

(10415) 



会
誌
（
一

O
六
点
）
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
登
録
し
た
。

川
資
料
の
複
写

川

総

務

部

長

提

供

資

料

一

四

七

六

二

枚

四

九

点

同

布

教

史

資

料

二

O
四

二

枚

三

六

点

付

教

団

史

資

料

（

追

加

分

）

二

七

四

枚

一

点

同

教

義

資

料

一

七

六

枚

一

点

制

金

光

大

神

関

係

資

料

六

一

枚

四

点

付

信

心

生

活

記

録

資

料

一

二

O
枚

一

点

川

教

団

史

資

料

戦

前

期

二

九

枚

一

点

例
紀
要
「
金
光
教
学
』
（
ス
キ
ャ
ナ
ー
に
よ
る

P
D
F
デ
I
タ
化
）

九

六

四

三

頁

五

三

点
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同
資
料
の
整
理

川
教
団
史
資
料

O
祭
場
保
管
資
料
の
目
録
を
作
成
し
た
。

O
教
務
セ
ン
タ
ー
資
料
の
整
理
を
行
っ
た
。

O
新
規
収
集
資
料
を
整
理
し
、
目
録
を
作
成
し
た
。

何
布
教
史
資
料

O
新
規
収
集
資
料
を
整
理
し
、
目
録
を
作
成
し
た
。

付
金
光
大
神
関
係
資
料

O
新
規
収
集
資
料
を
整
理
し
、
目
録
を
作
成
し
た
o

M
H
総
務
部
長
提
供
資
料

O
提
供
資
料
を
整
理
し
、
目
録
を
作
成
し
た
。

側
視
聴
覚
資
料

O
収
受
し
た
C
D
・
D
V
D
の
登
録
作
業
を
行
っ
た
。

O
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
音
声
デ
l
タ
化
作
業
を
行
っ
た
。

付
そ
の
他

O
調
査
写
真
の
写
真
資
料
デ
l
タ
一
覧
を
作
成
し
た
。

O
紀
要
『
金
光
教
学
』
の

P
D
F
デ
l
タ
化
作
業
を
行
っ
た
。

附
図
書
の
整
理
・
保
管

新
収
図
書
三
六
五
点
の
受
入
、
寄
贈
図
書
六
八

O
点
の
受
入
目
録
作
成
、

破
損
図
書
の
補
修
、
所
在
不
明
図
書
の
確
認
、
補
充
及
び
整
理
を
行
っ

た。

同
雑
誌
の
整
理

「
雑
誌
保
存
基
準
」
に
基
づ
き
、
雑
誌
処
分
目
録
を
作
成
の
上
、
平
成

二
五
年
の
も
の
に
つ
い
て
廃
棄
処
分
し
た
。

一
二
、
資
料
編
纂

「
資
料
に
み
る
神
道
金
光
教
会
講
社
結
収
」
を
業
務
報
告
と
し
て
提
出

し
た
。教

研

A、
ヱミ

出与
寸 4

IJb 
アじ

第
五
二
回
教
学
研
究
会
（
お
・

7
・
m
l
H
）

一
、
テ
l
マ
「
教
祖
性
の
歴
史
／
教
祖
の
歴
史
性
」

二
、
会
場
金
光
北
ウ
イ
ン
グ
や
つ
な
み
ホ
l
ル

一
二
、
日
程

第
一
日

(10416) 
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｛
個
別
発
表
｝

〈A
会
場
〉

①
小
幡
彦
助
の
事
蹟
に
浮
か
ぶ
意
味
へ
の
探
究

②
金
光
大
神
に
見
る
死
生
へ
の
問
い

ー
七
墓
の
事
蹟
に
注
目
し
て
｜

③
教
学
事
始
（
＠
教
会
御
用
）

④
「
教
え
」
と
「
お
か
げ
」

l
神
の
現
前
へ
の
聞
い
l

⑤
金
神
か
ら
の
天
地
金
乃
神
へ
の
転
態
に
つ
い
て

〈B
会
場
〉

①
明
治
二

0
年
代
の
「
礼
典
」
に
関
す
る
一
考
察

ー
『
祭
祝
類
典
』
編
纂
開
始
へ
の
道
程
に
注
目
し
て
1
山
田

②

「

こ

じ

ら

せ

世

代

」

の

神

信

心

西

村

③
慶
応
二
年
二
一
月
の
「
添
翰
願
」
に
見
る
大
谷
村
と
赤
沢
文
治

ー
「
永
代
御
用
記
」
を
中
心
に

l

佐
藤

④
資
料
に
見
る
明
治
期
山
口
県
下
の
信
仰
展
開
の
諸
相

ー
神
道
金
光
教
会
へ
の
帰
属
を
中
心
に
l

三
好

⑤
昭
和
四
0
年
代
の
地
方
教
務
に
お
け
る
〈
布
教
〉
と
そ
の
課
題

児
山

｛
プ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｝

「
『
語
ら
れ
た
教
祖
』
で
の
取
り
組
み
か
ら
」

O
話
題
提
供
・
対
談

司
会

藤
本

拓
也

姫大高高
野林阪橋

教浩有昌
善治人之

明光
正徳

道
文

光真
生

宮
本
要
太
郎

竹

部

弘

大

林

浩

治

第
二
日

｛
全
体
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｝

川
発
題

①
「
教
祖
の
経
験
と
教
祖
伝
の
経
験

ー
そ
の
条
件
・
差
異
を
め
ぐ
っ
て

l
」

②
「
教
祖
を
語
る
こ
と
の
可
能
性

ー
「
覚
帳
」
「
覚
書
」
へ
の
眼
差
し
と
現
代
l
」

同
コ
メ
ン
ト

(10417) 

白
石

淳
平

岩
崎
繁
之

宮
本
要
太
郎

竹

部

弘

大

林

浩

治

同
全
体
討
議

四
、
出
席
者

井
上
宗
一
（
湖
北
・
東
近
畿
教
務
セ
ン
タ
ー
）
、
荻
野
理
喜
之
助
（
馬
込
・

東
京
セ
ン
タ
ー
）
、
楠
木
信
浩
（
王
寺
・
国
際
セ
ン
タ
ー
）
、
桑
山
浩
明
（
六

甲
）
、
斎
藤
文
彦
（
烏
丸
・
龍
谷
大
学
）
、
鈴
木
義
雄
（
熱
田
）
、
高
橋
浩

一
郎
（
岡
山
・
東
中
国
教
務
セ
ン
タ
ー
）
、
冨
増
彰
生
（
水
田
）
、
西
村
明

正
（
西
宮
）
、
橋
本
美
智
雄
（
伏
見
）
、
服
部
貴
子
（
牧
野
）
、
古
瀬
真
一
（
阪

急
塚
口
）
、
古
瀬
徳
雄
（
阪
急
塚
口
・
関
西
福
祉
大
学
）
、
河
崎
信
示
（
総

務
部
）
、
山
崎
勢
次
（
布
教
二
部
）
、
金
光
清
治
（
広
前
部
）
、
坂
口
光
正
、

佐
藤
光
貴
（
以
上
、
学
院
）
、
滝
口
祥
雄
、
堀
井
雄
輔
（
以
上
、
金
光
図

書
館
）

姫
野
教
善
、
前
田
祝
一
、
早
川
公
明
、
河
井
信
吉
、
宮
本
要
太
郎
、
渡
辺

順
一
、
土
居
浩
（
以
上
、
嘱
託
）

岩
崎
道
奥
、
佐
藤
武
志
、
松
岡
光
一
、
宮
下
寿
美
、
高
阪
有
人
、
八
坂
恒

司
t』
-;z:s; 



徳
（
以
上
、
研
究
員
）

本
所
職
員
、
研
究
生
、
教
務
実
習
生

教
学
に
関
す
る
交
流
集
会
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第
六
回
教
学
に
関
す
る
交
流
集
会
（
お
－

U
・
2

）

本
所
で
は
、
地
方
在
住
信
奉
者
と
の
交
流
、
対
話
を
通
じ
て
、
教
内
に
お

い
て
教
学
研
究
の
意
義
、
役
割
が
理
解
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
努
め
る
と
共
に
、

教
学
研
究
に
対
す
る
要
望
を
徴
す
る
べ
く
、
教
学
に
関
す
る
交
流
集
会
を
開

催
し
て
い
る
。
今
年
度
は
、
東
京
セ
ン
タ
ー
の
協
力
を
得
て
、
次
の
通
り
開

催
し
た
。

一
、
テ

1
マ
「
今
、
「
家
族
」
を
め
ぐ
っ
て
」

二
、
会
場
東
京
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
文
京
区
）

三

、

日

程

発
題①

白
石
淳
平
（
本
所
所
員
）

「
「
家
族
」
っ
て
何
だ
ろ
う

1
0家
族
の
問
題
ψ

か
ら
、
問
題
と
し
て
の
「
家
族
」
へ
｜
」

②
和
泉
晃
三
（
関
東
教
区
青
年
教
師
会
委
員
長
）

「
教
会
で
の
御
用
を
通
し
て
感
じ
る
こ
と
」

③
田
林
早
弥
香
（
金
光
教
い
ず
み
会
代
表
）

「
難
儀
な
氏
子
、
本
当
の
父
母
に
出
会
う

l
機
能
不
全
家
族
に
生
ま
れ
て
｜
」

グ
ル
ー
プ
懇
談

全
体
懇
談

問
、
参
加
者

五
、
出
張
者

関
東
教
区
の
教
師
、
信
徒
を
中
心
に
三
三
名

竹
部
弘
（
所
長
）
、
高
橋
昌
之
、
白
石
淳
平
、
藤
本
拓
也
（
以

上
、
所
員
）
、
山
田
光
徳
（
助
手
）

教

;D.-4 

寸J

I寅

ム、
Zミ

講

全
教
の
信
奉
者
を
対
象
に
教
学
の
成
果
を
発
表
し
、
全
教
の
問
題
意
識
と

の
対
話
を
通
じ
て
教
学
研
究
の
問
題
意
識
に
培
う
べ
く
、
左
記
の
通
り
二
回

実
施
し
た
。

O
第
二
ニ
回
教
学
講
演
会
（
お
・

6
・
9

）

一
、
会
場
境
内
休
憩
所
二
階

二

、

日

程

講
演
1

「

神

の

呼

び

か

け

に

生

き

る

」

藤

本

拓

也

講
演
2

ま
み

「
今
、
原
典
に
見
え
る
こ
と
｜
「
覚
帳
」
公
開
初
年
を
迎
え
て
｜
」

岩

崎

繁

之

O
第
一
四
国
教
学
講
演
会
（
お
－

u
・
8）

一
、
会
場
本
部
広
前
会
堂
西
二
階

二

、

日

程

講
演
1

(10418) 
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「
大
谷
村
役
人
と
赤
沢
文
治

ー
慶
応
二
年
一
二
月
の
「
添
翰
願
」
に
注
目
し
て
l
」
佐
藤

講
演

2
「
「
教
え
」
と
「
お
か
げ
」
」

講
演
3

「
金
光
大
神
の
晩
年
と
天
地
の
荘
厳
」

浩
治

道
文

大
林

竹
部

教
団
付
置
研
究
所
懇
話
会

本
所
は
、
他
教
団
研
究
機
関
及
び
研
究
者
と
の
交
流
、
意
見
交
換
を
通
じ

て
各
教
団
に
お
け
る
「
教
学
」
の
現
状
を
確
認
し
、
課
題
意
識
、
方
法
論
の

相
互
研
鑓
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
同
懇
話
会
の
発
足
、
企
画
、
運
営

に
参
画
し
て
き
た
。

本
年
度
は
、
第
一
二
回
教
団
付
置
研
究
所
懇
話
会
・
年
次
大
会
が
開
催
さ

れ
た
。

第
一
二
回
教
団
付
置
研
究
所
懇
話
会
・
年
次
大
会

a・
m－

3
）

今
回
は
、
二
二
研
究
機
関
・
団
体
か
ら
九
六
名
が
参
加
し
た
。
同
大
会
で

は
、
真
如
苑
教
務
長
補
佐
西
川
勢
二
氏
の
歓
迎
挨
拶
の
後
、
「
ケ
ア
と
し
て

の
宗
教
」
を
テ
ー
マ
に
三
つ
の
研
究
機
関
の
代
表
者
に
よ
る
研
究
発
表
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
後
、
総
会
で
、
第
一
三
回
の
大
会
は
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究

所
に
て
開
催
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
実
行
委
員
研
究
所
は
、
東

地
区
が
、
宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー
、
智
山
伝
法
院
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
、 5ム

西
地
区
が
、

N
C
C宗
教
研
究
所
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、
中
山
身
語

正
宗
教
学
研
究
所
に
決
ま
っ
た
。
発
表
題
目
、
参
加
研
究
機
関
・
団
体
は
以

下
の
通
り
。

一
、
会
場
真
如
苑
応
現
院

二

、

日

程

研
究
発
表

①
真
名
子
晃
征
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
）

「
教
講
師
と
更
正
活
動
」

②
秀
島
く
み
こ
（
中
央
学
術
研
究
所
）

「
立
正
佼
成
会
・
一
食
を
捧
げ
る
運
動
に
つ
い
て

ー
宗
教
団
体
な
ら
で
は
の
国
際
協
力
活
動
を
目
指
し
て
」

③
鈴
木
隆
（
オ
リ
エ
ン
ス
宗
教
研
究
所
）

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
葬
儀
と
日
本
文
化
」

三
、
参
加
研
究
所
・
団
体

N
C
C宗
教
研
究
所
、
オ
リ
エ
ン
ス
宗
教
研
究
所
、
大
本
教
学
研
鐘
所
、

国
際
仏
教
交
流
セ
ン
タ
ー
、
金
光
教
教
学
研
究
所
、
宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー
、

浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
、
真
宗
大
谷
派

教
学
研
究
所
、
世
界
仏
教
徒
セ
ン
タ
ー
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、

玉
光
神
社
、
智
山
伝
法
院
、
中
央
学
術
研
究
所
、
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
、
中
山
身
語
正
宗
教
学
研
究
所
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
（
以
上
、

会
員
）
、
天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所
、
新
日
本
宗
教
団
体
連
合
会
、
排

天
宗
教
理
研
究
室
、
陽
光
文
明
研
究
所
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー

（
以
上
、
オ
ブ
、
ザ
l
パ
l
）。

(10419) 



な
お
、
本
所
か
ら
は
竹
部
弘
（
所
長
）
が
参
加
し
た
。

研
究
交
流
・
各
種
会
合
へ
の
出
席
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一
、
学
会

O
宗
教
社
会
学
の
会
（
お
・

4
・
8
一
名

O
岡
山
民
俗
学
会
（
お
・

4
・
8
三
名

O
歴
史
学
研
究
会
（
お
・

5
・ぉ

1
8
二
名

O
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
（
お
・

6
・
日
l
M
）
二
名

O
日
本
宗
教
学
会
（
お
・

9
・
6
1
8
）
二
名

O
宗
教
倫
理
学
会

a・
m
－
U
）
二
名

O
唯
物
論
研
究
協
会

a・
m
－
m
l
m）
一
名

O
人
文
地
理
学
会
（
お
・
日
・
9
1
m
）
一
名

O
歴
史
科
学
協
議
会
（
お
・

1
・
M
l
口
）
一
名

O
日
本
近
世
文
学
会
（
お
・
1
・
MEz－－

g
一
名

O
日
本
生
命
倫
理
学
会
（
お
・
日
・
却
l
u
－
－
）
二
一
名

O
日
本
臨
床
死
生
学
会
（
お
・
ロ
・

7
1
8
）
一
名

二
、
教
内
会
合

O
布
教
史
研
究
連
絡
協
議
会
準
備
会
（
お
・

7
・
U
）
一
名

O
金
光
教
広
島
平
和
集
会
（
お
・

7
・
U
）
一
名

O
平
成
お
年
度
「
教
祖
セ
ミ
ナ
ー
」
（
お
・

8
・
問
、
主
催
一
西
中
国
教
務
セ

ン
タ
ー
）
二
名

・
高
橋
昌
之
（
所
員
）
が
「
天
地
書
附
に
つ
い
て
」
、
白
石
淳
平
（
同
）

が
「
教
祖
様
の
祈
り
｜
ク
祈
り
の
世
界
ψ

に
呼
ば
れ
て
｜
」
と
題
し

て
講
義
を
行
っ
た
。

O
平
成
お
年
度
「
「
教
団
の
布
教
」
に
関
す
る
研
修
会
」
（
お
・

8
・
m、
主

催
一
大
阪
セ
ン
タ
ー
）
、
「
本
部
教
庁
職
員
研
修
会
」
（
お
・

1
・
7
、
主
催
一

本
部
教
庁
）

・
児
山
真
生
（
所
員
）
が
、
両
日
と
も
に
「
戦
後
教
政
史
に
学
ぶ
｜
敗

戦
か
ら
昭
和
二
九
年
教
規
ま
で
｜
」
と
題
し
て
講
義
を
行
っ
た
。

。
「
教
祖
百
三
十
年
研
修
」
（
お
・

9
・
8
、
主
催
一
静
岡
県
東
部
教
会
連
合
会
）

・
竹
部
弘
（
所
長
）
が
「
神
人
の
祈
り
」
と
題
し
て
講
話
を
行
っ
た
。

O
「
教
祖
生
誕
二
百
年
記
念
講
座
」
（
第
一
間
部
・

2
・
μ
1
缶
、
東
京
特
別
講

座
部
・
3
・
8
、
第
二
岡
部
・
3
・
印
、
主
催
一
本
部
教
庁
）

・
竹
部
弘
（
所
長
）
が
「
信
心
の
胎
動
」
（
第
一
回
）
、
「
遁
か
な
呼
び
声

l
身
代
わ
り
を
め
ぐ
っ
て

i
」
（
東
京
特
別
講
座
）
、
「
神
と
人
と
の
間
」

（
第
二
回
）
と
題
し
て
講
話
を
行
っ
た
。

嘱
託
・
研
究
員

嘱
託
・
研
究
員
は
、
第
五
二
回
教
学
研
究
会
、
第
四
五
回
紀
要
掲
載
論
文

検
討
会
へ
の
参
加
、
ま
た
、
教
学
論
特
別
講
座
（
各
論
五
）
へ
の
出
講
を
通

じ
て
、
本
所
の
業
務
に
参
画
し
た
。

評

議

(10420) 
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本
年
度
は
、
評
議
員
会
を
二
回
、
以
下
の
通
り
開
催
し
た
。

O
第
九
六
回
（
お
・

9
・
5）

平
成
二
六
年
度
の
方
針
並
び
に
計
画
案
及
び
経
費
予
定
書
案
を
審
議
す
る

と
共
に
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
懇
談
を
行
っ
た
。

①
現
在
の
研
究
動
向
に
つ
い
て

②
人
材
の
育
成
、
確
保
に
つ
い
て

③
所
内
施
設
の
営
繕
に
つ
い
て

な
お
、
出
席
者
は
安
武
道
義
、
松
沢
光
明
、
松
岡
道
雄
、
岩
崎
道
奥
の
各

評
議
員
と
所
長
以
下
六
名
の
職
員
で
あ
っ
た
。

O
第
九
七
回
（
部
・

3
・
4
1
5）

平
成
二
五
年
度
研
究
報
告
並
ぴ
に
業
務
報
告
の
内
容
を
審
議
す
る
と
共

に
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
懇
談
を
行
っ
た
。

①
現
在
の
研
究
動
向
に
つ
い
て

②
人
材
の
育
成
、
確
保
に
つ
い
て

③
所
内
施
設
の
営
繕
に
つ
い
て

な
お
、
出
席
者
は
安
武
道
義
、
森
田
光
照
、
松
沢
光
明
、
松
岡
道
雄
、
岩

崎
道
奥
の
各
評
議
員
と
所
長
以
下
六
名
の
職
員
で
あ
っ
た
。

五
八

7
r下

l7'r:!i 
プし

生

本
年
度
は
、
左
記
の
二
名
に
、
五
月
一
日
か
ら
五
か
月
間
、
研
究
生
を
委

嘱
し
、
実
習
を
行
っ
た
。

松
本
周
（
浦
和
教
会
）
、
角
真
紀
子
（
瀬
高
教
会
）

実
習
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
レ
ポ
ー
ト

川
紀
要
論
文
解
題

選
定
し
た
紀
要
論
文
の
解
題
を
通
し
て
、
問
題
関
心
を
引
き
出
す
べ
く
、

レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
た
。

川
文
献
・
資
料
解
題

右
記
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
か
ら
浮
上
し
た
問
題
関
心
を
基
に
、
選
定
し
た

文
献
ま
た
は
資
料
の
解
題
を
通
し
て
、
問
題
関
心
の
明
確
化
を
図
る
べ

く
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
た
。

同
実
習
報
告

実
習
期
間
を
総
括
し
て
、
以
下
の
内
容
の
実
習
報
告
を
九
月
に
提
出
し

た。
O
松
本
周

明
治
期
の
教
内
紙
誌
の
記
事
分
析
か
ら
、
信
心
の
言
葉
が
生
み
出
さ
れ

て
い
く
様
相
把
握
を
試
み
た
。

二
、
講
座
実
習

教
学
研
究
の
基
礎
的
素
養
を
培
、
つ
た
め
に
、
次
の
各
講
座
を
受
講
し
た
。

川
教
学
論
総
論

i担
当
者
、
所
長

教
学
研
究
の
意
義
・
分
野
・
課
題
等
、
総
括
的
理
解
を
深
め
る
た
め
の

講
義
を
実
施
し
た
。

凶
教
学
論
各
論
一

1
五
｜
担
当
者
、
部
長
・
幹
事
・
嘱
託
・
元
所
員

教
学
研
究
の
基
礎
理
念
・
歴
史
、
教
祖
研
究
・
教
義
研
究
・
教
団
史
研

究
の
各
方
法
論
及
び
本
所
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
の
講
義
を
実
施
し

(10421) 
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た
。
ま
た
、
土
居
浩
（
嘱
託
）
に
よ
り
、
教
学
研
究
の
意
義
や
役
割
、

今
日
的
課
題
に
つ
い
て
の
講
義
（
お
・

8
・
8
を
、
水
野
照
雄
（
元
所

員
）
に
よ
り
、
本
教
の
現
状
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
今
日
的
な
問
題
に
つ

い
て
の
講
義

8
・
9
・
3
）
を
実
施
し
た
。

川
紀
要
論
文
講
読
l
担
当
者
、
所
員

教
学
論
文
の
講
読
、
討
議
を
通
じ
て
、
論
文
を
構
成
す
る
視
点
、
方
法
、

そ
し
て
資
料
と
の
関
係
等
、
具
体
的
な
研
究
作
法
を
学
ぶ
べ
く
六
回
実

施
し
た
。

凶
文
献
・
資
料
講
読
｜
担
当
者
、
所
長
・
所
員

基
本
的
な
資
料
に
触
れ
、
問
題
関
心
を
掘
り
起
こ
す
と
と
も
に
、
学
術

論
文
の
講
読
を
通
じ
て
見
識
を
深
め
、
問
題
を
捉
え
る
視
野
を
広
げ
る

べ
く
八
回
実
施
し
た
。

同
資
料
解
読
｜
担
当
、
資
料
室

く
ず
し
字
解
読
法
や
文
書
類
特
有
の
用
語
法
等
を
学
ぶ
べ
く
二
回
実
施

し
た
。

同
調
査
実
習
｜
担
当
者
、
資
料
室
・
主
査

調
査
の
立
案
、
実
施
に
向
け
た
準
備
、
収
集
資
料
の
整
理
等
、
研
究
調

査
の
基
本
的
作
法
を
学
ぶ
べ
く
教
義
ゼ
ミ
に
あ
わ
せ
て
一
回
実
施
し

た。

川
事
務
室
・
資
料
室
の
御
用
に
つ
い
て
｜
担
当
者
、
事
務
長

研
究
が
為
さ
れ
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
事
務
室
・
資
料
室
の
業

務
内
容
と
研
究
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
く
一
回
実
施
し
た
。

一
ニ
、
研
究
事
務
｜
担
当
、
資
料
室
・
主
査

資
料
の
意
味
を
把
握
し
、
本
所
に
お
け
る
資
料
の
収
集
整
理
・
保
管
の
技

術
及
び
取
扱
方
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
べ
く
、
資
料
整
理
、
図
書
整

理
を
行
な
っ
た
。

四
、
そ
の
他

儀
式
事
務
御
用
奉
仕
に
従
事
し
た
。

通

発
,_ 

f了

の

通
信
「
聖
ケ
丘
」
第
三
五
号
を
以
下
の
通
り
発
行
し
た
。

一
、
期
日
平
成
二
五
年
六
月
九
日

二
、
内
容
巻
頭
言
、
年
度
計
画
、
投
稿
、
研
究
報
告
座
談
会
、
他

一
ニ
、
部
数
三
四
O
部
（
A
4
判
、
一
二
頁
）

ホ
ー
ム
ペ

l
ジ
の
運
営
・
管
理

ホ
ー
ム
ベ

l
ジ
を
適
宜
更
新
し
た
伊
丹
惇
＼
＼
巧
巧
巧
－
W
C
昇
。
写
。
－

R
－E
＼
｝
円
三
官
官
＼
）
。

人

事

関

係

一
、
異
動

川
職
員
（
教
団
職
員
）

O
所
長
竹
部
弘
、
六
月
三

O
日
で
任
期
満
了
、
翌
日
付
で
再
任
。

O
教

師
毛
利
義
幸
、
九
月
一
日
付
で
書
記
に
任
命
、
同
日
付
で
資
料
室
員
に

(10422) 
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指
名
。

O
所
員
藤
本
拓
也
、
三
月
一
日
付
で
国
際
セ
ン
タ
ー
へ
異
動
。

O
所
員
佐
藤
道
文
、
一
二
月
二
五
日
付
で
辞
任
。

凶
研
究
生

O
教
徒
松
本
周
、
同
角
真
紀
子
、
五
月
一
日
付
で
研
究
生
を
委
嘱
。
松

本
周
は
九
月
一
二
O
日
で
委
嘱
期
間
満
了
、
角
真
紀
子
は
九
月
一

O
日
付

で
解
嘱
。

同
研
究
員

。
研
究
員
佐
藤
武
志
、
一
一
月
三
O
日
で
任
期
満
了
、
翌
日
付
で
再
度

委
嘱
。

一
一
、
本
所
職
員
並
び
に
本
所
関
係
者
数
（
部
・
3

・
出
現
在
）

職
員
二
一
名
（
所
長
1
部
長
3
幹
事
1
所
員
1
助
手
1
事
務
長
1
主
事
3

書
記
1
）
、
嘱
託
八
名
、
研
究
員
六
名
、
評
議
員
五
名
。

学
院
・
図
書
館
と
の
関
係
、
そ
の
他

一
、
学
院

川
学
院
前
期
基
礎
過
程
の
講
義
に
、
以
下
の
職
員
が
出
講
し
た
。

①
教
祖
特
別
講
義
（
所
員
大
林
浩
治
、
同
岩
崎
繁
之
、
同
佐
藤
道
文
、

同
白
石
淳
平
）
（
お
・

1
・
U
）

②
教
義
特
別
講
義
（
所
員
高
橋
昌
之
）
（
お
－

H
・
8

③
教
団
史
特
別
講
義
（
所
員
児
山
真
生
、
助
手
山
田
光
徳
）
（
お
・

1
・

幻）

山
学
院
後
期
研
修
・
実
習
過
程
の
講
義
に
、
以
下
の
職
員
が
出
講
し
た
。

「
教
学
に
つ
い
て
」
講
義
（
所
長
竹
部
弘
）
（
お
・

2
・
8
）

同
学
院
と
研
究
所
と
の
懇
談
を
実
施
し
た
。
（
部
・

3
・
8

。

(10423) 

二
、
図
書
館

山
図
書
館
展
示
に
つ
い
て
の
懇
談
を
実
施
し
た
。
（
所
員
岩
崎
繁
之
、
同

佐
藤
道
文
、
同
白
石
淳
平
）
（
お
・

1
・
5

間
図
書
館
と
研
究
所
と
の
懇
談
を
実
施
し
た
。
（
お
・
3

・
U
）

。

一
二
、
そ
の
他

本
年
度
中
に
本
所
を
訪
れ
た
学
界
関
係
者
等
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
敬
称
略
）

O
水
内
勇
太
（
同
志
社
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
（
お
・
4

・
8

O
坂
東
照
啓
（
大
阪
大
学
准
教
授
）
（
お
・
5

・
2
）

O
藤
井
麻
央
（
園
皐
院
大
皐
大
学
院
博
士
課
程
）
（
お
・
6

・
n、
お
・

3
・

日
l
M）
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発刊に当って

このたび、当研究所紀要“金光教学”を刊行して、毎年一回、当所における研究の
内容及び行事の概要を発表、報告することとなった。その趣意とするところは、す
なわち、これによって広く教内外の批判と指教を仰ぎ、一つにはまた、当所年開の
うごきを整理して、みずからの反省検討に資せんとするにある。
去る昭和二十九年四月、本教の制度、機構の全面的改革により、総合的な教学研

究機関設置のことが決定せられ、その十一月、従前の教祖伝記奉修所、金光教学院
研究部など、教学関係諸機関の使命と業績をも継承、摂取して、当研究所が新設せ
られた。紀要刊行のことは、当時すでに考慮されていたのであるが、開設早々のこ
ととて、いま少しく陣容も整い、内容も充実するをまって実施するを可として、こ
んにちに至った。現在においても、当所の仕事は、研究の基礎確立、資料の収集、
研究者の養成等、総じてなお準備的段階にあるのであって、いまだ本格的研究の段
階に達しているとはいし＝難いが、こんにちはこんにちとして現況を報告することも、
決して意義なしとしない。否、むしろこの段階においてこそ、一入肝要で、あると考
えられる。それは当所が、つねに全教との緊密なつながりをもち、絶えず当所のう
ごきに対する批判を受けつつ、生きた本教信心の真髄を組織的体系的に把握しゅく
ことを、念願するが故である。
由来、一般に宗教にあっては、教学的研究と信仰的実践とが、とかく対立の立場

において思議せられ、相反目して互に他を否定せんとする傾向さえ見られがちであ
るが、本教においても、近時ややその感なしとしないのではあるまいか。もし然り
とすれば、それは、教学的研究に、目前の現実的効用を求むることあまりに急なる
が故であろうか、或は、教学的研究が、現実の信仰体験から浮き上って、いたずら
に抽象的論議に走っているからであろうか、それとも、信仰的実践が、現代の切実
困難な問題に取組む勇気を失って、単なる気分的神秘の世界に逃避せんとする傾向
にあるがためであろうか、或はまた、ただ一般に諸宗教の教学的研究が陥り易い弊
を見て、直に本教教学もまたしかりときめつけているがためであろうか。この点、
研究の面からも実践の面からも、深く反省しなければならないところである。

教学は、本来信心の自己吟味であり、信仰生活の拡充展開を本務とする。この故に、
その基盤は、あくまで本教の信心に置かれねばならない。もし、教学研究が現実の
信仰体験から遊離し、教祖のそれを逸脱するならば、たとえ如何に精織な教学体系
を樹立し得たとしても、それはもはや本教教学たるの意義を失へるものである。他
面また、なんらの教学的反省、整理をともなわない信仰は、如何ほど熱烈であろう
とも単に偏狭な独善的信念であるにとどまり、その信仰生活の進展は望み得べくも
ない。教祖の信心は、決してさようなものではなかった。御伝記「金光大神」を味
読するとき、われわれはそこに、烈烈たる信仰の力を感銘せしめられるとともに、
つねにそれが反省吟味せられつつ、不断に展開しているすがたを見出すのであるO

われわれは、かかる教学を追求し、もって道理に合うた信心の展開に資するとこ
ろあらんことを願いとする。この紀要が、今後号を重ねて、必ずやこの念願実現の
上に役立つであろうことを、期待するものである。
幸いに、広く全教の支持、協力を賜らんことを切望してやまない。
なお、この紀要に“金光教学”の名を冠するゆえんは、かつて、金光教学院研究部

の編集にかかる教学雑誌「金光教学jが、年二回宛発行せられて十五集に及び、本
教教学の振興に貢献するところ、多大で、あったことを思うてのことでもあることを、

付記しておく。 （昭和 33年3月1日・金光教教学研究所長大淵千偲）
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